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ま　 　 え　 　 が　 　 き

　 北多摩南部建設事務所は、 多摩地域東部の７ 市（ 武蔵野、 三鷹、 府中、 調布、 小金

井、 狛江、 西東京） の区域を 所管し 、 多摩地域の建設事務所の中で、 区部と 接する地

域を 管轄する唯一の建設事務所です。 管内人口は約１ ２ ５ 万人で、 多摩全体のおよそ

３ 割を占め、 多摩地区の発展のためにも 重要な役割を担っ ています。

　 東京都は、 平成２ 8 年１ ２ 月に「 都民ファ ースト でつく る『 新し い東京』 ～２ 0 ２ 0 年

に向けた実行プラ ン～」 を 策定し 、 「 ３ つのシティ 」 を 実現し 「 新し い東京」 を つく

るこ と を 目指し て、 都民フ ァ ースト の視点に立っ た、 今後の都政の具体的な政策を 展

開し ています。

　 北多摩南部建設事務所は、 多摩地域の発展を 目指し 、 未来につながる都市基盤の効

果的・ 重点的な整備と 効率的・ 計画的な管理、 高度防災都市づく り の実現に向けた総

合的な施策の展開に取り 組んでいます。

　 具体的には、 多摩の道路ネッ ト ワーク の形成に向け、 主要な多摩南北道路である調

布保谷線の整備、 多摩東西道路である 東京八王子線の延伸整備などを 推進し 、 首都東

京の渋滞解消、 環境改善、 防災性の向上を 図っ ています。

　 また、 交差点すいすいプラ ン事業、 無電柱化の推進、 自転車走行空間の整備、 街路

樹の防災機能強化など安全で快適な道路環境の提供に取り 組むと と も に、 石神井川の

改修、 野川の調節池規模拡大整備など災害に強く 潤いのある河川整備を 行っ ています。

　 さ ら に、 こ れら の整備に必要な事業用地の取得に重点的に取り 組んでいます。

　 道路・ 河川の整備、 管理にあたっ ては、 引き 続き 、 地元市と の連携の下、 地域住

民・ 都民の皆様の参加・ 協働も 得ながら 事業を積極的に推進し ていき ます。
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２ 　 事務所の沿革

大正９ 年５ 月１ 日　 　 北多摩郡役所内に、 東京府府中土木出張所と し て併設さ れた。

昭和17年６ 月30日　 　 北多摩郡役所及び東京府府中土木出張所が廃止さ れた。

昭和17年７ 月１ 日　 　 東京府北多摩地方事務所が、 府中町9,264番地（ 旧郡役所跡） に設置さ れ、 同所土木

課と し て発足し た。

なお、 改修部門は、 三多摩工事事務所と し て、 西多摩・ 南多摩の同種部門と 合併し 、

立川市錦町に新設さ れた。

昭和18年７ 月１ 日　 　 東京都制施行に伴い、 東京都北多摩地方事務所土木課と なり 、 北多摩全域を 管轄し

た。 その後、 三多摩工事事務所の廃止により 、 改修工事部門が併合さ れた。

昭和39年１ 月１ 日　 　 東京都北多摩地方事務所が東京都北多摩事務所と 改称さ れた。

昭和39年8 月１ 日　 　 北多摩事務所の土木部門（ 土木管理・ 土木改修の２ 課） が分離独立し 、 建設局の組織

に編入さ れ、 東京都北多摩建設事務所（ 庶務・ 管理・ 用地・ 工事第一・ 工事第二・ 工

事第三の６ 課23係６ 工区） と し て同地に新発足し た。

昭和45年12月　 　 　 　 新庁舎建設のため、 府中市8,220番地に仮移転し た。

昭和47年２ 月　 　 　 　 新庁舎完成によ り 、 同番地にて業務を 開始し た。

昭和48年４ 月１ 日　 　 建設局の組織改正によ り 、 北多摩建設事務所及び第三特定街路建設事務所を 統廃合

し 、 現在地に東京都北多摩南部建設事務所（ 次長・ 庶務・ 管理・ 用地第一・ 用地第

二・ 用地第三・ 工事第一・ 工事第二・ 補修の8 課22係23主査７ 工区） 、 立川市に東

京都北多摩北部建設事務所がそれぞれ設置さ れた。

昭和55年４ 月１ 日　 　 組織改正により 用地第三課が廃止さ れ、 その業務は用地第二課に統合さ れた。

昭和60年４ 月１ 日　 　 組織改正により 次長が廃止さ れ、 副所長が設置さ れた。

平成２ 年２ 月１ 日　 　 府中市区画整理事業に伴う 住居表示によ り 、 府中市緑町１ 丁目27番地１ と なる 。

平成8 年４ 月１ 日　 　 組織改正により 専門副参事（ 用地取得担当） が新設さ れた。

平成14年４ 月１ 日　 　 組織改正により 用地第三課が新設さ れた。

平成16年４ 月１ 日　 　 組織改正により ５ 工区から ３ 工区に再編さ れた。

平成19年４ 月１ 日　 　 組織改正により 用地第三課が廃止さ れた。

平成22年７ 月16日　 　 管理職制度改正により 専門副参事（ 用地取得担当） が用地専門課長へ改名さ れた。

平成27年４ 月１ 日　 　 組織改正により 用地第二課が廃止さ れた。

平成28年４ 月１ 日　 　 「 都庁人事・ 改革ポリ シー」 に基づき 、 係制が廃止さ れた。

平成29年３ 月31日　 　 「 主要施設10か年維持更新計画」 に基づく 、 庁舎改修工事が完了。
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Ⅱ　 機　 　 　 　 構

１ 　 組織及び分掌事務

　 組織は ､ 所長、 副所長（ 庶務課長兼務）、 ６ 課、 １ 用地専門課長、 41 課長代理、 ３ 工区であり 、 職員数

は 117 名（ う ち 再任用 5 名）、 一般職非常勤職員は 15 名である 。（ 平成 31 年４ 月１ 日現在）

主　 な　 分　 掌　 事　 務

　
　
　
　
北

　
多

　
摩

　
南

　
部

　
建

　
設

　
事

　
務

　
所

庶務課

( 庶 務 担 当 ) 人事、 給与、 福利厚生、 文書、 公有財産・ 自動車管理、 広報

・ 広聴、 その他庶務

( 経 理 担 当 ) 歳入歳出予算、 現金・ 有価証券・ 物品の出納保管、 物品・ 資

材の調達、 契約、 貸与被服、 不用品の処分、 進行管理

( 検 査 担 当 ) 工事及び工事用材料等の検査

管理課

( 道路管理担当) 道路区域の決定・ 変更、 供用開始、 道路の占用許可、 道路占

用料・ 負担金の徴収、 事業用財産の管理、 その他道路管理

( 道路台帳担当) 道路台帳の整備・ 保管、 道路統計、 道路区域・ 敷地の調査・

測量、道路幅員証明、道路区域の標示・ 証明、境界確認・ 確定

( 河川管理担当)
河川等の調査・ 占使用許可、 流水等の占用料・ 負担金の徴収、

廃川敷地の処理、 その他河川等管理

( 監 察 担 当 ) 道路・ 河川等の監察、 不法占用の取締、 道路管理瑕疵によ る

紛争処理

( 工事調整担当) 道路工事・ 道路占用工事の調整

用地課

( 調 整 担 当 ) 道路事業用地の取得及びこ れに伴う 損失補償に係る 連絡調整

( 用地担当) ( ９ ) 事業用地の取得及びこ れに伴う 損失補償

用地専門課長 用地取得事務に係る専門的事項の助言・ 助力

特に所長の命を 受けた事項
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工　 事

第一課

( 工 務 担 当 ) 道路・ 橋梁等の工事に係る 工程管理・ 連絡調整・ 資料収集、

市町村土木補助、 都市計画法の規定に基づく 周知及び相談

( 環境対策担当) 事業計画上の環境対策、 工事施工上の環境問題等に係る 協議

・ 調整

( 設計総括担当) 道路・ 橋梁等の新設・ 改築に係る 計画、 調査、 設計

( 設 計 担 当) ( 2) 道路・ 橋梁等の新設・ 改築に係る 計画、 調査、 設計

( 工事総括担当) 道路・ 橋梁等の新設・ 改築に係る 工事、 工事設計変更・ 精算

の照査及び占用物件の移設、 損害賠償

( 工 事 担 当) ( 2) 道路・ 橋梁等の新設・ 改築に係る 工事の施行及び監督、 工事

設計変更及び精算

( 測 量 担 当 ) 道路・ 橋梁等の新設・ 改築に係る 工事の測量、 建築に係る 道

路境界線等の測量

工　 事

第二課

( 工 務 担 当 ) 河川・ 急傾斜地崩壊防止・ 交通安全施設（ 一種事業） の工事

に係る 工程管理・ 連絡調整・ 資料の収集、 河川関係の市町村

土木補助工事・ 都市計画法の規定に基づく 周知及び相談

( 設 計 担 当 ) 河川・ 急傾斜地崩壊防止の工事に係る調査・ 設計

( 安全施設担当) 交通安全施設（ 一種事業） の工事に伴う 調査・ 設計

( 工事総括担当) 河川・ 急傾斜地崩壊防止・ 交通安全施設（ 一種事業） の工事、

工事設計変更及び精算の照査並びに占用物件の移設、 損害賠償

( 工 事 担 当 ) 河川・ 急傾斜地崩壊防止・ 交通安全施設（ 一種事業） の工事

の施行及び監督、 工事設計変更及び精算

( 維 持 担 当 ) 河川の防災・ し ゅ んせつ等の維持工事、 災害復旧工事、 工事

設計変更及び精算の照査並びに占用物件の移設

( 測 量 担 当 ) 河川・ 急傾斜地崩壊防止・ 交通安全施設（ 一種事業） の工事

に係る 測量、 建築に係る河川境界線及び道路境界線の測量
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補修課

( 工 務 担 当 ) 道路・ 橋梁等の維持補修工事に係る 連絡調整・ 資料収集、 道

路占用・ 道路掘削の技術的指導

( 設 計 担 当 ) 道路・ 橋梁等の維持補修及び交通安全施設（ 一種事業を 除く ）

の工事に係る 調査設計

道路・ 橋梁等の維持補修及び交通安全施設（ 一種事業を 除く ）

( 工 事 担 当 ) の工事、 街路樹・ 緑地帯等の調査設計・ 工事、 工事設計変更

及び精算の照査並びに工事に係る 地下埋設物及び占用物件の

移設

( 街 路 樹 担 当 ) 街路樹・ 緑地帯等の調査設計・ 工事

工　 　 　 区

　 表Ⅱ－１

工　 区　 名 所　 　 在　 　 地 所 管 区 域 分　 　 掌　 　 事　 　 務

小 金 井 工 区

042（ 326） 8862

小金井市貫井北町

　 　 　 　 　 　 ５ －18－18

府 中 市

小 金 井 市

１ ． 工区内の測量及び調査並び

に工事の施行及び監督

２ ． 前号工事の設計変更及び精

算

３ ． 道路及び河川の構造及び機

能の保全

４ ． 道路及び河川に係る 占・ 使

用許可申請書等の受理

５ ． 工区内所管事業用地及び建

物の監視

調 布 工 区

042（ 483） 5011
調布市下石原１ －19－４

三 鷹 市

調 布 市

狛 江 市

西 東 京 工 区

042（ 465） 4170
西東京市柳沢２ －18－31

武 蔵 野 市

西 東 京 市
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２ 　 職 員 配 置 表

　 表Ⅱ－２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 平成 31 年４ 月１ 日現在）

課 担　 当　 名

管　 理　 職 一　 　 　 　 般　 　 　 　 職　 　 　 　 員

合計
一般職

非常勤
総計

事　 務 技術 事　 務 技　 　 　 　 　 術
技能

労務事務
事務
( 再)

土木 事務
事務
( 再)

土木
土木
( 再)

建築 電気 造園

庶 務 課 1 1 9 1 12 1 13

課長代理( 庶務担当) 1

課長代理( 経理担当) 1

課長代理( 検査担当) 1

管 理 課 1 11 2 1 15 8 23

課長代理( 道路管理担当) 1

課長代理( 道路台帳担当) 1

課長代理( 河川管理担当) 1

課長代理( 監察担当) 1

課長代理( 工事調整担当) 1

用 地 課 2 19 1 2 24 24

課長代理( 調整担当) 1

課長代理( 用地担当) 9

工事第一課 1 23 24 1 25

課長代理( 工務担当) 1

課長代理( 環境対策担当) 1

課長代理( 設計総括担当) 1

課長代理( 設計担当) 2

課長代理( 工事総括担当) 1

課長代理( 工事担当) 2

課長代理( 測量担当) 1

工事第二課 1 12 13 1 14

課長代理( 工務担当) 1

課長代理( 設計担当) 1

課長代理( 安全施設担当) 1

課長代理( 工事総括担当) 1

課長代理( 工事担当) 1

課長代理( 維持担当) 1

課長代理( 測量担当) 1

補 修 課 1 10 1 1 2 15 1 16

課長代理( 工務担当) 1

課長代理( 設計担当) 1

課長代理( 工事担当) 1

課長代理( 街路樹担当) 1

工 　 　 区

小金井工区 4 4 1 5

　 小金井工区長 1

調布工区 5 5 1 6

　 調布工区長 1

西東京工区 5 5 1 6

　 西東京工区長 1

合　 　 　 　 　 計 2 2 4 39 1 61 2 2 1 1 2 117 15 132

※課長代理は各課、 工区長は各工区の内数である。
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Ⅲ　 事　 　 業　 　 費

１ 　 令和元年度事業別予算

　 表Ⅲ－１
（ 単位： 千円）

事　 業　 種　 別 執行予定額
内　 　 　 　 　 　 　 訳

摘　 　 　 要
用地補償 工　 　 事 そ の 他

道 路 事 業 費 19,109 ,735 9 ,049 ,000 6 ,703 ,494 3 ,357 ,241

建
　
　
　
設

道 路 整 備 費 314 ,000 195 ,000 100,000 19 ,000

街 路 整 備 費 10,162 ,458 7 ,176 ,000 1 ,726 ,900 1 ,259 ,558

橋 梁 整 備 費 1,273 ,000 0 1 ,219 ,000 54 ,000

交 通 安 全 施 設 費 3,424 ,800 1 ,678 ,000 861,000 885 ,800

計 15 ,174 ,258 9 ,049 ,000 3 ,906 ,900 2 ,218 ,358

維
　
持

　
補

　
修

道 路 管 理 費 27,000 0 0 27 ,000

道 路 維 持 費 1,161 ,677 0 312,594 849 ,083

橋 梁 維 持 費 233 ,000 0 215,000 18 ,000

道 路 補 修 費 1,723 ,200 0 1 ,620 ,400 102 ,800

橋 梁 整 備 費 33,000 0 0 33 ,000

交 通 安 全 施 設 費 757 ,600 0 648,600 109 ,000

計 3,935 ,477 0 2 ,796 ,594 1 ,138 ,883

河 川 事 業 費 1,920 ,040 215 ,000 1 ,475 ,740 229 ,300

建
　
　
設

河 川 防 災 費 28,000 0 18 ,000 10 ,000

中 小 河 川 整 備 費 1,714 ,240 215 ,000 1 ,416 ,240 83 ,000

計 1,742 ,240 215 ,000 1 ,434 ,240 93 ,000

維

持

補

修

河 川 維 持 費 177 ,800 0 41 ,500 136 ,300

水 防 費 0 0 0 0

計 177 ,800 0 41 ,500 136 ,300

公 園 事 業 費 734 ,500 680 ,000 53 ,000 1 ,500

建設 公 園 整 備 費 733 ,000 680 ,000 53 ,000 0

維持
補修 公 園 管 理 費 1.500 0 0 1 ,500

合　 　 　 計 21 ,764 ,275 9 ,944 ,000 8 ,232 ,234 3 ,588 ,041
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２ 　 平成 30 年度事業別決算

　 表Ⅲ－２ （ 単位： 千円）

事　 業　 種　 別 執 行 済 額
内　 　 　 　 　 　 　 訳

摘　 　 　 要
用地補償 工　 　 事 そ の 他

道 路 事 業 費 9,849 ,590 3 ,651 ,120 4 ,557 ,388 1 ,641 ,082

建
　
　
　
設

道 路 整 備 費 204 ,303 4 ,496 145,035 54 ,772

街 路 整 備 費 5,500 ,954 3 ,378 ,121 1 ,520 ,668 602 ,165

橋 梁 整 備 費 450 ,623 0 367,599 83 ,024

交 通 安 全 施 設 費 538 ,346 268 ,503 189,818 80 ,025

計 6,694 ,226 3 ,651 ,120 2 ,223 ,120 819 ,986

維
　
持

　
補

　
修

道 路 管 理 費 27,480 0 0 27 ,480

道 路 維 持 費 916 ,891 0 261,416 655 ,475

橋 梁 維 持 費 109 ,092 0 95 ,986 13 ,106

道 路 補 修 費 1,302 ,531 0 1 ,237 ,812 64 ,719

橋 梁 整 備 費 72,347 0 40 ,487 31 ,860

交 通 安 全 施 設 費 727 ,023 0 698,567 28 ,456

計 3,155 ,364 0 2 ,334 ,268 821 ,096

河 川 事 業 費 1,885 ,853 131 ,199 1 ,612 ,658 141 ,996

建
　
設

中 小 河 川 整 備 費 1,726 ,156 131 ,199 1 ,592 ,415 2 ,542

計 1,726 ,156 131 ,199 1 ,592 ,415 2 ,542

維

持

補

修

河 川 維 持 費 146 ,273 0 15 ,243 131 ,030

河 川 防 災 費 13,424 0 5 ,000 8 ,424

計 159 ,697 0 20 ,243 139 ,454

公 園 事 業 費 640 ,247 603 ,484 31 ,645 5 ,118

建設 公 園 整 備 費 639 ,479 603 ,484 31 ,645 4 ,350

維持
補修

公 園 管 理 費 768 0 0 768

合　 　 　 計 12 ,375 ,690 4 ,385 ,803 6 ,201 ,691 1 ,788 ,196

そ
の
他

市町村土木補助費 869 ,034 0 0 869 ,034

産 業 労 働 費
( 観光産業振興費) 9 ,636 0 8 ,384 1 ,252

用 地 会 計 10,374 10 ,374 0 0

合　 　 　 計 889 ,044 10 ,374 8 ,384 870 ,286

総　 　 　 　 　 計 13 ,264 ,734 4 ,396 ,177 6 ,210 ,075 2 ,658 ,482

※執行済額には、 繰越額・ 本庁執行分も 含む。
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Ⅳ　 道　 　 　 路

１ 　 道路の現況

　 道路は、 交通機能と いう 基本的な機能によ り 都市基盤を 形成し 、 都民の日常生活を 支える 基礎的な都市施

設である 。 また、 道路は各種の収容機能をも っ た公共空間であり 環境形成空間と し ても 重要な役割を 担っ て

いる 。し かし 、東京都の道路の整備状況は、未だその役割を十分に果たすこ と が出来る 状態には至っ ていない。

　 東京都の都市計画道路の完成率は区部が65.4％
※
、 多摩地区全体は61 .0％

※
であり 、 多摩地区は区部よ り

も 整備が立遅れており 、 道路の早期整備が強く 望まれている 。 ※平成29年３ 月末現在

　 道路率でみた場合、東京都全体で 8.6％、区部で 16 .5％、市部は 9.3％と 低い状態である（ 表Ⅳ－１ 参照）。

当所管内の国道、 都道及び市道を 含めた公道面積は、 管内面積の約 11.9％（ 道路率） であり 、 図Ⅳ－１ の

と おり である。

　 こ のう ち、 当所で管理する 都道は、 主要地方道 17 路線、 一般都道 25 路線（ 保谷狭山自然公園自転車道

を 含む） で、 延長 170 .415 ㎞であり 、 表Ⅳ－２ に示すと おり である 。

２ 　 道路の管理

　 道路管理の目的は、 道路を 常に良好な状態に保ち 、 道路本来の機能を 十分に発揮さ せる も のである。

　 そのためには、 道路の新設、 拡幅、 維持補修などの道路整備や適正な占・ 使用等の許・ 認可、 都市計画事

業に伴う 道路管理者の同意、 安全かつ適正な使用状況の点検などの監察等の管理業務が密接に連携する こ と

によ り 万全を期する こ と ができ る 。

　 また、 都道の快適な環境づく り を 目指し ､ こ れまでも さ まざまな手法によ り 都民と の協働体制を 行っ てき

ている 。 平成 15 年度から は「 東京ふれあいロ ード ・ プロ グラ ム」 の導入によ り 、 歩道の清掃活動や緑化活

動など、 よ り 一層の協働体制が図ら れ、 現在６ 団体が認定さ れている 。

図Ⅳ－１ 　 管理者別道路面積割合

（ 平成 30 年４ 月１ 日現在）

道路率＝11.9％

13 .34 k㎡

111 .85 k㎡

市　 道
982 .8万㎡

73.6％

管内公道面積
1,334.0万㎡

50 .2万㎡　 3 .8％ 26 .2万㎡　 2 .0％

都　 道
274 .8万㎡

20.6％

管内公道面積

管 内 面 積

道路公社
2.0万㎡
0.2％
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　 表Ⅳ－１
道 路 率・ 道 路 平 均 幅 一 覧 表

（ 平成 30 年４ 月１ 日現在）　

　 表Ⅳ－２
管 内 都 道 の 実 延 長 及 び 面 積

（ 平成 30 年４ 月１ 日現在）　

⑴　 区域決定（ 変更） 等

　 道路の拡幅や旧道に替えて新道を 築造する 場合、 新たに道路と なる 部分を 道路区域に編入し 、 不用と なる

部分を 廃止する こ と になる 。

　 また、 拡幅及び新道の築造工事がし ゅ ん功すると 、 建設部署から 引継ぎを 受け、 その道路を 一般の交通の

用に供する ため供用開始の手続き を 行う 。

　 当事務所管内で平成 30 年度に告示さ れた区域変更の件数は、 次のと おり である 。

各　 　 　 市 武 蔵 野 市 三　 鷹　 市 府　 中　 市 調　 布　 市 小 金 井 市

道　 路　 率( ％) 10 .5 11 .8 13 .0 12 .6 9 .5

平
均
幅

道
　
路

全公道( ｍ) 7 .7 6 .6 7 .9 6 .2 6 .0

都　 道( ｍ) 14 .8 15 .3 19 .6 16 .6 16 .3

各　 　 　 市 狛　 江　 市 西 東 京 市 当 所 管 内 市　 　 　 部 都　 全　 域

道　 路　 率( ％) 12 .8 11 .4 11 .9 9 .3 8 .6

平
均
幅

道
　
路

全公道( ｍ) 6 .4 6 .6 6 .9 7 .0 7 .7

都　 道( ｍ) 15 .8 13 .4 16 .1 15 .9 18 .6

種別

市名

主　 要　 地　 方　 道 一 般 都 道 計

延　 長( ｍ) 面　 積( ㎡) 延　 長( ｍ) 面　 積( ㎡) 延　 長( ｍ) 面　 積( ㎡)

狛 江 市 6,651 110 ,673 3 ,922 55 ,970 10 ,573 166 ,643

小 金 井 市 6,510 115 ,416 10 ,705 165 ,428 17 ,215 280 ,844

調 布 市 9,512 230 ,264 13 ,933 159 ,958 23 ,445 390 ,222

府 中 市 22 ,895 531 ,597 13 ,851 190 ,348 36 ,746 721 ,945

武 蔵 野 市 14 ,623 227 ,693 6 ,562 85 ,854 21 ,185 313 ,547

三 鷹 市 6,090 157 ,153 21 ,811 271 ,211 27 ,901 428 ,364

西 東 京 市 19 ,255 286 ,138 14 ,095 160 ,656 33 ,350 446 ,794

合　 　 計 85 ,536 1 ,658 ,934 84 ,879 1 ,089 ,425 170 ,415 2 ,748 ,359

種　 　 　 　 別 件　 数（ 件） 延　 長（ ｍ） 面　 積（ ㎡）

区 域 変 更

編 入 7 3 ,334 .36 52 ,465 .19

廃 止 0 0 0
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⑵　 道　 路　 占　 用

　 ア　 占 用 許 可

　 道路は、 本来一次的には一般交通の用に供さ れる も のであるが、 電気、 ガス、 水道等の施設を 収容する

場所と し ての機能を も つ空間と も なっ ている 。

　 こ れら の道路占用に際し ては、 道路本来の機能を 阻害し ないよ う に十分検討し 、 必要な条件を 付し て占

用を 許可する と と も に、 こ れに伴う 占用料の徴収事務を 行っ ている。 平成 30 年度の実績は、 表Ⅳ－３ 及

び表Ⅳ－４ のと おり である。

　 イ 　 占用工事の監督

　 道路の掘さ く を 伴う 占用工事（ 東日本電信電話・ 東京ガス・ 水道局等） は、 各工区の指導監督のも と に

施行し ている 。 原則と し て道路占用者の費用で原形復旧を し 、 監督に要する費用を 占用者から 監督事務費

と し て徴収し ている。

　 表Ⅳ－３
平成 30 年度道路占用許可及び承認件数調書

　 表Ⅳ－４
平成 30 年度道路占用料収入額調書

　 表Ⅳ－５
平成 30 年度掘削復旧・ 監督事務費収入調書

工区別

企業別その他
小　 金　 井 調　 　 　 布 西　 東　 京 計

水 道 64 120 83 267

下 水 道 51 81 34 166

東 京 電 力 116 188 122 426

東 京 ガ ス 64 99 77 240

東 日 本 電 信 電 話 63 77 60 200

その他認定電気通信事業者 24 48 29 101

一 般 占 用 170 226 241 637

自 費 工 事 39 59 56 154

沿 道 掘 削 9 9 7 25

計 600 907 709 2 ,216

件数・ 金額
年度

許　 可　 件　 数 収　 　 入　 　 額 備　 　 　 考

平 成 30 年 度 879 件 286 ,798 千円
※許可件数は、 調定件
　 数によ る 。

件数・ 金額
年度

処　 理　 件　 数 収　 　 入　 　 額 備　 　 　 考

平 成 30 年 度 429 件 10 ,888 千円
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⑶　 道 路 台 帳 整 備

　 道路台帳は、 道路の戸籍に相当する も ので、 図面と 調書から なり 、 道路法の適用を 法的に裏付けるも ので、

道路管理の基本と なっ ている。

　 道路台帳は、 道路台帳平面図、 地下埋設物台帳平面図、 道路敷地構成図及び各調書から なっ ており 、 当所

における 道路台帳平面図はおおむね整備さ れてはいる が、 なお区域線等が不明の箇所も ある ので、 道路工事

並びに民間から の申請等による 境界確定、 道路区域線標示の実施、 工事によ る台帳平面図を 補正する際、 明

確にする よ う 努めている 。

　 道路敷地構成図は、 昭和 49 年度から 道路敷地調査測量を 実施し 作成を 進めており 、 整備率は管内道路の

89％に達し ている。

　 地下埋設物台帳平面図は道路工事、 地下埋設工事の実施に伴い、 各施行者から し ゅ ん功図面及び調書の提

出を 求め、 次年度に補正し ている 。

　 表Ⅳ－６
道 路 区 域 証 明 等 実 績 表

⑷　 境界確認・ 確定

　 建設局が所管する 公有地の土地境界確認・ 確定事務が、 平成 20 年５ 月に各建設事務所に移管さ れたのに

伴い、 当事務所が所管する 道路や河川と いっ た公有物と の土地境界確認・ 確定事務を 公有物に隣接する 土地

所有者から の申出に基づき 行っ ている 。

　 表Ⅳ－７
境 界 確 認・ 確 定 申 出 受 理 件 数

⑸　 道　 路　 監　 察

　 道路監察は、 当所が管理し ている道路及び橋梁を 常時良好な状態に保ち 、 道路本来の機能を 維持し 、 安全

かつ円滑な交通の確保を はかる ため「 道路・ 河川パト ロ ールカ ー」 で定期的に巡回し 、 異常の発見、 通行の

阻害除去を 目的と し ている 。

　 総延長 170.42 ㎞を ５ 区域に分け、 各区域を 週１ 回巡回する こ と を 目標と し ており 、 具体的な業務内容は

道路法に定める 禁止行為の排除、 各種道路上工事の違法・ 違反行為等の改善指導、 道路及びその附属物の損

傷の早期発見・ 早期処置、 道路上の不法占用物件の撤去や改善指導などである。 また、 道路上の管理瑕疵事

故、 各種の苦情・ 要望の処理も 行っ ている。

　 平成30年度における 道路監察は、延べ走行距離 14.752 ㎞を 実施し 、具体的な内容は別紙のと おり である。

（ 表Ⅳ－8 ）

　 なお、占用工事等の夜間工事について、特別夜間監察を 平成30年度は２ 回（ 延べ走行距離121 ㎞）実施し た。

種別

年度

道　 路　 区　 域　 証　 明 道　 　 路
幅　 　 員
証　 　 明件　 　 　 数 延　 　 　 長

平 成 30 年 度 17 件 308 ｍ 14 件

種別
年度

道　 　 　 路 河　 　 　 川 計

平 成 30 年 度 125 件 6 件 131 件
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⑹　 道路上占用工事等の調整

　 道路の掘削を 伴う 占用工事は、 沿道住民の生活環境や道路利用者の交通等に与える影響が大き く 、 無秩序

に占用許可等を 与えれば、 生活環境の悪化や激し い交通渋滞を 招く ばかり ではなく 、 道路の維持管理にも 大

き な支障と なる 。 こ のため、 占用工事を 行う 企業者間や道路管理者等と の間で調整を 行い、 さ まざまな合理

化や効率化を図っ ている 。 北南建管内では、 四半期ごと に道路管理者である 当事務所が主催し 、 交通管理者

や占用企業者等が参加する 道路工事調整会議を 開き 、 道路の無駄な掘り 返し を規制し たり 、 シールド 工法や

推進工法に代表さ れる非開削工法の導入や複数の企業者が共同で工事を 行う 共同協働施工の採用を 助言する

など、 合理的で効率的な路上工事の施工を目指し て調整し ている。

　 し かし ながら 、 依然と し て住民や道路利用者から の道路上工事に関する 改善を 求める 声が多く 、 更なる 合

理化や効率化に向けて、「 東京都内の路上工事対策五箇年計画」 に基づき 、 以下の取り 組みを行っ ている 。

　 ①　 路上工事時間の管理の徹底（ 道路工事調整会議での調整・ 交通混雑時の工事抑制）

　 ②　 掘り 返し 抑制施策の推進（ 共同溝・ 電線共同溝の整備促進）

　 ③　 路上工事の改善（ 工事作業員のマナーや誘導方法の向上等）

　 ④　 路上工事の情報提供の改善（ 工事看板や事業説明看板の改善等）

　 昨年度の道路工事調整会議で調整さ れた工事のう ち 、 交通規制を 伴う 路上工事日数を 月別に集計し た結果

は、 下表のと おり である 。

　 また、 道路管理者が行う 道路の新設・ 改築区間や再開発等沿道の大規模事業によ り 占用工事が競合する 区

間では、 別途調整会議を 適宜開催する こ と で、 より 細かい調整を 図っ ている 。

平成 30 年度 道路上工事に伴う 月別交通規制日数

⑺　 通行車両の車幅の制限

　 交通の危険を 防止し 、 道路と 通行車両の合理的調和を 図る ため、 車両制限令に基づき 車両制限箇所を 設置

し 、 通行車両の認定や適時指導を 行っ ている 。

工事種別
平成 30 年 平成 31 年

合　 計
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

道路管理者工事 
（ 市施工含む）

116 83 138 152 112 185 225 239 284 234 247 223 2 ,238 

占用工事 151 163 192 219 210 197 309 283 251 292 286 199 2 ,752 

内
　
　
　
訳

上 水 道 64 72 103 80 97 70 86 129 119 131 127 82 1 ,160 

下 水 道 0 10 20 11 8 13 26 43 39 48 21 9 248 

N T T 66 49 11 36 13 14 38 47 34 28 30 37 403 

N C C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

電 力 1 7 31 53 50 38 80 40 44 64 43 37 488 

ガ ス 20 25 27 39 42 53 73 24 15 8 57 34 417 

そ の 他 0 0 0 0 0 9 6 0 0 13 8 0 36 

合　 　 　 計 267 246 330 371 322 382 534 522 535 526 533 422  4 ,990 

※ NCC： NTT 以外の電気通信事業者　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 平成３ １ 年４ 月１ 日現在
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⑻　 事業予定財産等の管理

　 管理する 財産には、 事業予定財産、 先行取得地、 事業残地等がある 。

　 こ れら の財産については、「 公有財産規則」 及び「 局所管公有財産管理要綱」 に基づき 本来の行政目的に

供するまでの間、 ゴミ の投棄や不法使用を防止する ため管理柵を 設置し 、 除草を 行い、 定期的な監察によ り

適正な管理を行っ ている 。

　 なお、 事業予定財産等については、 歩行者用通路、 駐車場等に活用し 、 有効利用を 図っ ている 。

３ 　 道路・ 橋梁の維持補修

　 道路、 橋梁の維持補修事業は、 道路を 常時良好な状態に保つこ と により 、 一般交通に対し て安全かつ円滑

で快適な道路空間を 提供すると と も に沿道環境の保全を 目的と し ている。

　 近年、 車両の大型化によ り 、 道路の損傷やこ れに起因する 騒音、 振動の発生が道路管理上の大き な課題と

なっ ている 。

　 こ のよ う な状況下にあっ て、 沿道環境の保全を図る ため、 道路・ 橋梁の維持補修はも と よ り 、 道路付属物

の保守に努める と と も に環境整備の一環と し て道路緑化を 推進し ている。

　 なお、 道路占用工事等においては、 復旧方法の良否が舗装等の耐久性や騒音・ 振動等に著し く 影響する た

め、 事故防止を 含め適切な技術指導を 行っ ている。

⑴　 道 路 維 持 事 業

　 道路維持事業は、 道路の機能を 保持するために行う も のであり 、 小さ な破損のう ちに修理し 、 交通の安全

と 環境の保全を 図る ために日常的に行う 事業である 。

　 道路機能保持によ る環境保全はも と よ り 道路の破損による 交通事故の防止から も 、 一日も おろ そかにでき

ない重要な業務である。

　 その業務内容は、 路面の局部的な破損や道路付属物（ 道路照明・ 防護柵・ 街路樹等） の不具合い箇所を 緊

急に修理する維持工事と と も に側溝・ ます類の浚渫・ 路面清掃・ 緑地管理及び降雪対策等広範囲の委託作業

を 実施し ている 。 また、「 2020 年の東京」 への実行プ ロ グラ ム事業と し て実施し てき た道路照明の水銀ラ

ン プから 省エネ型照明（ セラ ミ ッ ク メ タ ルハイ ド ラ ン プ等） への転換事業については平成 25 年度中に完了

し た。 現在は機器の更新に合わせて、 更なる 省エネルギーに向けたＬ Ｅ Ｄ 化への転換を 図っ ている 。

路 線 名
規　 　 　 制　 　 　 箇　 　 　 所 規制区間延長

（ ｍ）

規 制 幅

（ ｍ）起　 　 　 　 点 終　 　 　 　 点

主 2 5 号 西東京市下保谷４ －14地先 西東京市下保谷４ －６ 地先 330 1 .30

一 110 号 府中市若松町３ －５ 地先 府中市紅葉丘３ －42地先 1,700 2 .00

一 114 号 狛江市元和泉２ －13地先 狛江市元和泉２ －１ 地先 550 1 .70

一 118 号 調布市仙川町１ －14地先 調布市仙川町２ －５ 地先 400 2 .00

（ 注）　 主は、 主要地方道　 　 一は、 一般都道
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　 ア． 巡　 回　 点　 検

　 調布工区配属の職員による 直営巡回点検班と 民間委託さ れた西東京工区の巡回点検班の２ 班体制によ り

管内全ての都道を 巡回車で定期的に巡回し 、 道路・ 橋梁の破損箇所の早期発見に努める と と も に事故防止

のための緊急処置を 行っ ている 。

　 イ ． 単価契約等による請負施工

　 巡回点検班や関係機関から 報告のあっ た道路や道路付属物の破損箇所の修理を 行う ための維持工事は、

総価契約及び単価契約による 請負施工によ り 実施し ている 。 また、 単価契約では休日や夜間の応急措置等

に対応するため、 請負業者が緊急出動でき る 体制を 整えている。

⑵　 橋 梁 維 持 事 業
　 近年、 車両の大型化によ り 、 橋梁の構造に与える 影響は過酷なも のと なっ てき ている 。 特に、 橋面舗装及

び伸縮継手等の破損が甚だし いため、 こ れら を 重点的に修繕し ている 。 また、 鋼橋（ 歩道橋含む） の腐食防

止等を 図る ため、 計画的に塗り 替えも 行っ ている。

　 本年度は、 西原歩道橋ほか４ 橋の塗装塗替工事を 予定し ている。

⑶　 路 面 補 修 事 業
　 道路は、 自動車及び歩行者・ 自転車等の通行に支障のないよ う 常に良好な状態に保全する ため維持修繕す

る こ と が求めら れている 。

　 し かし ながら 、舗装は一般の交通に供用さ れた時点から 、交通や気象条件等の外的作用を 常に受けており 、

一旦舗装体に破損が生じ る と 加速度的に損傷が増大し ていく 。 こ のため、 耐用年数が過ぎて維持作業が困難

になっ た箇所、 交通量の増大に伴う 路床・ 路盤の支持力不足や大型化し た車によ る 舗装の変形等により 供用

性の低下し た箇所について、 路面性状調査の結果や沿道状況、 陳情苦情等を も と に、 総合的に判断し 、 計画

的に補修を 行っ ている 。 本年度の路面補修は、 主７ 号（ 五日市街道） 他 15 箇所について約 7.6 ㎞の事業を

行う 予定である 。

　 また、 路面補修事業に合わせ、 歩道改善２ 箇所（ 主７ 号他） 約 0.7 ㎞も 実施し ていく 。

⑷　 道 路 緑 化 事 業
　 街路樹の緑は快適でう る おいのある 環境づく り に不可欠であり 、 都市景観の向上と 環境の保全等を 目的と

し ての緑化推進に努めている。

　 また、 道路に植栽さ れている 街路樹及び植栽帯は、 制約さ れた条件下での成育を 余儀なく さ れており 、 路

線ごと にき め細かな管理を 行っ ている 。

　 整備事業と し ては、 平成 19 年度から 東八道路、 新小金井街道等において並木復活事業と し て複合植栽等

の再整備を 実施、 平成 21 年度から は、 緑倍増計画と し て井ノ 頭通り 、 所沢府中線、 川崎府中線、 鶴川街道、

府中相模原線等の8 路線において街路樹の充実事業を 実施し てき ており 、 平成 27 年度に終了し た。

　 また、 平成25年度から は、 街路樹の健全化を 図る ため、「 大径木大作戦（ 2020 年の東京）」 に着手し 、 平

成30年度までに新小金井街道など 11 路線の街路樹防災診断を 全て終了し た。

　 令和元年度から は、 井ノ 頭通り 、 人見街道、 及び伏見通り の定期的な街路樹診断を 実施する予定である 。

　 なお、 診断結果で不備と なっ た樹木について伐採・ 再植栽工事を 行っ ている。
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　 　 　 　 　 　 　 街路樹等歩道植樹帯

⑸　 道路施設整備事業
　 道路排水場、地下道及び道路の一般構造物の保全のため、施設健全度調査の結果に基づく 改修を 行う ほか、

地下道や立体交差部における環境の向上を目的と し た事業である。

　 本年度は、小金井市内の小金井街道の擁壁と 組立歩道について、補修工事を実施する 他、本宿ト ン ネル（ 主

18 号新府中街道） において、 ト ン ネル照明のＬ Ｅ Ｄ 化を 実施する。

⑹　 橋 梁 補 修 事 業
　 日常行われる 維持管理と は別に、 周辺環境の変化や火災などの突発事故等から 橋梁が損傷し 、 劣化し た場

合に、 架設当初の性能に復元する 「 補修」 と と も に適用基準の変更や当初設定よ り 高い性能が要求さ れる 状

況と なっ た場合、 性能（ 機能） を 向上さ せる 「 補強」 を 実施し ている 。 本年度は、 昨年度実施し た定期点検

に引き 続き 、 多摩川原橋について、 詳細調査を 実施する 。

⑺　 橋梁整備事業
　 橋梁整備事業は、 全橋梁を 対象に、 ５ 年に１ 度実施する定期点検の結果により 、 補修が必要と 判断さ れた

場合は、 損傷に応じ た補修や補強を 適切に実施する など安全を 確保し ている 。 また、 橋梁の長寿命化を 図る

こ と と し て、 主要な幹線道路の橋梁について、 最新の技術や材料によ り 、 補修や補強を 行う こ と で、 よ り 安

全で耐久性に優れた橋梁に改良し 、 安全・ 安心を 確保する 事業も 実施し ている 。 こ れによ り 、 対策後 100

年以上の延命化を 目指し ていく 。 本年度は、 Ｊ Ｒ 南武線と 武蔵野線を 跨ぐ 主 18 号（ 鎌倉街道） 府中本町陸

橋の設計を 実施する 。

⑻　 交通安全施設事業
　 交通安全施設事業は、 安全で快適な道路空間を確保するため、 不可欠なも のである。 また、 街路灯や道路

標識などの施設は、 交通安全上から も 重要な役割を 担っ ている 。

　 街路灯は夜間における通行車両の安全確保はも と より ､防犯や都市景観の向上などにも 寄与する重要な施設

である｡本年度は更新と と も に照度の充実を 目的に､主５ 号( 新青梅街道) において、 更なる省エネ化を 目指し

て19基のＬ Ｅ Ｄ 化を 行う 予定である｡

　 道路標識は、 車両の円滑な走行を 図る ため、 適切な情報を 提供する 施設である 。 本年度も 、 案内標識等を

設置する 予定である 。

　 滑り 止め舗装、 区画線、 視覚障害者誘導用ブロッ ク 、 防護柵などの安全施設についても 地元住民及び警察

署等から の要望に適切に応え実施し ている。

　 東八道路の三鷹通り ～小金井街道間の 5 .5 ㎞について、 歩道を 車道側に拡げ、 合わせて電線類を 地中化

し 、 安全で快適な自転車走行空間を 整備する 東八道路リ フ レ ッ シュ 事業を 平成 20 年度よ り 実施し ており 、

種　 　 　 別 場　 　 　 所 数　 　 　 量

高　 　 　 　 木

街 路 樹 15,756 本

緑 地 内 1,509 本

計 17 ,265 本

中　 　 　 　 木 街 路 樹・ 緑 地 内 13,658 本

株　 　 　 　 物 植樹内・ 中央分離帯 186,608 ㎡
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引き 続き 本年度も 実施する 。

⑼　 電線類地中化事業（ 現道内）
　 都市防災機能の強化、 安全で快適な歩行空間の確保、 良好な都市景観の創出を 図るため、 主要幹線道路を

中心に計画的に推進し ている事業である 。

　 本年度は、 主 14 号（ 東八道路） の野川公園付近及び小金井市前原町４ ～５ 丁目において、 電柱の除去工

事を 実施する。

４ 　 道路・ 橋梁の整備

　 東京都では、東京の新し い道路づく り に向けて、①「 活力」都市活力の強化、②「 防災」都市防災の強化、③「 暮

ら し 」 安全で快適な都市空間の創出、 ④「 環境」 都市環境の向上の四つの基本目標を 設定し 、 東京の将来像

や広域的な課題に加え、 地域の将来像や地域的な課題を 踏まえて、 今後 10 年間（ 平成 28 年度から 平成 37

年度まで） で優先的に整備すべき 路線を 平成 28 年 3 月に策定し た。（ 東京における 都市計画道路の整備方

針（ 第四次事業化計画））

　 北多摩南部建設事務所管内は、 21 路線約 22 .8 ㎞が第四次事業化計画に選定さ れたのを 受け、 計画的に事

業を 進めていく 。

　 また、 多摩川中流部に架かる 関戸橋は、 多摩地域の交通を 支え、 防災上も 重要な役割を 担っ ているが、 架

設から 約 80 年が経過し 老朽化が進んでいる 。 そのため、 平成 27 年度よ り 仮橋設置工事に着手し 、 下流橋

の全面架け替え及び上流橋の一部架け替え事業を南多摩東部建設事務所と 協力し て進めていく 。

　 さ ら に、少額の投資で比較的短期間のう ちに事業効果の期待でき る 交差点改良事業（ すいすいプラ ン ） や、

歩道設置などの交通安全施設事業を 実施し ､ 地元の強い要望に応えている 。

　 当所における 、 道路や橋梁の整備は、 道路整備事業・ 街路整備事業・ 橋梁整備事業及び交通安全施設事業

の４ 手法で行っ ている。

　 また、 道路は交通及び物流基盤と し ての機能に加え ､ 環境と の調和、 ラ イ フ ラ イ ンの収容空間、 防災施設

などの高度な機能を 併せ持つこ と が求めら れている 。 そのため、 道路・ 橋梁の整備にあたっ ては、 こ う し た

点を 踏まえ、 よ り 安全で快適に利用でき る道路づく り を 目指し 取り 組んでいる。

⑴　 用地取得のあら まし
　 ①　 道路用地取得の現況

　 当所管内は、 市街地化の進行に比較し て、 道路網の整備が全般的に遅れている 。 道路を 整備し 円滑な交

通を 確保する ため、 東西方向の幹線道路整備事業と し て、 西東京３ ・ ３ ・ 14 号線及び府中３ ・ ２ ・ ２ の２ 、

国立３ ・ ３ ・ ２ 号線がある 。 また、 南北方向の幹線道路整備事業と し て、 三鷹３ ・ ２ ・ ６ 、 武蔵野３ ・ ３ ・

６ 、 西東京３ ・ ２ ・ ６ 号線（ 調布保谷線） があり 、 こ れら の事業用地の取得を 行っ ている 。 また、 幹線道

路以外の街路整備事業と し ては調布３ ・ ４ ・ 17 ほか 13 路線、 道路整備事業と し て主 11 号線（ 狛江通り ）

ほか１ 路線で用地取得を 行っ ている 。

　 また、 交通安全施設事業のう ち多摩地域を 中心と し た「 交差点すいすいプラ ン 」 と し て、 主７ 号線（ 武

蔵野中央、 関前三丁目） や都道 121 号線（ 下布田） など が、 交差点すいすいプラ ン 以外の交通安全施設

事業と し ては、 歩道設置事業の都道 112 号線（ ひばり が丘停車場線） や都道 110 号線（ 人見街道） など
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があり 、 計 17 路線で用地取得を 行っ ている 。

　 当所管内は多摩部にあると はいえ区部と 接し ており 、 多摩・ 区部双方の特徴を 併せ持つ路線が多い。 近

年は公共事業に対する 住民意識の変化や移転先確保の困難性、 大型マン ショ ン の存在等による 権利関係の

複雑化などから 、 用地取得がいっ そう 困難化する 傾向にある 。

　「 交差点すいすいプ ラ ン 」 のよ う に交差点付近の改良に伴う 用地取得では、 商業ビ ルが密集し ており 、

借地や建物賃貸借など の複雑な権利関係がある 敷地のほか、 区分所有建物敷地が取得の対象と なっ てお

り 、 権利調整や多数の関係人と の同時契約などの解決困難な課題が生じ ている 。 さ ら に交通安全施設事業

等において土地収用法を 活用する ためには、 事業認定手続き を 経る 必要があり 、 その手続き が隘路と な

り 、 収束案件の解決に多大な時間と 労力を 要し ている 。

　 一方、 土地収用法が適用と なる都市計画道路事業では、 相続によ る権利者の確定などに時間を 要する 案

件も 少なく ない。 また、 相続税納税猶予農地についても 、 有効な手立てが講じ ら れずにいる。

　 路線ごと に、 工事部門と 整備計画を 調整し ながら 優先順位を 付け、 工事に直結する 用地取得を 進める こ

と が重要と なっ ている 。

　 ②　 用地（ 土地） 取得と 物件等の移転補償

　 公共事業を 施工する ための用地取得及びこ れに伴う 損失の補償に関する 事務は、 住民の財産権に重大な

影響を 及ぼすこ と になる 。 そのため、 用地取得事務を 遂行するにあたっ ては、 適正かつ公平な補償に向け

て常に細心の注意を 払う 必要がある 。

　 用地事務の主な内容には、 土地価格の評価、 建物・ 工作物・ 営業等の調査及びこ れら に係る 損失補償額

の算定、 土地所有者・ 建物所有者・ 借家人等関係人と の折衝などがある 。 用地の取得は土地所有者を はじ

めと する 関係人と 十分協議を 重ね、 その理解と 協力を 得たう えで、 土地売買契約・ 物件移転補償契約等を

締結し て行っ ているが、 それでも なお、 理解と 協力が得ら れないと き は、 事業用地の非代替性から 、 やむ

を 得ず土地収用制度を 用いて解決を 図っ ている。

　 また生活再建を 側面から 支援する ため、 代替地あっ せん、 都営住宅のあっ せん、 移転資金の貸付等の制

度がある ｡また､税金についても ､譲渡所得に対する 課税の特例措置および不動産取得税の軽減措置がある ｡
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⑵　 道 路 整 備 事 業
　「 道路法」 に基づいて道路・ 橋梁の整備を 行う 事業で、 主に地域の幹線道路で既存の道路幅員の狭い区間

の渋滞等を 解消する ための事業である 。

　 ①　 主要地方道大田調布線（ 第 11 号）【 狛江通り 】

　 本路線のう ち 狛江市東和泉一丁目（ 世田谷通り 交差点） から 調布市国領町四丁目の国領駅南口再開発関

連区間までの延長約 2,970 ｍ、 都市計画幅員 16 ｍについて、 道路整備事業と し て整備を 行っ ている。

　 こ のう ち 、 狛江市役所前から 西へ 560 ｍ（ 松原交差点）までのＩ 期区間は、 平成11年度までに整備が完

了し ており 、 以西延長450ｍま でのⅡ期区間も 、 平成12年度に整備が完了し た。 狛江市役所東交差点か

ら 同市東和泉一丁目（ 世田谷通り 交差点）までの延長約410ｍのⅢ期区間については、 平成8 年度から 事業

に着手し 、 平成 14 年度に電線共同溝と 併せて工事着手し て、 未取得地を 除き 平成 19 年度に完了し た。

　 また、 国領駅南口再開発関連区域延長約 150 ｍを 含めた東側へ延長 600 ｍ（ 国領町八丁目交差点） に

ついては、 多摩建設事務所の現体制では計画的事業執行が困難な特定路線と し て、 地元要望に早期に答え

る ため、『 多摩地域に於ける 道路事業用地の（ 財） 新都市建設公社委託について』 の方針に基づき 、 事業

の一部を 平成３ 年8 月建設局長及び新都市建設公社理事長の間で基本協定を締結し 、 用地先行買収委託し

た箇所である 。 平成４ 年度に測量に着手し 、 平成６ 年度に用地取得に着手し た。 平成 12 年度末、 当事務

所が取得用地の引継ぎを う け、 Ⅳ期区間と し て平成 13 年度に工事着手し た。

　 緑野小前交差点から 国領町八丁目交差点ま での延長 980 ｍのⅤ期区間（ 中和泉）については、 平成 15

年 11 月 28 日に事業説明会を 行い、 測量を 実施し た。 平成 17 年 7 月に用地説明会を 行い用地取得に着

手し 、 平成 18 年度に工事着手し た。

　 今年度は、 Ⅴ期区間（ 中和泉）において、 緑野小前交差点から 西側200ｍ区間において歩道舗装工事を

実施する 。 また、 Ⅵ期区間（ 国領Ⅱ期） において、 旧甲州街道から 280ｍ区間の電線共同溝引込・ 連系管

工事を 実施する 。

　〔 用地〕

　 Ⅲ期区間については、 平成8 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度に用地取得を 完了し た。 Ⅳ期区

間については、 平成６ 年度から 用地取得に着手し 、 平成 18 年度末に用地取得を 終了し た。

　 Ⅴ期間については、平成 17 年度から 用地取得に着手し 平成 30 年度末の取得率は約 94％と なっ ている 。

今年度も 引続き 用地取得を 推進する 。

供用開始区間又は交通開放区間

工事施工箇所

120m
⑰40m

⑱
⑲

文
緑野小
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　 ②　 主要地方道府中清瀬線（ 第 15 号）【 小金井街道】

　 当該区間は、 用地取得について（ 財）新都市建設公社に委託し た路線であり 、 小金井市道（ 小金井3・ 5・ 5

号線）北大通り 線交差点以北玉川上水までの区間延長約800ｍで、 平成４ 年度現況測量に着手し た。 平成

12年度末、 当事務所が取得用地の引継ぎを 受け、 平成13年度に電線共同溝工事に着手し 、 平成17年度ま

でに小金井橋の架替工事と 取付け区間を除く 延長約645ｍの整備が完了し た。

　 玉川上水に架かる小金井橋はレ ン ガによるアーチ橋で昭和の初期のも のと さ れ、 今回の拡幅整備計画を

知っ た地元住民団体及び地元市から も 架替にあたり 、「 東京都歴史環境保全地域」 に指定さ れた玉川上水を

横断する橋梁と し て歴史的文化的価値を十分認識し た上で、 景観や周辺環境に配慮し た整備の要望が出さ れ

ており 、平成12年度から 地元市をはじ め地元住民団体など、意見交換し ながら 整備内容について協議を進めた。

　 一方、 玉川上水は国の史跡と し て平成15年8 月27日に文部科学省から 指定を 受けている こ と から 、 平

成 18 年３ 月に、 現状変更等許可申請を 行い、 平成1 8 年５ 月19日に許可を 受け、 平成18年度から ２ ヵ 年

にわたる 架替工事を 実施し 、 橋梁及び取付け区間が完成し た。

　〔 用地〕

残事業２ ％について、 土地収用法に基づき ､ 平成 17 年度に用地取得を 終了し た。
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　 ③　 一般都道東大泉田無線（ 第 233 号）

　 本路線は、 西東京市を南北に通る 都道で交通量が多いが、 幅員 1.5 ｍの歩道が片側にある だけで、 歩行

者の通行が非常に危険な状態にある 。

　 西東京市泉町三丁目（ 主 36 号交差点） から 同市中町一丁目（ 一般都道 234 号交差点） の区間延長 1,000

ｍの中間部には西東京市役所保谷庁舎があり 、 利用する市民の安全確保のため市長から も 整備の促進につ

いて、 強い要望が出さ れている 箇所である 。

　 Ｉ 期・ Ⅱ期区間 750 ｍについては、 平成６ 年度に拡幅整備事業に着手し ており 、 市役所前約 300 ｍに

ついては、平成 11 年度に完成し 、平成 15 年度にⅠ期区間が完成し た。 Ⅱ期区間は、Ⅲ期側約 10 ｍを 除き 、

平成 18 年度に完成し た。

　 Ⅲ期については、 地元の要請を 受け平成 11 年度に用地測量を 行っ た。

　 平成 25 年度に、 東側 250 ｍの歩道舗装工事を 実施し 、 Ⅱ期区間が完成し た。

　 今年度は、 Ⅲ期区間の西側 40 ｍの歩道工事を 予定し ている 。

　〔 用地〕

　 Ⅰ・ Ⅱ期については平成６ 年度から 用地取得に着手、 Ⅲ期については、 平成 14 年度から 用地取得に着

手し ､ 平成 30 年度末の全区間の取得率は約 97％と なっ ている 。

　 今年度も 引続き 用地取得を 推進する 。

⑶　 街路整備事業

　 街路整備事業は、「 都市計画法」 に基づき 、 道路・ 橋梁を 都市計画事業の認可を 受けて行う 事業であり 、

当所では、 多摩地域に於ける主要幹線道路及び地域の街づく り に寄与する 道路を 重点的に整備し ている 。

　 特に当所においては、 多摩地域における主要幹線と し て多摩東西幹線（ 東京八王子線） 及び多摩南北幹線

（ 府中所沢線・ 調布保谷線） を 担当し ている。

供用開始区間又は交通開放区間

工事施工箇所

L＝160m
⑫

⑪ L＝280m

⑮ ⑫ ⑩ ⑨150m

⑯90m

⑱
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　 イ ） 多摩東西幹線【 東京八王子線】

　 東京八王子線は、 区部放射５ 号線（ 千代田区麹町一丁目から 杉並区久我山三丁目） のう ち、 杉並区下高

井戸五丁目（ 下高井戸陸橋） から 三鷹市牟礼一丁目（ 牟礼橋） までの延長約 3.5 ㎞を 含め多摩地区におけ

る 国道 20 号（ 甲州街道） のバイ パスと し て計画さ れている 。

　 延長は、 三鷹市・ 府中市・ 小金井市・ 国立市・ 日野市及び八王子市を 経由し て、 八王子南浅川町（ 首都

圏中央連絡自動車道南浅川イ ン タ ー） 間延長約 34.2 ㎞である。

　 当所の担当区間は、 都市計画区域三鷹・ 府中・ 小金井及び国立の一部、 延長約 14 .4 ㎞である 。

　 調布３・ ４・ 26 号線（ 三鷹通り ） 交差点から 、 小金井３・ ４・ ７ 号線（ 新小金井街道） 交差点間延長約 5.5

㎞は平成 10 年度以前に車道を ６ 車線で開放し ており 、 平成 11 年７ 月には三鷹３ ・ ５ ・ 15 号線（ むら さ

き 橋通り ） 交差点から 調布３ ・ ４ ・ 26 号線（ 三鷹通り ） 交差点間延長約 0.5 ㎞と 小金井３・ ４・ ７ 号線（ 新

小金井街道） 交差点から 府中３ ・ ３ ・ 8 号線交差点の区間 3.5 ㎞、 合計４ ㎞については車道を ４ 車線と し 、

三鷹３ ・ ５ ・ 15 号線（ むら さ き 橋通り ） 交差点以東 1.7 ㎞については、 下り 方向は車道２ 車線、 上り 方

向は下本宿通り に合流するこ と から 片側１ 車線で開放し 、 平成 14 年度には、 三鷹３・ ５・ 15 号線以東 0.8

㎞区間について、 上り 車線を ２ 車線化し 、 こ の区間を ４ 車線化し た。 平成 22 年度末において、 当所担当

区間延長約 14.4km のう ち 12.1km が完成し 、 84％の完成率と なっ ている 。

　 東側未整備区間のう ち 、 三鷹３ ・ ４ ・ 12 号線以東 500 ｍ区間は平成 12 年３ 月事業認可を 受け事業中

である 。 残り 区間については、 放射５ 号線と 一体と し て、「 総合環境アセスメ ン ト 」 試行事業箇所と し て、

東京都は平成 11 年 11 月に発表し 、「 環境配慮書」 の地元説明会を 平成 14 年７ 月に行い、 手続き を 進め

てき たが、 放射第５ 号線と 切り 離し 、 既定の都市計画幅員 30 ｍで平成 14 年度現況測量、 15 年度用地測

量を 実施し 、 平成 16 年５ 月に事業認可を 取得。 平成 26 年度よ り 本格的に街築工事に着手し 、 令和元年

６ 月8 日、 放射第５ 号線と と も に交通開放し た。

　 また、 西側残り 区間、 府中・ 国立地区の延長約1.3㎞は、 平成19年11月に都市計画変更素案の説明会を

開催し 、 平成21年10月に都市計画変更案及び環境影響評価書案の説明会を 開催、 平成22年12月に都市計

画幅員が変更（ 28ｍ→36ｍ） さ れ、 平成23年７ 月５ 日に事業認可を 取得、 平成27年11月にアセス手続

き である 着工届を 提出、 Ｊ Ｒ 南武線を 跨ぐ 橋梁工事に着工し た。

平成 31 年３ 月 31 日現在　

　 東京八王子線の整備事業

路　 線　 名 計画延長ｍ 完成延長ｍ 完成率％ 事業中延長 未着手延長 備　 　 考

三 鷹 ３ ・ ２ ・ ２ 6 ,570 5 ,570 85 1 ,000 0

府中３ ･２ ･２ -１ 1 ,470 1 ,470 100 0 0

小金井３ ・ ２ ・ ２ 1 ,810 1 ,810 100 0 0

府中３ ･２ ･２ -２ 4 ,320 3 ,290 76 1 ,030 0

国 立 ３ ・ ３ ・ ２ 270 － － 270 0

合　 　 　 計 14,440 12 ,140 84 2 ,300 0
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　 ①　 三鷹都市計画道路３ ・ ２ ・ ２ 号東京八王子線（ 主 14 号）【 東八道路】

　 三鷹地区の残り 区間延長約 1,000 ｍのう ち、 西側 500 ｍⅠ期区間については、 平成 10 年度現況測量、

平成 11 年度用地測量を 行い、 片側１ 車線及び停車帯の暫定整備と し て、 平成 12 年３ 月事業認可を 受け、

同年７ 月に用地説明会を 行い、 用地取得に着手し た。

　 平成 22 年度は、 新川交番前交差点から 西側Ⅰ期区間 200 ｍを 含む延長約 1.2 ㎞の４ 車線化工事と 、 西

側区間の街路築造工事を 実施し た。 なお、 西側Ⅰ期区間の車道部のう ち 300 ｍは、 東側Ⅱ期区間の整備

時期を 整合さ せる 等の理由から 暫定形で整備し ている 。

　 残る 東側 500 ｍⅡ期区間については、 隣接する 放射第５ 号線と 合わせ、 平成 12 年よ り 総合環境アセ

スメ ン ト 制度の試行を 進めてき た。

　 その結果、 沿道環境への影響を 配慮する と と も に、 隣接する区間の幅員を考慮し ､ 既定の都市計画幅員

30 ｍと し て整備するこ と と なっ た。

　 東側Ⅱ期区間については、 平成14年11月28日に事業説明会、 同年度に現況測量を 行い ､ 平成 15 年度

に用地測量を 実施し ､ 平成 16 年５ 月に事業認可を 受け ､ 同年６ 月に用地説明会を 行い ､ 用地取得を（ 財）

東京都道路整備保全公社に委託し 着手し た。 平成 19 年度から は、 当事務所で用地取得を 行っ ている。

　 平成 26 年 11 月 20 日に工事説明会を 行い、 平成 26 年度より 本格的に街路築造工事に着手し た。

　 令和元年６ 月8 日、 三建施工の放射第５ 号線と と も に交通開放し た。

　 引き 続き 、 電線類の地中化や歩道舗装等の工事を 進めていく 。

　〔 用地〕

平成 20 年度に用地取得を 終了し た。

  

 

 

  

㉙㉚ L=600ｍ 
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　 ②　 府中都市計画道路３ ・ ２ ・ ２ の２ 号及び国立都市計画道路３ ・ ３ ・ ２ 号東京八王子線

　 本区間の周辺が主に住宅地である こ と から 、 沿道環境に配慮し 、 みどり 豊かな植樹帯と 快適な歩行者空

間を 有する 10 ｍの環境施設帯を 車道の両側に配置する ため、 28 ～ 36 ｍの既定幅員を 36 ～ 41 ｍに変

更する 都市計画及び環境影響評価の手続き を 平成 19 年度から 行い、 平成 22 年 12 月に完了し た。

　 その後、 平成23年１ 月に事業概要説明会を 行い、 平成23年７ 月に事業認可を 取得し 、 アセス手続き で

ある着工届を 提出し 、 平成 27 年 12 月に工事着手し た。

　 また、 平成 28 年度よ り 、 地元住民と の環境施設帯の整備形態等に関する 検討会を 実施し 、 平成 29 年

度に整備計画（ 最終案） を 策定し た。

　 平成 30 年度にＪ Ｒ 南武線を 跨ぐ （ オーバーパス） 橋の下部工事、 桁製作工事が完了し た。 今年度は、

南側Ｊ Ｒ 南武線高架部では、 桁架設工事（ Ｊ Ｒ 委託） 及び擁壁設置工事を 進め、 北側（ 新府中所沢線側）

では、 排水管設置工事を 予定し ている 。

　〔 経緯〕

　 　 ・ 平成19年11月６ 日、 ７ 日　 　 都市計画変更素案説明会

　 　 ・ 平成21年10月13日、 14日　 　 都市計画変更案及び環境影響評価書案説明会

　 　 ・ 平成21年11月26日、 30日　 　 測量説明会

　 　 ・ 平成22年12月17日　 　 　 　 　 都市計画変更の告示

　 　 ・ 平成23年１ 月12日、 13日　 　 事業概要説明会及び用地測量説明会

　 　 ・ 平成23年７ 月５ 日　 　 　 　 　 事業認可取得

　 　 ・ 平成23年７ 月17日、 20日　 　 用地説明会

　 　 ・ 平成27年12月　 　 　 　 　 　 　 工事着手

　〔 用地〕

　 　 平成 23 年７ 月に事業認可を 取得し 、 平成 30 年度末の取得率は約 96％である 。

　 　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する 。

○②擁壁
㉚○擁壁

㉙㉚○Ａ ２ 橋台 ㉙㉚Ａ １ 橋台

㉚○桁架設
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　 ロ） 多摩南北幹線【 調布保谷線・ 府中清瀬線・ 府中所沢線】

　 多摩地域において整備の遅れている 南北方向の道路である 調布保谷線等、 都市の骨格を 形成する特に重

要な幹線道路について、 東京都では、 道路ネッ ト ワーク の早期形成に向けて重点的に整備を 進めており 、

当所では、 調布保谷線、 府中清瀬線、 府中所沢線を 所管し ている 。

　 調布保谷線の調布三鷹区間、 三鷹武蔵野区間、 西東京区間及び府中所沢線の東八道路から 多喜窪通り ま

で（ 平成12年４ 月に道路モノ レ ール建設事務所から 移管を 受けた路線）は、主に住宅地を 通る こ と から 、特

に沿道地域の状況に合っ た質の高い道路整備を目指し 、 ①均衡の取れた都市づく り に寄与する 。 ②交通の

円滑化を 図る 。 ③沿道環境の保全を 図る。 こ と を 基本にし て、 具体的には、 ①本線は４ 車線、 原則平面道

路と し 、 幅員36mと する 。 ②鉄道などは立体交差構造と し 、 中央分離帯を 一定区間連続さ せ交通の円滑化

を 図る。 ③沿道環境を 保全する ため、 歩道・ 植樹帯・ 副道で構成する 幅員10ｍの環境施設帯を 設置する

こ と と し 、 順次、 都市計画変更を 行っ た。

　 府中清瀬線は、 最後に残る 清水が丘地区と 是政橋の取付部等が事業中である 。

　 府中所沢線は、 当所管内は完成し ている 。
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　【 調布保谷線】

　 本路線は、 稲城市矢野口を 起点と し 、 稲城市・ 調布市・ 三鷹市・ 武蔵野市及び西東京市の埼王県境まで

の区間、 延長約 14.2 ㎞の南北幹線道路であり 、 う ち 当所管内は 13.5 ㎞である 。

　 こ のう ち 、 調布地区の多摩川原橋北詰から 旧甲州街道までの区間延長約 1.6 ㎞の区間については、 計画

幅員 25 ｍで、 平成２ 年３ 月から ３ 区間に分けて事業着手し 、 平成 15 年３ 月には、 踏切すいすい事業第

一号の「 調布鶴川陸橋」 の交通開放を 行っ た。 平成 24 年8 月に、 連続立体交差事業によ り 、 京王線が地

下化さ れたため、 こ の陸橋を 撤去し 、 平面道路と し て舗装工事を 実施し ている 。

　 武蔵野地区のう ち 、 武蔵野３ ・ ４ ・ ３ 号線（ 井ノ 頭通り ） と 武蔵野３ ・ ４ ・ 10 号線（ 五日市街道） の

区間延長 660 ｍ、 計画幅員 25 ｍについて、 昭和 62 年６ 月事業認可を 受け事業に着手、 平成 11 年５ 月

交通開放を行っ た。

　 ま た、 西東京地区のう ち 武蔵野３ ・ １ ・ 12 号線（ 千川上水） から 西東京３ ・ ３ ・ ３ 号線（ 青梅街道）

の区間延長約 370 ｍ、 計画幅員 25 ｍについて、 平成元年６ 月事業認可を 受け、 事業に着手、 平成 14 年

度完了し た。

　 道路モノ レ ール建設事務所から 引き 継いだ路線のう ち 、 調布・ 三鷹区間については、 平成 11 年６ 月8

日に事業認可を 受け事業に着手し 、 平成 21 年３ 月 29 日に約 2.0 ㎞区間を ４ 車線で交通開放し た。

　 三鷹・ 武蔵野区間については環境アセスメ ン ト の見解書の説明会を 平成 12 年２ 月に行い、 平成 12 年

10 月３ 日の都市計画変更後、 平成 14 年７ 月３ 日に事業認可を 受け、 平成 22 年度に工事着手し た。 平成

24 年度には、 全区間を 暫定２ 車線で交通開放し た。 さ ら に平成 27 年２ 月にＪ Ｒ 中央線付近から 北側南

区間の 800 ｍ、 こ れにつづく 300 ｍを 平成 28 年 10 月に４ 車線化を 実施し た。

　 西東京区間のう ち、西東京３・ ５・ ４ 号線（ 新青梅街道）から 埼玉県境までの区間延長約 3.1 ㎞については、

平成 12 年 11 月７ 日事業認可を 受け、 平成 21 年度に工事に着手し 、 残る 0.8 ㎞については、 都立東伏

見公園と の連携を 図り ながら 、平成 14 年１ 月 10 日に事業認可を 受け、平成 18 年度から 工事に着手し た。

　 平成 25 年４ 月 21 日に、 西東京３ ・ ３ ・ ３ 号線（ 青梅街道） から 一般都道 233 号までの約 1.9 ㎞区間

を ４ 車線で、 一般都道 233 号から 西東京３ ・ ４ ・ 11 号線までの約 0.1 ㎞を 暫定２ 車線で交通開放し た。

　 平成 27 年 3 月 19 日に、 西東京 3・ 4・ 11 号線から 西東京 3・ 4・ 13 号線までの西武池袋線立体部（ ア

ン ダーパス） を 含む約 0.9 ㎞区間を 4 車線で交通開放し た。

　 平成 27 年 8 月 2 日に、 続く 西東京 3・ 4・ 13 号線から 埼玉県境までの約 1.0 ㎞区間を 暫定 2 車で交通

開放を 行い、 調布保谷線全線での交通開放と なっ た。

平成 31 年 3 月 31 日現在　

　 調布保谷線の整備状況

路　 線　 名 計画延長ｍ 完成延長ｍ 完成率％ 事業中延長 未着手延長 備　 　 考

多　 摩３ ・ １ ・ ６ 740 740 100 .0 － 0 南東建施工

調　 布３ ・ ２ ・ ６ 4 ,680 4 ,680 100 .0 0 0 北南建施工

三　 鷹３ ・ ２ ・ ６ 2 ,830 510 18 .0 2 ,320 0

武蔵野３ ・ ３ ・ ６ 1 ,780 1 ,780 100 .0 0 0

西東京３ ・ ２ ・ ６ 4 ,270 3 ,320 77 .8 950 0

計 14,300 11 ,030 77 .1 3 ,270 0

（ 北南建分） 13,560 10 ,290 75 .9 3 ,270 0
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　 ③⎧ 調布都市計画道路３ ・ ２ ・ ６ 号線（ 調布保谷線）

　 　 ⎩ 三鷹都市計画道路３ ・ ２ ・ ６ 号線（ 調布保谷線）

　 当区間は、 中央自動車道から 東京八王子線交差点までの区間延長約 2,200 ｍで、 計画幅員 18 ｍを 変更

し 、 南北幹線道路と し て初めて計画幅員 36 ｍと する 路線であり 、 平成8 年１ 月都市計画変更案・ 環境影

響評価書案の説明会を 、 10 月に見解書の説明会を 実施し 、 平成９ 年４ 月、 府中３ ・ ３ ・ 8 号と 同時に都

市計画変更を 行っ た。

　 平成９ 年６ 月事業概要説明会を 実施、 平成 10 年２ 月測量説明会を 開催、 現況測量に着手し 、 同年６ 月

及び 10 月に地権者等に２ 回にわたる 個別相談会を 実施し 、 用地測量に着手し た。

　 地元住民団体と 事業化に向けて 20 数回の話合いを 行っ た後、 平成 11 年６ 月に事業認可を 受け事業に

着手し た。

　 平成 13 年度には、 環境施設帯を 整備する にあたり 、 住民参加型によ る 道づく り に取り 組むため、 広く

公募を かけて調布市及び三鷹市の市民を対象と し た協議会を 8 月よ り 始めた。

　 こ の協議会は、 基本的に環境施設帯の整備についてワーク ショ ッ プの手法を 用いて住民のさ まざまな意

見を 集約し ていく 方法で進めてき た。平成13年度は全７ 回の協議会を 開催し 、 環境施設帯のモデル整備案

の検討や全体ゾーニン グ案を 作成し ､ モデル整備案に基づき 、 現場にモデル施設を 整備し た。

　 平成 14 年度は引き 続き 協議会を ３ 回開催し 、 計 10 回の協議会を 行い ､ モデル施設の検証や残っ た課

題等々についての協議を 行い、 合意形成を 図っ た。

　 工事は平成 15 年度から 着手し 、 平成 19 年３ 月 30 日には、 神代植物公園北交差点から 都立調布北高

校までの約 870m 区間が、 36m 全幅で完成し 、 平成 21 年３ 月 29 日には、 約 2.0 ㎞区間の完成記念式典

を 開催し 、 ４ 車線で交通開放し た。 東八道路側一部区間の工事が平成 28 年度に完成し 、 平成 28 年8 月

25 日にアセス手続き である工事完了届を 提出し た。

〔 用地〕

　 平成 11 年度から 用地取得に着手し 、 平成 23 年度に用地取得を 終了し た。

　 ④⎧ 三鷹都市計画道路３ ・ ２ ・ ６ 号線（ 調布保谷線）　

　 　 ⎩ 武蔵野都市計画道路３ ・ ３ ・ ６ 号線（ 調布保谷線）　

　 当路線は、 東京八王子線から Ｊ Ｒ 中央線の連続立体交差事業箇所を 越え、 武蔵野３ ・ ４ ・ ３ 号線（ 井ノ

頭通り ） までの区間延長約 3,100 ｍ、 当初の都市計画幅員は 25 ｍの路線である 。
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　 平成７ 年７ 月に三鷹・ 武蔵野両市に整備方針と 整備概念図を 説明し 同意を 得て、 計画幅員 36 ｍと し て、

平成 10 年２ 月に変更素案の説明会を 行い、 平成 11 年５ 月都市計画変更案及び環境影響評価書案の説明

会を 、 平成 12 年２ 月には見解書の説明会を 実施し 、 平成 12 年 10 月に計画幅員 25 ｍから 36 ｍの都市

計画変更を行っ た。

　 平成 12 年 10 月に測量説明会を 開催、 同年 11 月～ 12 月に個別相談会を 行う と と も に現況測量を 実施

し 、 平成 13 年度においても 個別相談会を実施する と と も に用地測量を完了し た。

　 平成 21 年度から 22 年度にかけて、 沿道地権者を 対象と し た協議会を 開催する と と も に、 三鷹、 武蔵

野市と 連携し て広く 市民に事業の広報を 行っ た。 また平成 20 年度から 22 年度にかけて、 用地取得箇所

で環境施設帯のモデル整備を 実施し た。

　 さ ら に平成 21 年５ 月には、 文化庁玉川上水横断部の現状変更許可申請を 行い、 同年 6 月に許可を 受け、

架橋工事に着手し 、 平成 22 年度末に完了し た。

　 平成 24 年度は、 連雀通り から 新道北通り まで、 一方通行区間 0.5 ㎞、 武蔵野３ ・ ４ ・ ７ 号線から 井の

頭通り までの新設区間 0.6 ㎞を 含め、 全区間を 暫定２ 車線で交通開放し 、 事業効果の早期発現を 図っ た。

　 平成 26 年度は、 Ｊ Ｒ 中央線付近から 北側 800 ｍ区間について、 平成 27 年２ 月に４ 車線化を 実施し た。

　 Ｊ Ｒ 中央線付近から 南側 300 ｍ区間について平成 27 年度から 引き 続き 工事を 行い、 平成 28 年 10 月

に四車線化を 実施し た。

　 平成 29 ～ 30 年度に、 連雀通り と 交差する 塚交差点部の工事を 行い、 平成 30 年度よ り 東へ道路交差

点付近の工事を 進め、 令和元年度には、 三鷹・ 武蔵野区間の四車線化を 実施する 。

〔 用地〕

　 平成 14 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 99％である 。

　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。 　
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　 ⑤　 西東京都市計画道路３ ・ ２ ・ ６ 号線（ 調布保谷線）

　 当区間は、 西東京３ ・ ３ ・ ３ 号（ 青梅街道） から 埼玉県境（ 主 24 号） に至る 延長約 3,900 ｍで、 当初

の都市計画幅員は 20 ｍである 。

　 調布保谷線のう ち、 北多摩地区の北部に位置し 、 地元西東京市から も 早期整備が強く 要望さ れ、 地元関

係地権者から も 早期買収要望が多数出さ れていた。

　 平成９ 年７ 月に、 計画幅員 36 ｍの都市計画素案の説明会を 、 平成 10 年１ 月、 都市計画変更案及び環

境影響評価書案の説明会を 、 ９ 月に見解書の説明会を 実施し 、 平成 11 年２ 月に都市計画変更を 行っ た。

　 同年５ 月に測量説明会を 開催、 現況測量に着手する と 共に、 地権者等に対する 個別相談会を ７ 月及び

11 月に行い、 権利者の疑問・ 要望等に応える こ と で事業の促進を 図っ た。

　 用地測量については、 ①一般都道 233 号から 埼玉県境（ 主 24 号） までの延長約 2,100 ｍの区間は平

成 11 年度、 ②西東京３ ・ ５ ・ ４ 号線から 一般都道 233 号まで約 1,000 ｍの区間は平成 12 年度早期、 ③

西東京３ ・ ３ ・ ３ 号線（ 青梅街道） から 西東京３ ・ ５ ・ ４ 号線（ 新青梅街道） ま で約 800m の区間は、

平成 12 年度後期の、 三期三区間に分割し て実施し た。

　 平成 15 年 11 月に環境施設帯検討協議会を 設置し 、 平成 15 年度は３ 回、 平成 16 年度は２ 回、 計５ 回

の協議を 開催し たが、 道路計画反対、 アセスの見直し についての意見・ 質問が一部の参加者から 繰り 返し

出さ れ、 環境施設帯の整備についての検討が進まず、 平成 16 年 10 月に中断し た。 本路線の整備促進を

図る ため、 平成 23 年度及び 24 年度に沿道住民へのアン ケート 調査を 実施し 、 環境施設帯等の整備形態

を 決定し た。

　 平成17年度から は、 東伏見・ 富士町地区及び下保谷地区で仮歩道付の工事用搬入路を 設置し 、 平成19

年度までに ､ 残り の地区において仮歩道及び工事用搬入路を 設置し た。 また、 平成18年度から 、 石神井

川に架かる橋梁工事を 進める と と も に、 西武新宿線と の交差部及び東伏見公園区間のト ン ネル工事を 実施

し た。 平成 21 年度に、 排水管の設置工事及び西武池袋線と の交差部の工事に着手し た。

　 西東京３ ･ ３ ･ ３ 号線から 西東京３ ･ ４ ･11 号線までの約 2,000 ｍの区間については、 平成 23 年度に

街路築造工事及び電線共同溝設置工事に着手し 、 平成 25 年４ 月 21 日に交通開放し た。

　 また、平成26年度に西東京３ ･ ４ ･11号線から 西東京３ ･ ４ ･13号線までの950ｍ区間の交通開放を 行い、

続く 西東京 3･4･13 号線から 都県境の都道 24 号線までの約 950m 区間を 平成 27 年度に交通開放を 行っ

た。 こ れによ り 調布保谷線全線の交通開放と なっ た。 今年度は引き 続き 街路築造工事を 行う 予定であり 、

四車線化を推進する。

〔 用地〕

　 平成 12 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 99％と なっ ている 。

　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。 　
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　【 府中清瀬線】

　 本路線は、 府中・ 小金井・ 小平・ 東久留米・ 清頼から 埼玉県新座市に接続する 路線で、 多摩南北幹線５

路線の一つである 。

　 こ のう ち当所が所管する区間は、 府中市から 小金井市に至る、 是政橋から 京王電鉄・ Ｊ Ｒ 中央線を 越え

玉川上水に架かる 茜屋橋までの区間延長約 6,910 ｍであり 、 標準幅員は東京八王子線以南が 18 ｍ、 以北

が 20 ｍである 。

　 管内の事業中箇所は、 是政橋の橋梁整備区間 620 ｍと 清水ヶ 丘区間 550 ｍの合計 1,170 ｍである 。

　 ⑥　 府中都市計画道路３ ・ ４ ・ ７ 号線（ 一般都道 248 号）【 是政・ 清水ヶ 丘】

　【 是政区間】

　 当該区間のう ち 、 亀里橋以北東の延長約 225 ｍについては、 平成７ 年９ 月に事業認可を 受けて街路

事業に着手し 、 平成 18 年度に事業が完了し た。

　 また、 是政から 清水ヶ 丘の区間 900 ｍについては、 府中市が「 道路整備特別交付金制度」 によ り 平

成２ 年度に事業に着手し 、 平成 10 年度に整備が完了し た。

　 　〔 用地〕

　 平成７ 年度から 用地取得に着手し 、 平成 17 年度に用地取得を 完了し た。

　【 清水ヶ 丘区間】

　 当該区間は、 昭和 48 年１ 月流域下水道北多摩幹線第１ 号関連事業と し て事業認可を 受け、 すでに用

地取得の済んだ区間延長 320 ｍと 一体と し て京王線アン ダー部及び崖部分を 整備する ため、 本路線最

後の未着手区間であっ た、 延長約 550 ｍ、 計画幅員 22 ｍを 平成 18 年 10 月事業認可を 受け街路事業

に着手し た。

　 京王線交差部については、 平成 16 年度から 、 直上の京王電鉄の軌道、 直下の下水道本管への影響を

極力少なく する ため、 下水道局、 京王電鉄㈱と 緊密な連携を 図り 、 道路構造物と 下水道本管防護の一体

的な施工方法の検討を 進めた。 平成 21 年度から 京王電鉄と 施行協定を 締結し て、 京王線直下部の工事

に着手し た。 また、 交差部のアプロ ーチ部は、 北側が平成 23 年３ 月、 南側が平成 23 年９ 月に工事着

手し た。

　 事業区間南側の府中崖線部は、 平成１ 8 年度から ト ン ネル工事に着手し た。

　 崖線部のし みず下ト ン ネル、 京王線交差部の清水が丘立体が完成し 、 平成 25 年３ 月 24 日に、 本線

を 交通開放し た。

　 平成 25 年度から 、 側道部の街路築造工事及び電線共同溝工事を 進めており 、 今年度も 引き 続き 、 し

みず下通り から 北側側道部の街築工事及び電線共同溝工事を 予定し ている。

　〔 用地〕

　 平成 10 年度から 用地取得に着手し 、 平成 15 年度末に用地取得を 完了し たが、 平成 20 年度から 市

道と の交差点処理のため増買収を 開始し 、 平成 24 年度に用地取得は完了し た。
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　【 府中所沢線】

　 本路線は、 関戸橋を 起点と し て、 府中市・ 国分寺市・ 小平市及び東村山市を 経て埼玉県境に至る延長約

13.6 ㎞の南北幹線道路であり 、 当所管内は、 関戸橋から 国分寺３ ・ ４ ・ ３ 号線（ 多喜窪通り ） までの 4.4

㎞である 。

　 国道 20 号（ 甲州街道） から 東八道路までは、 平成 11 年７ 月に東八道路と 一体的に開放し た。

　 東八道路から 多喜窪通り 間は、 多摩地域で初めて環境施設帯を 設けた道路と し て、 平成 17 年４ 月 23

日に交通開放し 、 北南管内は 100％完成し た。

　 ま た、 平成 30 年度に環境影響評価条例に基づく 工事の完了後の事後調査報告書（ その２ ） を 提出し 、

全てのアセス条例手続き を 完了し た。

Ｗ＝22.0ｍ

是
政
交
番
×

し
み
ず
下
通
り

供用開始区間又は交通開放区間



－ 38 －

　 ハ） 一般の街路整備

　 ⑦　 武蔵野都市計画道路３ ・ ４ ・ 24 号線（ 一般都道 123 号）

　 本路線は、 武蔵野市西部を 南北に横断する 幹線道路で、 都が施行する 連続立体交差事業と 合わせて本路

線を 拡幅整備する こ と により 、 南北方向の相互交通を 可能にする と と も に、 歩行者の安全を 確保する 。

　 区間は、 アジア大学通り （ 武蔵野３ ・ ４ ・ ７ ） から Ｊ Ｒ 中央線、 西武多摩川線を 越え、 連雀通り までの

延長約 1,100 ｍで、 アジア大学通り から 武蔵野３ ・ ４ ・ ２ 号線のⅠ期区間延長約 480 ｍについては、 鉄

道交差部が踏切で、 北側への一方通行であり 渋滞が発生する 箇所であっ た。

　 平成 13 年 12 月に事業説明会と 現況測量、 平成 14 年度用地測量を 行い平成 15 年３ 月に事業認可を 受

け ､ 平成 15 年度から 事業に着手し た。

　 平成 25 年２ 月 22 日に、 北行一方通行を解消し ２ 車線相互通行化し た。

　 残り 武蔵野３ ・ ４ ・ ２ 号線から 連雀通り の延長約 630 ｍについては、 平成 15 年３ 月に事業説明、 平

成 15 年５ 月に測量に着手、 平成 18 年 11 月に道路区域の変更告示を 行い、 事業に着手し た。

　 今年度は、 Ⅱ期区間の街路築造工事を予定し ている 。

〔 用地〕

　 Ⅰ期区間は、 平成 15 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 95％であり 、 Ⅱ期区間

は、 平成 18 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 62％と なっ ている 。

　 今年度も 引続き 用地取得を 推進する 。

ঢ߄  ・  

Ⴒ
ଭ
・
ⅴ

ޏ  ࿒ධ ಢ・ ・

ঢ २ వ

・ ܢ ・ ˨ ・ ķĴı ̉

˨ ・ ĲĹĶ ̉

˨ ・ Ĳı ı ̉

ධޏ  ・

࿒অ ಢ

͙͜ ५̲
・  

ഛ
・
ర
・
ⅴ

◌໌
・
₊
・
₊
・

ఉ
◌ླྀ
・
・

ಎ
 
・

ঢޏ  ௬◌໌  

ԅ ȁ  Ɂ ̉ ıܢ ˨  Ĺ ĵ

Ɂ Ķ ̉˨ Ĳĺ

Ɂ ı ̉˨ ĳ Ĺ
Ɂ ı ̉˨ ĲĲ

ı ̉˨ ľĲķ
ı ̉˨ ľĳ ı

Ķ ̉˨ ľĺ

ı ̉˨ ľĶ

େ◌ୗ
◌໌

℉
ℑ

ޏ  ࿒ඵ ಢ

˪

ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ◌ྀྲ ႕

ރ   ྌ ༶ ߊ ဥߊ  ই ・ ・   

মঔࢥ ਫ਼・  

 � ࿂౯  ・

༜ ༜ൽ ൽȁ৬ ൽ

ĴįĶı ĴįĶıĺ įı ı

◌໌
・
₊
・
₊
・

・ ĳĲ

ĳĳ

ĳ Ĵ

ĳ Ķ

ĳĶ

ĳ ĸ ĳ Ĺ

ĳ Ķ

�

ĳ ĵ

ĳ Ĵ

㉚ L=22m
㉖ L=60m

㉚ L=18m



－ 39 －

　 ⑧ 府中３ ・ ４ ・ ５ 号線（ 新奥多摩街道線）

　 　 国立３ ・ ４ ・ ５ 号線（ 国立青梅線）

　 本路線は、 多摩地域における 東西ネッ ト ワーク を 形成する 主要幹線道路である 。

　 事業区間は、 東京八王子線（ 府中３ ・ ２ ・ ２ の２ 号線） に接続する 府中市西原町三丁目から 国立市道・

さ く ら 通り （ 国立市富士見台一丁目） までの延長約 360 ｍである。

　 本区間の整備により 、 生活道路に進入する 通過交通の排除によ る 地域の安全性向上や、 災害時の避難路

確保及び延焼防止等防災面の向上が期待さ れる。

　 平成 24 年７ 月に事業説明会を 行い、 平成 24 年度に現況測量及び用地測量を 実施し 、 平成 25 年７ 月

３ 日事業認可を 取得し 、 事業に着手し た。

　 今年度、 さ く ら 通り ～市境付近までの排水管工事を 予定し ている 。

　 また、 歩行者・ 自転車の安全な通行を確保する ため、 事業区間内の用地を利用し 、 歩道の暫定的な整備

を 行う 。

　〔 用地〕

　 　 平成 25 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は 68％である。

　 　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。

（ 府中３ ・ ４ ・ ５ ）  
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　 ⑨　 小金井都市計画道路３ ・ ４ ・ ３ 号線（ 一般都道 134 号、 連雀通り ）

　 当事業は、 Ｊ Ｒ 中央線の南側に位置し 、 新旧小金井街道を 連絡する路線である 。

　 沿道には、 小金井警察署・ 都立小金井工業高校・ 及び小金井市役所等があり 、 主要なバス路線でも ある

交通需要の高い区間である。

　 小金井街道と の交差点部延長 255 ｍは、 すいすいプ ラ ン 100 の交差点改良事業と し て整備済である 。

以西 520 ｍについて、 計画幅員 16 ｍで平成９ 年３ 月事業認可を 受け拡幅整備事業を 行っ ている 。

　 平成 15 年度に工事に着手し 、 街路築造工事と 電線共同溝工事を 実施し てき た。

　 平成 22 年度は、 事業区間延長 520m で一部箇所を除き 歩道舗装工事を 実施し た。

　 平成 27 年度に未買収地の一部区間を のぞき 、 管理部間への引き 継ぎが完了し た。

　〔 用地〕

　 　 平成９ 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 99％と なっ ている 。

　 　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。
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　 ⑩　 小金井都市計画道路３ ・ ４ ・ 11 号線（ 一般都道 247 号）

　 当路線のう ち 、 小金井３・ ４・ １ 号線（ 連雀通り ） から Ｊ Ｒ 中央線東小金井駅西側を 越え、 小金井３・ １・

６ 号線（ 玉川上水、 関野橋） 延長 2,000 ｍ、 計画幅員 18 ｍの区間について事業を 計画し た。

　 連雀通り から Ｊ Ｒ 中央線南側の延長 800 ｍについては、「 道路整備特別交付金制度」 に基づき 小金井市

が平成２ 年に事業に着手し 、 平成 10 年２ 月供用開始を 行っ ており 、 残り 1,200 ｍのう ち 、 小金井３・ ５・

５ 号線（ 小金井市道北大通り ） から 玉川上水関野橋の区間延長 820 ｍについては、 昭和 60 年 12 月事業

認可を 受け事業着手、 平成 14 年度は、 北大通り 側 235 ｍと 関野橋側 15 ｍを 効果満点道路事業に位置づ

け工事を 実施し 、 事業を 完了さ せた。

　 Ｊ Ｒ 中央線～小金井市道北大通り の区間 420 ｍについては、 Ｊ Ｒ 中央線連続立体交差事業の関連工事

と し 、 地元商店街を はじ め小金井市長から も 整備促進について要望が出さ れている こ と から 、 平成 16 年

11 月 29 日に事業説明会を 行い ､ 現況測量に着手、 平成 17 年度に用地測量を 実施し 、 平成 18 年９ 月

27 日に事業認可を 取得し た。

　 平成 24 年４ 月９ 日には JR 中央線前後の南行一方通行区間について、 ２ 車線相互通行化し た。

　 今年度は、 用地取得状況によ り 西側 130 ｍ区間について街路築造工事を 予定し ている 。

〔 用地〕

　 平成 18 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 75％と なっ ている 。
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　 ⑪　 小金井都市計画道路３ ・ ４ ・ 13 号線（ 主 15 号、 小金井街道）

　 当事業は、 Ｊ Ｒ 中央線武蔵小金井駅北口広場から 小金井３ ・ ５ ・ ５ 号線（ 小金井市道北大通り ） までの

区間延長 400 ｍ、 計画幅員 16 ｍで平成 10 年７ 月事業認可を 受け拡幅整備事業を行っ ている 。

　 武蔵小金井駅前北側 60 ｍは効果満点道路事業に位置づけ、 平成 15 年度に右折ポケッ ト を 整備し 、 平

成 18 年度は、 北側・ 延長 160 ｍの街築及び電線共同溝を 整備し た。

　 平成 19 年度～ 20 年度は、 北側の延長 190 ｍと 武蔵小金井駅側の 80 ｍで街路築造工事と 電線共同溝

工事を 実施し た。

　 平成 21 年度は、 北側の延長 190 ｍと 武蔵小金井駅側の 40 ｍで歩道舗装工事を実施し た。

〔 用地〕

　 平成 10 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 97％と なっ ている 。

　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。
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　 ⑫　 調布都市計画道路３ ・ ４ ・ 11 号線（ 佐須街道）

　 　 本路線は、 調布 3・ 4・ 26 号線（ 三鷹通り ） から 調布 3・ 2・ 6 号線（ 武蔵境通り ） の調布市道（ 佐須街道）

延長 950m を 計画幅員 16m に拡幅する も ので、 調布保谷線の整備によ り 増加する 交通量の受け皿と なる

道路と し て調布保谷線と 一体的に整備する も のである 。 また、「 東京都防災都市づく り 推進計画」 におい

て延焼遮断帯に位置付けら れており 、 避難や救援、 救護などの防災活動空間と し ての機能強化が図れる 。

　 　 当該区間は、 平成 16 年 7 月に事業説明会を 行い、 現況測量に着手し 、 引き 続き 用地測量を 平成 17 年

度に測量区間を 野川に架かる 又住橋の以西と 以東に分け、 用地測量説明会と 個別相談会を 行い実施し 、 平

成 18 年 11 月 24 日に事業認可を 取得し た。

　 　 平成 28 年度よ り 、 中央自動車道付近から 東側区間の排水管設置工事を 実施し ている 。

　 　 今年度も 引き 続き 、 排水管設置工事を行う 予定である。

〔 用地〕

　 平成 18 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 82％と なっ ている 。

　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。
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　 ⑬　 調布都市計画道路３ ・ ４ ・ 17 号線（ 一般都道 114 号）

　 本路線は、 多摩水道橋取付部（ 狛江市元和泉三丁目） から 三鷹市境（ 調布市緑ヶ 丘二丁目） の区間延長

約 5,070 ｍ、 計画幅員 16 ｍであり 、 外かく 環状線交差付近延長 680 ｍを残し 、 事業を 行っ ている 。

　【 Ｉ 期区間】

　 本区間は、 甲州街道（ 調布市仙川一丁目） 交差点から 一般都道 118 号（ 調布市仙川三丁目） 交差点

までの区間延長 530 ｍで、 平成４ 年７ 月事業認可を 受け、 新設整備事業を 実施し た。

　 京王線跨線部については、 京王電鉄㈱と 平成8 年 10 月基本協定を 結び事業に着手し 、 平成 12 年度

に完了（ 委託事業： おら ほ橋） し た。

　 なお、 京王線南側の一部、 延長 160 ｍの区間については、 平成９ 年度に完成し 、 おら ほ橋南側 100

ｍ区間と 国道 20 号と の接続部 20 ｍは、 平成 14 年度工事によ り 完成し ている。

　 平成 17 年度に、 残る 167 ｍの区間の街築工事を 施行し 、 平成 19 年度に歩道工事を 実施し て、 事業

を 完了し た。

　 　〔 用地〕

　 　 　 平成５ 年度から 用地取得に着手し 、 平成 17 年度末に用地取得を 完了し た。

　【 Ⅱ期区間】

　 本区間は、 一般都道 118 号（ 調布市仙川三丁目） 交差点から 調布３ ・ ４ ・ 10 号線（ 調布市若葉町）

交差点付近の延長 645 ｍについて、 平成９ 年 11 月事業認可を 受け新設整備事業を 行っ ている 。

　 北側 300 ｍ区間については、 平成 14 年度に交通開放し 、 調布３ ・ ４ ・ 10 号線までの南側約 300 ｍ

区間については、 平成 29 年 5 月 21 日に交通開放し た。

　 　〔 用地〕

　 　 　 平成 10 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 96％と なっ ている 。
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　【 Ⅲ期区間】

　 本区間は、 調布３ ・ ４ ・ ３ 号線（ 多摩水道橋取り 付け部、 狛江市元泉三丁目） から 調布３ ・ ４ ・ ４ 号

線（ 狛江市元泉三丁目） 交差点付近までの延長 650 ｍで、 昭和 37 年 12 月都市計画決定さ れた、 和泉

多摩川緑地（ 面積 20.3 へク タ ール） の中に計画さ れている。

　 長期間にわたり 地元反対グループと の協議が行われ、 地元狛江市の協力を 得て、 計画幅員 16 ｍの幅

員構成についても 車道７ ｍ、 歩道各 4.5 ｍで妥結、 平成8 年３ 月事業説明会を 行っ た。

　 測量調査については、 財団法人東京都新都市建設公社に委託し て行い、 平成8 年度現況測量、 平成９

年度用地測量を 実施し た。

　 平成 10 年９ 月用地説明会を 行い、 平成 12 年１ 月事業認可を 受けた。

　 平成 19 年度から 、 調布３ ・ ４ ・ ４ 号線から 南側・ 延長 130 ｍの街築及び擁壁設置の工事に着手し た。

　 平成 24 年 12 月１ 日に、 一部区間を暫定整備と し て、 650 ｍ全線を交通開放し た。

　 今年度は、一部未整備と なっ ていた 140m 区間の街路築造工事及び電線共同溝工事が完了。 引き 続き 、

歩道本舗装工事を 行う 予定である 。

　 　〔 用地〕

　 　 　 平成 10 年度から 用地取得に着手し 、 平成 29 年度末に用地取得を 完了し た。
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　【 Ⅳ期区間】

　 本区間は、 調布３ ・ ４ ・ 18 号線（ 狛江市和泉本町三丁目） 松原交差点から 調布３ ・ ４ ・ ９ 号（ 調布

市西つつじ ヶ 丘四丁目） 交差点までの延長 1,470 ｍで、『 多摩地域に於ける 道路事業用地の（ 財） 新都

市建設公社委託』 の事業と し て平成３ 年度委託測量調査を 行い、 平成 11 年度及び 12 年度取得済区間

の一部について、 引継ぎを う け工事に着手し ている 路線である 。

　 平成 16 年度までに、 野川大橋の架替工事を 残し 街築工事を 完成し ている。

　 平成 19 年度は、 野川大橋架替工事のう ち 平成 18 年度よ り 施工中の上流側下部工事と 、 けた製作架

設及び上部仕上げ工事を 実施し た。

　 平成 20 年度から 平成 22 年度にかけて、 下流側下部工事と けた製作架設工事を 実施し た。

　 平成 24 年度に橋梁及び取付区間の街路築造が完成し 、 事業が完了し た。

　 　〔 用地〕

　 　 　 平成５ 年度から 用地取得に着手し 、 平成 19 年度に用地取得を 完了し た。
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　 ⑭ 調布都市計画道路３ ・ ４ ・ 17 号線

　 　 三鷹都市計画道路３ ・ ４ ・ 11 号線

　 本路線は、 甲州街道（ 狛江市元和泉三丁目） から 東京外かく 環状道路（ 三鷹市仙川町三丁目） に至る 区

間延長 1,060m、 計画幅員 16m ～ 16.5m の都市計画道路であり 、 多摩地域における 南北方向の道路ネッ

ト ワーク が強化さ れる と と も に、 東京外かく 環状道路へのアク セス強化が図ら れる路線である 。

　 平成 25 年 2 月に事業概要及び測量説明会を 開催し て、 平成 25･26 年度に用地測量を 実施し 、 平成 28

年 2 月事業認可を 取得し 、 事業に着手し た。

　〔 用地〕

　 　 平成 28 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約５ ％である。

●調布３・４・１７他１ 
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　 ⑮　 調布都市計画道路３ ・ ４ ・ 18 号線

　 本路線は、 甲州街道（ 狛江市緒方二丁目） から 神代植物公園通り （ 調布市深大寺東町三丁目） に至る 区

間延長約 1,580m、 計画幅員 16m の都市計画道路であり 、 多摩地域における 南北方向の道路ネッ ト ワー

ク が強化さ れる と と も に、 東京外かく 環状道路へのアク セス強化が図ら れる路線である 。

　【 Ⅰ期区間】

　 本区間は、 甲州街道（ 狛江市緒方二丁目） から 調布３ ・ ４ ・ 11 号線（ 調布市深大寺東町四丁目） 交

差点部までの区間延長約 840 ｍで、 平成 25 年 10 月に事業概要及び測量説明会を 開催し て、 平成 26・

27 年度に用地測量を 実施し 、 平成 28 年２ 月事業認可を 取得し 、 事業に着手し た。

　〔 用地〕

　 　 　 平成 28 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は 16％と なっ ている 。

 
 
 
●調布３・４・１８ 
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　【 Ⅱ期区間】

　 本区間は、 調布３ ・ ４ ・ 11 号線（ 調布市深大寺東町四丁目） 交差点から 神代植物公園通り （ 調布市

深大寺東町三丁目） 交差点部までの区間延長約 740 ｍで、 平成 25 年 10 月に事業概要及び測量説明会

を 開催し て、平成 26・ 27 年度に用地測量を 実施し 、平成 28 年 12 月事業認可を取得し 、事業に着手し た。

　〔 用地〕

　 　 　 平成 29 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は１ ％と なっ ている。



－ 50 －

　 ⑯　 西東京都市計画道路３ ・ ３ ・ 14 号線

　 本路線は、区部の放射第 7 号線の延伸部であり 、多摩北部地域（ 西東京市、東久留米市、清瀬市） を 経て、

埼玉県所沢市に至る骨格幹線道路である。

　 本路線のう ち 、 放射第 7 号線は第四建設事務所において事業中、 東久留米市及び清瀬市内は北多摩北

部建設事務所において、 埼玉県内は県において、 それぞれ事業中及び一部事業準備中と なっ ている。

　 当所では、 管内である 西東京市内において、 西東京３ ・ ２ ・ ６ 号線（ 調布保谷線） を 中心に東側放射第

7 号線までを Ⅰ期、 西側埼玉県境までを Ⅱ期と し 、 段階的に整備を 進めている。

　【 Ⅰ期区間】

　 Ⅰ期区間は、 練馬区境から 調布保谷線ま での延長約 570 ｍ、 計画幅員 25 ｍであり 、 本路線の整備に

ついては、 周辺地域の開発状況を 勘案し 、 当面片側１ 車線＋停車帯と し て整備するこ と と し た。

　 平成 11 年 11 月事業説明会を 行い現況測量に着手し 、 平成 12 年度用地測量を 実施し て、 平成 15 年１

月 10 日事業認可を 取得し た。

　 平成 22 年度に、 練馬区境から 約 400 ｍ区間の排水管設置工事を 実施し 、 23 年度は同区間の電線共同

溝工事を 実施し た。 平成 24 年度は、 残る西側 170 ｍ区間の排水管及び電線共同溝工事を 実施し た。

　 平成 25 年度は、 西側 290m 区間の街築工事を 実施し 、 平成 27 年度に残る 街築工事及び車道舗装工事

を 完了し 、 交通開放を 行っ た。 平成 29 年度に東側交差点部の暫定整備を 実施し 、 事業を 完了し た。

　 なお、 区境の東側交差点については、 接続する 放射第 7 号線の工事で整備する 。

　〔 用地〕

　 　 平成 14 年度から 用地取得に着手し 、 平成 24 年度に用地取得を 完了し た。

 
 
 

 
  
 
 

（ Ⅰ期） L=570ｍ （ Ⅱ期） L=445ｍ 

埼玉県 

西東京市
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　【 Ⅱ期区間】

　 本区間は、 調布保谷線から 埼玉県境に至る 延長約 445 ｍ、 幅員 18 ｍであり 、 接続する 埼玉県施行の

新座３ ・ ４ ・ 10 号線と 整合を 図り 、 一体的に事業を 推進する 。

　 平成 28 年 6 月に事業説明会を 行い現況測量に着手し 、 平成 29 年度に用地測量を 実施し 、 平成 30 年

3 月 22 日に事業認可を 取得し 、 事業に着手し た。

　〔 用地〕

　 　 平成 30 年度から 用地取得に着手し ている 。

　 ⑰　 西東京３ ・ ４ ・ ９ 号線（ 保谷東村山線）

　 本路線は、 西東京３ ・ ４ ・ 16 号線（ 西東京市中町四丁目） から 、 調布保谷線と 交差し 、 東久留米市境

（ 西東京市北原町二丁目） に至る延長約 3.4km の都市計画道路であり 、北多摩北部建設事務所管内に入り 、

東村山３ ・ ４ ・ 11 号線と し て埼玉県境まで続く 地域幹線道路である 。

　 本路線の整備により 、 調布保谷線と 接続する新たなネッ ト ワーク が形成さ れ、 所沢街道の交通の円滑化

や北原交差点の渋滞緩和が図ら れる と と も に、 広域避難場所（ 東大生態調和農学機構（ 旧農場）・ 田無演

習林等） へのアク セス性等、 地域の防災性が向上する 。

　 【 Ⅰ期区間】

　 本区間は、西東京３・ ４・ 20 号線（ 西東京市北原町二丁目） から 東久留米市境までの延長 1,380 ｍである。

　 平成 21 年２ 月に事業概要説明会を 行い、 平成 20 年度に現況測量、 平成 21 年度に用地測量を 実施し 、

平成 23 年９ 月 28 日に事業認可を 受けた。

　 平成 27 年度から 排水施設工事を 実施し ている。

　 今年度は、 西東京３ ・ ４ ・ 20 号線から 所沢街道までの 620 ｍ区間及び東久留米市境から 東側 280 ｍ

区間について、 街路築造工事及び電線共同溝設置工事を 予定し ている。

　〔 用地〕

　 　 平成 23 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 84％である 。

　 　 今年度も 引続き 用地取得を 推進する 。

（ 西東京３ ・ ４ ・ ９ ）  
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　 【 Ⅱ期区間】

　 本路線は、西東京３・ ２・ ６ 号線（ 西東京市中町六丁目） から 西東京３・ ４・ 20 号線（ 西東京市北原二丁目）

までの延長 1,210 ｍである。

　 平成 24 年 10 月に事業概要説明会を 行い、 平成 24 年度に現況測量、平成 25 年度に用地測量を 実施し 、

平成 27 年１ 月 26 日に事業認可を 取得し た。

　〔 用地〕

　 　 平成 27 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 30％である 。

　 　 今年度も 引続き 用地取得を 推進する 。
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　 ⑱⎧ 西東京都市計画道路３ ・ ４ ・ 12 号線（ 一般都道 233 号）

　 　 ⎩ 西東京都市計画道路３ ・ ４ ・ 16 号線（ 一般都道 233 号）

　 当事業は、 西武鉄道保谷駅南口を 東西に走り 、 多摩北東部と 区部北西部を結ぶ主要道路である 一般都道

233 号のバイ パス整備を 目的と し ている 。

　 現道幅員が 6.8 ｍと 狭く 、 歩道も ない状態である が、 駅前を 通る ため、 多く の自転車・ 歩行者と 一日

１ 万台を 超える 自動車が集中するこ と から 沿道市民の生活並びに通行者の安全が著し く 脅かさ れている 。

　 平成７ 年度地元市長よ り 整備促進の要望が出さ れ、 市民生活の安全及び交通渋滞解消の観点から 、 当該

路線の整備を 行う こ と と し た。

　 平成8 年度地元に事業説明会を 行い、 測量に着手、 平成 10 年７ 月事業認可を 受けた。

　 西東京３ ・ ４ ・ 16 号線は、 平成 17 年度、 18 年度で街築及び電線共同溝の工事を 、 平成 19 年度に歩

道舗装工事を 実施し 、 完成し た。

　 今年度は、 用地取得状況によ り 西東京３ ・ ４ ・ 12 号線の街路築造工事及び排水施設設置工事を 予定し

ている 。

　〔 用地〕

　 　 平成 14 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 69％と なっ ている 。

　 　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。
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　 ⑲⎧ 三鷹都市計画道路３ ・ ４ ・ ３ 号線

　 　 ｜三鷹都市計画道路３ ・ ４ ・ 11 号線

　 　 ⎩ 三鷹都市計画道路３ ・ ４ ・ 12 号線

　 本路線は、 三環状道路整備推進部よ り 平成 27 年度末に引継ぎを 行い、 平成 28 年度から 三環状道路整

備推進部と 相互に協力し て事業を 進めて行く 路線である。

　 事務分担は大き く 分けて、 用地取得を三環状道路整備推進部で担当し 、 街路築造工事を 北多摩南部建設

事務所で担当する 。

　 本路線は、 外環本線の整備に合わせて整備し ていく と し ており 、 三鷹３ ・ ４ ・ １ ２ （ 北野） 三鷹市北野

三丁目～同市北野二丁目区間（ L=0 .2 ㎞、 W =16m） は、 平成 23 年 8 月 25 日事業概要及び測量説明会、

平成 24 年 6 月 15 日事業認可取得（ H24 年度～ H30 年度）、 平成 24 年 10 月 25 日用地補償説明会を 行

い、 三鷹３ ・ ４ ・ ３ （ 北野三丁目） 三鷹市北野三丁目（ L=0 .1 ㎞、 W =16m）・ 三鷹３ ・ ４ ・ １ １ （ 北野三

丁目） 三鷹市北野三丁目から 同市北野四丁目区間区間（ L=0 .1 ㎞、W =16m） 及び三鷹３・ ４・ １ ２ （ 緑ヶ 丘）

三鷹市北野三丁目から 北野四丁目は、 平成 24 年 7 月 24 日事業概要及び測量説明会、 平成 25 年 9 月 26

日事業認可取得、 平成 25 年 11 月 19 日用地補償説明会を 行い、 事業を 進めている 。

　 平成 28 年度に、 三鷹３ ・ ４ ・ １ ２ （ 緑ヶ 丘） 地区の埋蔵文化財調査のため一部試験掘を実施し ている。

　 今年度は埋蔵文化財試掘調査及び排水管設置工事等を 予定し ている。

　〔 用地〕

　 　 平成 24 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は全体で約 97％と なっ ている 。

　 　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。

 
●三鷹３・４・１２（北野）、●三鷹３・４・３、●三鷹３・４・１１、●三鷹３・４・１２（緑ヶ丘） 
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⑷　 橋 梁 整 備 事 業

　 都知事管理の橋梁が老朽化し 、 耐久力や耐震力が不足し たも のを 架替たり 、 前後道路を 交通需要の増加に

伴い拡幅整備する 場合、 その計画に合わせた幅員の橋梁に架替を 行う 事業である 。

　 当所の管内には、 国土交通省管理の一級河川多摩川があり 、 対岸南側は川崎市及び南多摩東部建設事務所

並びに南多摩西部建設事務所が管理する 道路が接続し ている 。

【 多摩川中流部橋梁】

　 昭和 55 年当時、 立川市・ 日野市地区から 調布・ 狛江市の区間の延長約 18 ㎞の多摩川中流部区間は、

市街化が進んでいる にも かかわら ず、 橋梁の平均架橋間隔が 4.3 ㎞と 広く 交通需要に十分対応出来る 状態

ではなかっ た。

　 多摩地域の重点施策と し て急がれている 南北幹線道路の整備も 、 関連する橋梁整備を 一体的に行わない

と その効果を あげるこ と にはなら ない。 そこ で、 立日橋から 多摩水道橋までの区間を 「 多摩川中流部」 と

位置づけ既存橋梁４ 橋の拡幅架替と ３ 橋の新設を 内容と し た「 多摩川中流部橋梁架橋計画」 を 策定し た。

　 形式選定を 昭和 62 ～ 63 年度で行い、 昭和 63 ～平成２ 年度で橋梁の意匠検討を 行い事業に着手し た。

　 橋梁群７ 橋のう ち 、 当所の担当は、 下流から 多摩水道橋・ 是政橋・ 関戸橋及び府中四谷橋の４ 橋であり 、

平成 10 年 12 月に府中四谷橋、 平成 13 年３ 月に多摩水道橋、 平成 24 年６ 月に是政橋を 交通開放し 、 現在

は関戸橋の架け替え事業を 進めている 。

　 その他の３ 橋は南多摩西部建設事務所、 南多摩東部建設事務所及び東京都道路公社が担当し た。
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　 ①　 是政橋（ 主要地方道川崎府中線、 第９ 号）

　 旧橋は、 昭和 32 年竣工で、 橋長 396 .3 ｍ、 幅員 8.0 ｍ（ 車道 6.5 ｍ、 歩道 1.5 ｍ） で形式はゲルバー

鋼床版鈑桁である 。

　 新橋は、橋長 401 .0 ｍ、計画幅員は車道 7.5 ｍから 9 .5 ｍ（ 左岸交差道路と の右折レ ーン） 歩道は 5.0 ｍ、

形式は３ 径間連続鋼斜張橋； 主桁２ 箱桁、 主塔Ｈ 型八角形断面で上り 下り 線を 分離し た構造である。

　 Ⅰ期橋（ 上流側） は、 平成５ 年下部工事に着手、 平成 10 年５ 月に完成し た。

　 旧橋の撤去及び橋脚耐震補強工事は平成 16 年度に完了し た。

　 Ⅱ期橋（ 下流側） は、 構造形式を ２ 径間連続鋼斜張橋＋２ 径間連続鋼桁橋に変更し 、 コ スト 縮減を 図り

平成17年度から 下部工事に着手し 、 平成21年度末に完成し た。

　 平成 22 年度に、 府中市側の取付道路と 稲城市側の取付道路及び高架橋架設工事を 実施し 、 平成 23 年

３ 月９ 日にⅠ期橋から Ⅱ期橋に交通を 切り 替えた。

　 平成 23 年４ 月 26 日には、 南東建と 共同し て、 是政橋と 川崎街道を 結ぶ多摩３ ・ ３ ・ ７ 号線を 暫定２

車線で交通開放し て、 府中街道の交通を切り 替えた。

　 平成 23 年度から 、 供用開始から 13 年経過し たⅠ期橋のリ ニュ ーアル工事（ 橋面舗装工事、 塗装工事）

と 、 残る 取付道路及び高架橋架設工事を実施し 、 平成 24 年６ 月 28 日に４ 車線で交通開放し た。

　 平成 24 年度は、 稲城市側取付部において、 側道部の電線共同溝工事を 実施し 、 下流側側道及び高架橋

下通路を 交通開放し た。

　 また、 平成３ 年よ り 環境影響評価条例に基づく 手続き を 進めており 、 平成 29 年度には工事完了届、 平

成 30 年度には事後調査報告書（ 工事の完了後その１ ） を 提出し た。
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　 ②　 関戸橋（ 主要地方道府中町田線、 第 18 号）

　 関戸橋は、 上下線で分離さ れた、 多摩川に架かる 橋梁である。

　 下流橋は、昭和 12 年に架設さ れ、橋長 375 .8 ｍ、幅員 8.0 ｍ（ 車道 8.0 ｍ・ ２ 車線） の 13 径間ゲルバー

Ｒ Ｃ Ｔ 桁である 。

　 上流橋は、 昭和 46 年に架設さ れ、 橋長 375.8 ｍ、 幅員 12 .5 ｍ（ 車道 9.5 ｍ・ ３ 車線、 歩道 3.0 ｍ）

の鋼単純合成鈑桁、 鋼単純合成箱桁、 鋼２ 径間連続非合成箱桁（ ２ 連）、 鋼単純合成箱桁である 。

　 下流橋は、 架設よ り 80 年以上を 経年し 、 ま た、 歩道がないこ と から 、 上流側に仮橋を 設置し て現状

の交通機能を 確保し ながら 、 下流橋を 撤去し て、 架替・ 拡幅を 行う 。 新橋（ 下流橋） は、 橋長 380 .0 ｍ、

幅員 14 .0 ｍ（ 車道 10.5 ｍ・ ３ 車線、 歩道 3.5 ｍ） の鋼７ 径間連続非合成細幅箱桁である 。

　 また、 新橋の完成後には、 交通を 切り 替え、 上流橋において、 床版取替え及び左岸側２ 径間の架替えを

行う 。

　 本事業は、 右岸の多摩市を 所管する 南多摩東部建設事務所と の共同事業であり 、 平成 25 年度に事業に

着手し 、 平成 27 年 11 月河川占用許可が下り 仮橋工事（ 南東建施工） 及び府中市側の切り 回し 道路築造

工事（ 北南建施工） に着手し た。

　 平成 30 年度は、 仮橋工事及び取付道路改修工事（ 北南建、 南東建施工） の施工によ り 、 仮橋への交通

切替を 行い、 旧橋撤去工事（ 北南建施工） に着手し た。

　 今年度は、 引き 続き 旧橋撤去工事を 施工すると と も に、 新下流橋下部工事に着手する 。 

 

        

 

○②橋脚( 新設)

○②旧橋撤去 ㉚○

○②旧橋撤去

○②橋脚( 新設)
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⑸　 交通安全施設事業

　「 交通安全施設等整備事業の推進に関する 法律」 に基づいて実施する 事業で、 道路管理者が実施する も の

と 都道府県公安委員会が実施する も のがある 。

　 道路管理者が行う 交通安全施設事業には、 歩道設置、 交差点改良、 車両停車帯設置等の道路の改築に関す

る 事業（ 旧一種事業） と 、 街路灯、 防護柵、 道路標識等の道路の付属物や区画線設置等に関する 事業（ 旧二

種事業） と に分けら れている。

　 当所においては、道路の改築に関する 事業を 工事第二課が、その外の事業を 補修課が担当し て行っ ている。

　 ≪歩 道 整 備≫

　 ①　 一般都道ひばり ヶ 丘停車場（ 第 112 号） 線

　 本事業は、 街路事業（ 西東京３ ・ ４ ・ 20 号線） で整備さ れた区間の北側において、 都市計画線から 外

れた都道 112 号線について、 西東京３ ・ ４ ・ 11 号線（ 西東京市谷戸町三丁目） 交差点までの区間延長

720 ｍを 幅員 12 ｍ（ 歩道 2. 5 ｍ×２ 、 車道 7. 0 ｍ） に拡幅整備し 、 歩行者の安全を 確保する と と も に

電線共同溝を 整備する も ので、 昭和 61 年度から 事業に着手し ている 。

　 平成 27 年度までに、 延長 1,215 ｍ（ 片側） の歩道整備と 延長 830 ｍの電線共同溝の整備が完了し た。

　〔 用地〕

　 　 昭和 61 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 94％と なっ ている 。

　 　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。
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　 ②　 一般都道府中調布（ 第 229 号） 線　 府中市若松町１ ～若松町２

　 本事業は、旧甲州街道のう ち、現道幅員内に歩道設置を行う こ と が困難な区間であり 、未整備の区間である。

　 府中市若松町一丁目（ 京王線東府中駅前） から 府中３ ･４ ･７ 号線府中市若松町二丁目の区間延長約240

ｍの区間、 計画幅員11ｍ（ 車道７ ｍ、 歩道２ ｍ×２ ） について事業実施する こ と と し た。 平成15年度に

府中３ ･４ ･７ 号線から 西側の約70ｍについて工事が完了し た。

　〔 用地〕

　 　 平成６ 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 47％と なっ ている 。

　 ③　 一般都道府中三鷹（ 第 110 号） 線　【 人見街道】

　 本路線は、 古く から の街道であり 、 沿道に未だ欅の大木が残さ れている 。 現道は歩道がなく ７ ～8 ｍの

幅員で、 歩行者の安全確保のため平成３ 年 10 月 25 日付けで地元から 知事あてに歩道整備の要望が出さ

れた。

　 都道 123 号線（ 三鷹上連雀一丁目） 大沢交差点から 三鷹３ ・ ４ ・ 18 号線（ かえで通り ） と の交差点ま

での 580 ｍについて、 樹木を 残し ながら の計画幅員について検討し 、 再三にわたる 地元住民と の協議を

重ねた結果、 基本的な幅員構成について、 車道は７ ｍ、 歩道は、 欅のない部分は３ ｍ、 欅を 残す部分は 4.5

ｍと する こ と で合意が得ら れた。 平成９ 年２ 月 19 日事業説明会を 行い、 現況・ 用地測量を 平成 10 年度

に行い、 平成 12 年度から 用地取得に着手し た。 ま た、 平成 15 年度から 工事に着手し 、 平成 29 年度ま

でに 1,035 ｍ（ 片側） の歩道整備が完了し た。

　〔 用地〕

　 　 平成 12 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 91％と なっ ている 。

　 　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。
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　 ④一般都道武蔵野狛江（ 第 114 号） 線　【 吉祥寺通り 】 三鷹市下連雀五丁目～六丁目

　 本事業は、 三鷹３ ・ ４ ・ 14 号線（ 吉祥寺通り ） のう ち 「 交差点すいすいプ ラ ン 」 によ り 拡幅整備さ れ

た狐久保交差点と 下連雀八丁目交差点と の間に位置する 延長 220 ｍの区間において、 現況約 8.5 ｍの道

路を 都市計画幅員 16 ｍに拡幅し 歩道を 整備するも のである 。

　 平成 27 年度に現況測量、 平成 28 年度に用地測量及び交通管理者協議を 実施し 、 平成 29 年 10 月に都

市計画事業認可を 取得し て、 用地取得に着手し た。

　〔 用地〕

　 　 平成 30 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 40％と なっ ている 。
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　 ≪自転車・ 歩行者道整備≫

　 ①　 一般都道恋ヶ 窪新田三鷹（ 第 134 号） 線【 連雀通り 】

　 当箇所は、 連雀通り のう ち 井口郵便局交差点の前後 210 ｍについて、 都市計画道路、 三鷹３ ・ ４ ・ ７

号線の幅員 16 ｍにあわせ自転車歩行者道を 整備する も のである。

　 平成10年度現況測量、 平成11年度用地測量を 完了し た。 平成18年度までに、 北側130ｍと 南側210ｍ

について整備を 完了し た。

　〔 用地〕

　 　 平成 13 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 96％と なっ ている 。

　 　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。

8 .2
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　 ≪第３ 次交差点すいすいプラ ン（ 交差点改良工事） ≫

　 渋滞を 緩和し 、 円滑な道路交通を 確保する こ と は、 東京の都市再生を 実現する う えで、 緊急の課題と

なっ ている。 都はこ れまで、 比較的短期間に、 少額の投資で効果の発揮でき る 局所的な渋滞対策事業と し

て、 右折レ ーン等を 設置し て右折待ち車両によ る 渋滞を 緩和する 「 交差点すいすいプラ ン 100」 及び「 第

２ 次交差点すいすいプ ラ ン 」 を 実施し 、 平成 26 年度までに当事務所において 14 箇所の交差点について

完成または概成し た。

　 平成27年３ 月、『 いまだ発生し ている 渋滞の緩和、 周辺状況変化に伴う 交通流変化への対応、 既に実施

済みある いは他事業と 連携し た「 線の効果」 の拡大』 を 計画の趣旨と し て、 新たな計画箇所を 加え､「 第

３ 次交差点すいすいプ ラ ン 」 が策定さ れた。 計画箇所76箇所のう ち 、 当事務所は26箇所で事業を 実施し

ていく 。

　 新規12箇所について、 平成27年度に事業化の優先順位を 整理し 、 平成28年度から 順次事業化に向けた

現況測量や予備設計を 実施し ており 、 平成30年度に松原交差点（ 一114号）【 №21】 を 新規事業化し た。

令和元年度は、 前原交番前交差点（ 主15号）【 №8 】、 前原交番西交差点（ 主15号）【 №９ 】 の２ 箇所で事

業着手を 予定し ている 。 また、 前計画から の継続12箇所及び新規事業化１ 箇所の詳細については、 以下

に示す通り である 。

　 ①　 松原交差点（ 一 114 号）【 № 21】 狛江市和泉本町一丁目～中和泉二丁目

　 本箇所は、 主要地方道大田調布線（ 第 11 号） 狛江通り と 交差する 調布３ ・ ４ ・ 17 号（ 松原通り ） の

南側を 計画幅員 16 ｍで拡幅し 、 右折レ ーン を 設置する 計画である 。

　 平成 28 年度に地元説明、 現況測量を 実施し 、 平成 29 年度には用地測量を 行い、 平成 30 年 11 月に都

市計画事業の認可を 取得し た。

〔 用地〕

　 令和元年度から 用地取得に着手する 。

　 ②　 武蔵野中央交差点（ 主７ 号）【 № 38】 武蔵野市中町三丁目～緑町一丁目

　 本箇所は、 武蔵野３ ・ ４ ・ 10 号線（ 五日市街道） と 武蔵野３ ・ ５ ・ 19 号線（ 都道 121 号三鷹通り ）

と の交差点を 中心と し た延長約 550 ｍ、 計画幅員 16 ｍである 。

　 平成７ 年度に現況測量を 、 平成8 年度に用地測量を 行っ た。

　 平成24年度に、 三鷹通り から 東側の南側延長80ｍについて街築及び電線共同溝の工事と 事業範囲の西

端の北側80ｍの電線共同溝工事を 行っ た。

　 平成28年度以降は、 用地取得が済んでいる区間において電線共同溝等の工事を実施し ている。

〔 用地〕

　 平成 18 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 84％と なっ ている 。

　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。

　 ③　 吉祥寺北町交差点（ 主７ 号）【 № 41】 武蔵野市吉祥寺本町四丁目～吉祥寺北町三丁目

　 本箇所は、 武蔵野３ ・ ４ ・ 10 号線（ 五日市街道） と 武蔵野３ ・ ５ ・ 17 号線（ 成蹊通り ） と の交差点で

延長約 320 ｍ、 計画幅員 16 ｍである。

　 平成8 年8 月の事業説明会の後、 武蔵野市長及び市議会議長あて、 事業の見直し を 求める陳情書が提出
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さ れた。

　 要旨は、 ①右折レ ーン の設置によ る 渋滞解消の疑問、 ②道路拡幅によ り 交通量増加を 伴い健康被害への

憂慮、 ③都市計画線が北に片寄っ て拡幅する こ と への疑問である 。 本陳情書は不採択と さ れたが、 再度、

10 年 10 月に陳情書が出さ れ、 こ れも 平成 11 年２ 月の議会で不採択と なっ た。

　 地元住民と の再度に渡る 交渉から 、 成蹊通り （ 武蔵野３ ・ ５ ・ 17 号線） が北方向に通り 抜けていない

こ と も あり 、 当面、 交差点から 東側延長約 160 ｍの区間の拡幅及びバスベイ の設置を 行う こ と と し て、

住民の了解を 取り 、 平成 11 年度に用地測量を 行っ た。

　 平成 15 年度には、 成蹊大学前のバス停工事を 行っ た。

　〔 用地〕

　 平成 13 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率（ 160 ｍ区間） は約 81％と なっ ている 。

　 ④　 関前三丁目交差点（ 主７ 号）【 № 42】 武蔵野市関前三丁目～八幡町三丁目

　 本箇所は、 武蔵野３ ・ ４ ・ 10 号線（ 五日市街道） と 武蔵野３ ・ ３ ・ ６ 号線（ 調布保谷線） と の交差点で、

延長 240 ｍ、 計画幅員 16 ｍである 。

　 平成8 年９ 月に事業説明会を 行い、 現況測量に着手し 、 平成９ 年度後期に用地測量を 実施し た。

　 平成 15 年度から 工事を 実施し 、 平成 21 年度までに東側の全幅約 80 ｍについて、 平成 23 年度には交

差点を 含む西側約 140 ｍの街築及び電線共同溝の工事を 実施し た。

　 平成 29 年度から 無電柱化を 先行完了さ せる ための協定工事を 実施し ている。

〔 用地〕

　 平成 10 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 92％と なっ ている 。

　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。

　 ⑤　 府中刑務所角交差点（ 主 17 号）【 № 44】 府中市栄町三丁目～晴見町四丁目

　 本箇所は、 市道と 交差する 府中３・ ４・ 22 号（ 府中街道） を拡幅し 、 右折レ ーンを 設置する 計画である。

　 平成 18 年度に、 地元説明を 行い、 用地測量を 実施し た。

　 平成 22 年度から 用地買収に着手し ている 。

　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。

　 ⑥　 府中栄町三丁目交差点（ 主 17 号）【 № 45】 府中市栄町三丁目

　 本箇所は、 平成 11 年７ 月に一般開放し た東京八王子線立体部側道と の交差点で、 延長 330 ｍ、 計画

幅員 16 ｍであり 、 南側の府中刑務所角交差点事業区間と 連続する 。

　 平成６ 年度に現況測量を 実施し 、 平成8 年度に用地説明会を 行い事業に着手し た。

　 平成 16 年度から 、 東八以北の約 50 ｍについて北北建に委託し 、 平成 18 年度に完成し た。

　 平成 17 年度に、 東八以南東側区間延長約 110 ｍの街築工事を 行っ た。

〔 用地〕

　 平成8 年度から 用地取得に着手し 、平成 30 年度末の取得率は約 34％（ 北南建実施区間） と なっ ている。
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　 ⑦　 市民球場前交差点（ 主 17 号）【 № 46】 府中市寿町二丁目～三丁目

　 本箇所は、 府中３ ・ ４ ・ 22 号線（ 府中街道） と 府中３ ・ ５ ・ 10 号線（ 府中市道） と の交差点で、 延長

270 ｍ、 計画幅員 16 ｍである。

　 平成8 年度に現況測量、平成９ 年度に用地測量に着手、平成10 年度に用地説明会を 行い事業に着手し た。

　 平成 20 年度以降中断し ていた工事を 平成 28 年度に再開し 、 平成 29 年度には、 拡幅部の工事を 実施

し 右折レ ーン を 新設し た。 令和元年度には整備完了を 予定し ている 。

〔 用地〕

　 平成 11 年度から 用地取得に着手し 、 平成 28 年度末までに全ての用地を 取得し た。

　 ⑧　 四軒寺交差点（ 一 113 号）【 № 55】 武蔵野市吉祥寺東町一丁目～吉祥寺北町一丁目

　 本箇所は、 一般都道関町吉祥寺線（ 116 号吉祥寺通り ） と 接続する 武蔵野３ ・ ４ ・ 11 号を 拡幅し 、 右

左折レ ーンを 設置する 計画である。

　 平成 29 年度から 交差点北側の拡幅整備に着手し 、 令和元年度から は交差点南側の整備を 実施する。

〔 用地〕

　 平成 23 年 10 月、 都市計画事業の認可を 取得し 、 用地買収に着手し た。 平成 30 年度末の取得率は約

83％と なっ ている 。

　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。

　 ⑨　 下連雀八丁目交差点（ 一 114 号）【 № 56】 三鷹市下連雀五丁目～八丁目

　 本箇所は、 三鷹３ ・ ４ ・ 14 号線（ 吉祥寺通り ） と 三鷹３ ・ ４ ・ ５ 号線（ 三鷹市道） と の交差点で、 延

長 440 ｍ、 計画幅員 16 ｍである 。

　 平成8 年度に現況測量を 、 平成 10 年度に用地測量を 実施し 、 平成 15 年度に用地取得に着手し た。

　 平成16年度には工事着手し 、 平成29年度までに延長775ｍの歩道整備及び電線共同溝整備を 実施し た。

　 平成 29 年度には交差点改良が完了し 、 令和元年度は無電柱化のための協定工事を 実施する。

〔 用地〕

　 平成 30 年度末の取得率は約 99％と なっ ている 。

　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。

　 ⑩　 下布田交差点（ 一 121 号）【 № 57】 調布市八雲台一丁目～布田二丁目

　 本箇所は、国道 20 号線（ 甲州街道） と 交差する 調布３・ ４・ 26 号（ 三鷹通り ） を拡幅し 、南側に右折レー

ン を 設置する 計画である 。

　 平成 20 年度に地元説明、 現況測量を 実施し 、 平成 21 年度には用地測量を 行い、 平成 22 年8 月に都

市計画事業の認可を 取得し た。

　 平成 29 年度から 電線共同溝整備に着手し 、 令和元年度から は街築整備に着手する予定である 。

　〔 用地〕

　 　 平成 23 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 79％と なっ ている 。

　 　 今年度も 引き 続き 、 用地取得を 推進する 。
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　 ⑪　 深大寺五差路交差点（ 一 121 号）【 № 58】 調布市深大寺東町五丁目～深大寺元町五丁目

　 本箇所は、 調布３ ・ ４ ・ 26 号線（ 三鷹通り ） と 市道と の変形し た五差路で、 延長 420 ｍ、 計画幅員

16 ｍである 。

　 平成8 年１ 月に現況測量に着手、 平成8 年度末に用地測量が完了し 、 事業に着手し た。

　 平成 14 年度に工事着手し 、 平成 22 年度までに右折レ ーン の整備は既成し ている 。

〔 用地〕

　 平成 10 年度から 用地取得に着手し 、 平成 30 年度末の取得率は約 90％である 。

　 　 今年度も 引き 続き 用地取得を 推進する。

　 ⑫　 保谷小前交差点（ 主 36 号・ 一 233 号）【 № 72】 西東京市泉町三丁目～保谷町六丁目

　 本箇所は、 一般都道東大泉田無線と 主要地方道保谷志木線の交差点において道路を 拡幅し 、 右折レ ーン

を 設置する計画である 。

　 平成 19 年度に地元説明、 現況測量を 実施し 、 平成 21 年度には用地測量を 行い、 平成 23 年度から 用

地取得に着手し た。

　 ⑬　 保谷新道交差点（ 一 233 号）【 № 73】 西東京市保谷町五丁目～四丁目

　 　 本箇所は、 新青梅街道と 交差する 一般都道東大泉田無線を 拡幅し 、 右折レーン を 設置する計画である 。

　 平成 28 年度に現況測量を 実施し 基本設計に着手し た。

　 ≪バスベイ の設置（ 車両停車帯） ≫

　 都内における 慢性的な交通渋滞の一因と し て二車線道路及び骨格幹線道路における バスの停車が、 道路

の交通処理能力を 著し く 低下さ せているこ と があげら れる 。

　 また、バスの停車は交通渋滞を招く ばかり でなく 、見通し を阻害する こ と によ る 正面衝突事故の原因や、

歩道がない道路では、 自転車や歩行者の通行に対し ての障害と も なっ ている。

　 そこ で、 道路交通の円滑化と 安全を 図る ため、 バス停留所にバスベイ を 設置し ている 。

　 平成 18 年度に大沢バス停（ 天文台通り 、三鷹市大沢三丁目）、平成 21 年度に、第五小学校前バス停（ 五

日市街道、 武蔵野市八幡町一丁目） で、 用地取得及び工事を 行っ た。

　 平成 24 年度には、 稲荷神社前のバス停（ 五日市街道、 武蔵野市緑町一丁目） で用地取得を 行い、 平成

28 年度に工事を 実施し た。

⑹　 その他当所関連事業

　 ①　 市町村土木補助事業

　 市町村道は、 国道や都道と 一体と なっ て道路網を 形成し 、 地域交通を 支える と 共に日常における地域交

通や電気・ 上下水道などのラ イ フ ラ イ ンの収用スペースと し て、 また、 安全で良好な生活環境の形成に不

可欠な基盤施設である が、 国道、 都道に比べ整備は遅れている。

　 都は、 市町村に対する 補助事業を 通じ て、 市町村への財政的、 技術的支援を 行いながら 、 市町村道の整

備促進と まち づく り を 推進し ており 、 当所管内の７ 市に対する補助は下表のと おり である 。
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　 ②　 第三次みちづく り ・ まちづく り パート ナー事業

　【 事業の目的】

　 本事業は、 地域にと っ て重要な役割を果たす都道のう ち 、 都市計画道路の事業化計画における 優先整備

路線以外で、地元市町村から 要望が強い路線を 東京都と 市町村が連携協力し て整備を 行い、交通の円滑化・

歩行者の安全性・ 利便性の向上など、 地域のまち づく り に寄与する こ と を 目的と する 。

　【 事 業 概 要】

　 　 ⑴　 事業期間

　 　 　 　 　 平成 29 年度～令和8 年度（ 10 か年）

　 　 ⑵　 役割分担

　 　 　 　 　 都………用地・ 補償、 無電柱化等に係わる 費用

　 　 　 　 　 市………設計・ 工事に係わる 費用

市町村土木補助事業費調書

（ 補助率 5/10、 3/10　 単位： 千円）

市 町 村 名
令和元年度内示額 平成 30 年度内示額

前年度比
工種 件数 補助金額 件数 補助金額

武 蔵 野 市

舗 装 補 修

5  214 ,395  4  67 ,750  316％道 路 改 良

長 寿 命 化

三 鷹 市

舗 装 補 修

12  117 ,945  10  11 ,931  988％
橋 梁

長 寿 命 化

道 路 改 良

府 中 市
道 路 改 良

6  399 ,760  9  393 ,987  101％
長 寿 命 化

調 布 市

道 路 改 良

7  692 ,600  13  657 ,088  105％舗 装 補 修

長 寿 命 化

小 金 井 市 長 寿 命 化 3  10 ,250  4  5 ,500  186％

西 東 京 市

道 路 改 良

3  25 ,250  4  59 ,500  42％長 寿 命 化

舗 装 補 修

狛 江 市
道 路 改 良

3  7 ,750  1  15 ,000  51％
長 寿 命 化

計 1,467 ,950  1 ,210 ,756  121％
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　 　 ⑶　 施 工 者

　 　 　 　 　 用地・ 補償、 無電柱化等は都が事業者と し て施行　 →　 都から 市へ委託

　 　 　 　 　 工事・ 設計等は市が事業者と し て施行　 →　 道路法第 24 条自費工事と し て施工

　 　 　 ※（ 参考） 「 新みち づく り ・ ま ち づく り パート ナー事業」 平成2 1 年度～平成2 8 年度施工

　 　 　 　 　 完成でき ない路線については、 第三次みち づく り ・ まち づく り パート ナー事業へ編入し 、

　 　 　 　 　 事業完了を 目指す。

管　 内　 施　 行　 箇　 所

市　 名 路　 　 　 　 　 　 線　 　 　 　 　 　 名 延長（ ｍ) 備　 考

武 蔵 野 市 一般都道123号　 境調布線（ 武蔵野３ ・ ４ ・ ２ ） 290 新規( Ｈ 29～)

三 鷹 市 一般都道134号　 恋ヶ 窪新田三鷹線（ 三鷹３ ・ ４ ・ ７ ） 235 継　 続

調 布 市 一般都道121号　 武蔵野調布線（ 調布３ ・ ４ ・ 26） 220 継　 続

小 金 井 市

一般都道134号　 恋ヶ 窪新田三鷹線（ 小金井３ ・ ４ ・ １ ） 250 継　 続

一般都道134号　 恋ヶ 窪新田三鷹線（ 小金井３ ・ ４ ・ ３ ） 475 継　 続

西 東 京 市 一般都道112号　 ひばり ヶ 丘停車場線（ 西東京３ ・ ４ ・ 11) 820 新規( Ｈ 29～)

　 　 2 ,290
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Ⅴ　 河　 　 　 　 川

１ 　 河 川 の 現 況

　 河川は公共用物（ 一般公衆の共同使用に供さ れる も の） と し て、 洪水等による 災害の防止、 流水機能の維

持、 河川敷地等の適正な利用及び河川環境の整備と 保全を 図る ため、 総合的な管理を 行う こ と が求めら れて

いる 。

　 し たがっ て、 河川事業と は河川工事、 河川管理施設の維持管理、 河川敷地の占用許可及び河川に影響を 及

ぼす行為の制限等の行政処分であり 、 河川の保全、 改修及び利用の増進と こ れに付随し て行われる 一切の行

為を 含んでいる 。

　 こ う し た河川事業は、 河川法（ 昭和39年法律第167号） を その根拠と し ており 、 国の地方分権推進計画

に基づく 平成12年４ 月１ 日付けの法律の改正によ り 、 こ れまで国から の機関委任事務と さ れてき た都道府

県知事が行う 法定河川の管理事務は、 河川占用料の徴収事務については都道府県の自治事務と なり 、 それ以

外の事務は都道府県への法定受託事務と なっ た。

　 当所が管理する 河川は、 表Ⅴ－１ に掲げる 荒川水系に属する ２ 河川と 多摩川水系に属する ３ 河川であり 、

いずれも 一級河川で、 その総延長は約33.0㎞である 。

　 表Ⅴ－１

管　 理　 河　 川　 調　 書
平成31年３ 月31日現在　

等

級

水

系
河 川 名

管　 　 　 理　 　 　 区　 　 　 間 延長

　 ㎞

流域
面積
　 ㎢

摘　 要
上　 　 　 流　 　 　 端 下　 　 　 流　 　 　 端

一
　
　
　
　
級

　
　
　
　
河

　
　
　
　
川

荒
　
川

　
水

　
系

石神井川
左　 西東京市向台町6－11
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 地先
右　 西東京市芝久保町1－18

左　 西東京市東伏見3－4
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 地先
右　 西東京市東伏見3－5

4.2 10 .4
隅田川へ
合流

神 田 川
左　 三鷹市井の頭3－322
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 地先
右　 井の頭池水門

左　 杉並区久我山3－31
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 地先
右　 三鷹市井の頭1－2 1.6 8 .8

隅田川へ
合流
水源池
井の頭池

小　 　 　 　 　 　 　 　 　 計 5.8 19 .2

多
　
摩

　
川

　
水

　
系

野 川
左　 小金井市貫井南町4－25
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 地先
右　 小金井市貫井南町4－24

左　 狛江市東野川4－30
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 地先
右　 狛江市東野川4－23

11 .6 30 .3
多摩川へ
合流

仙 川
小金井市貫井北町3－5 地先

新小金井街道

左　 調布市緑が丘2－55
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 地先
右　 調布市緑が丘2－56

13 .8 13 .9
野川へ合
流

入 間 川
調布市東つつじ ヶ 丘1－18番の７

地先　 国道第20号線

左　 調布市入間町2－22
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 地先
右　 狛江市東野川3－20

　 　 野川への合流点

1.8 3 .5
野川へ合
流

小　 　 　 　 　 　 　 　 　 計 27.2 47 .7

　 　 一　 級　 河　 川　 計 33.0 66 .9
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２ 　 河 川 の 管 理

　 河川管理の目的は、 洪水等によ る災害の発生を防止し 、 流水機能が正常に維持さ れ、 また河川が公共用物

と し て適正に利用さ れる こ と にある。

　 こ の目的に沿っ て治水、 利水及び河川環境の保全と の調和を 図り ながら 河川法及び公有土地水面使用規則

に基づく 許可事務を 行う ほか、 監察業務を行っ ている 。

　 また、 都市計画法（ 昭和43年法律第100号） に基づく 開発行為に対する河川（ 水路） 管理者の同意・ 協議、

河川改修工事の進捗に伴っ て不用と なっ た旧河川敷地の調査及び廃川処理、 並びに急傾斜地の崩壊によ る 災

害の防止に関する 法律（ 昭和44年法律第57号） に基づき 指定さ れた府中市日新町一丁目の急傾斜地崩壊危

険区域の管理に関する事務を 行っ ている 。

⑴　 河 川 占 用 等

　 ①　 一　 級　 河　 川

　 　 当所が管理する 法定河川の５ 河川は全て一級河川であり 、 こ れら の河川について河川法に基づき 占用許

可及び工作物の設置許可等の事務を 行っ ている。

　 　 河川敷地の占用については、 洪水の安全な流下など本来の機能の維持と 併せて、 河川環境の保全、 レ ク

リ エーショ ン 活動等の河川使用、 町づく り と 一体と なっ た河川整備等の多様な要請に応えるこ と ができ る

よ う 配慮し て定めら れた審査基準である 「 河川敷地占用許可準則」（ 平成28年５ 月改正） に基づいて許可

を 行っ ている 。

　 　 いこ いの水辺空間を 確保する ため、 河川環境整備事業によ り 整備さ れた仙川、 野川及び神田川の管理用

通路等は、 地元市の遊歩道やサイ ク リ ングロ ード と し て、 また石神井川の調節池については運動場や市民

広場と し て地元市が占用のう え、 市民に広く 利用さ れている 。

　 　 河川区域内の土地はこ う し た一般公衆の使用の増進を 図る 目的で許可するも ののほか、橋梁、 鉄道軌道、

େ◌ୗȁ ◌ຸ
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通路、 電気・ ガス・ 通信施設等の埋設など社会経済上やむを 得ないも のに限り 許可し ている。

　 　 河川法に基づき 許可を 受けた者から 、 東京都河川流水占用料等徴収条例（ 平成28年４ 月改正） によ り 土

地占用料を徴収し ており 、 その占用許可の処理件数及び収入実績は表Ⅴ－２ 、 表Ⅴ－３ のと おり である 。

　 ②　 普　 通　 河　 川

　 　 普通河川（ 水路） の管理は、 その規模及び利用の現状から 地元市町村が公物管理条例を 制定し 管理する

こ と が望まし いと さ れていたが、 こ れまで当所管内の各市においては管理条例等の制定がなさ れず、 こ の

ため従来から の経緯によ り 東京都が公有土地水面使用規則を 根拠と し て使用許可等の行政管理を 行い、 維

持補修等の機能管理は市が行う と いう 変則的な管理が行われてき た。

　 　 こ の普通河川の水路敷地を 橋梁、 通路などを目的と し て許可を 受け使用し ている者から 土地使用料を 徴

収し ており 、その使用許可の処理件数及び収入実績は表Ⅴ－４ のと おり である 。 また、普通河川の管理は、

地方分権推進計画によ り 、平成12年４ 月１ 日よ り ５ 年以内を 目途にその財産（ 国土交通省所管の水路敷地）

を 市町村に譲与し 、 こ れまでの機能管理と 財産管理及び行政管理を 一体と し て市町村の自治事務と し て行

う こ と と なっ た。

　 　 こ れに伴い今までの管内各市の譲与の状況は、 平成13年１ 月１ 日付けで狛江市、 平成14年４ 月１ 日付

けで三鷹市、 調布市、 府中市、 平成16年４ 月１ 日付けで武蔵野市の一部、 及び小金井市、 西東京市が市

内全域を 対象と し て水路等の国有財産の譲与を受けた。 こ れによ り 各市に対し ては使用許可等の資料の引

継ぎを 行い、 当該市内の普通河川は都道など法定公共物の区域に取り 込まれているも の等を 除き 各市の公

共物管理条例等に基づき 一体的な管理が行われる こ と と なっ た。

　 表Ⅴ－２
平成3 0 年度河川土地占用許可件数調書

種別

河川名

橋・ 道路・
橋 梁 添 架

鉄道軌道・ ガス

電気通信等の埋設
公園・ 運動場 電柱・ 鉄塔

その他( 電線

･ 架空線等)
計

荒
川
水
系

神 田 川 0（  12) 0（  70 ) 0（  0 ) 0（  5 ) 3（  30 ) 3 (   117 )

石神井川 5（ 101) 6（ 123) 0（  5 ) 0（  5 ) 2（ 101) 13 (   335 )

多
摩
川
水
系

野 川 2（ 176) 6（ 229) 0（  4 ) 3（ 24 ) 16（ 112 ) 27 (   545 )

仙 川 2（ 230 ) 7（ 286) 0（  4 ) 1（  9 ) 9（ 195) 19 (   724 )

入 間 川 0（  29) 0（  25 ) 0（  2 ) 0（  2 ) 4（  22 ) 4 (    80 )

　 計　 （ 件） 9（ 548 ) 19（ 733 ) 0（ 15 ) 4（ 45 ) 34（ 460 ) 66 ( 1 ,801 )

（ 注） （ 　 ） 内の数は総許可件数を 示す。

　 表Ⅴ－３
河 川 土 地 占 用 料 収 入 額 調 書

件数・ 金額

年 度
調　 定　 件　 数 収　 　 入　 　 額 備　 　 　 　 　 考

平 成 30 年 度 ４ ５ 件 ９ ，６ ４ ２ 千円
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　 　 また、 東京都が清流復活事業によ り 整備し た経緯から 、 当所において普通河川と し て機能管理も 含め一

体的な管理を 行なっ てき た武蔵野市の千川上水についても 、 平成18年４ 月１ 日付で武蔵野市が国有財産

の譲与を 受けた。 その結果、 当所において管理し ている普通河川は都道内水路等のみと なっ た。

⑵　 河川及び急傾斜地の監察

　 河川区域内へのゴミ の投棄や河川敷地の不法使用がなさ れないよ う に定期的に河川パト ロ ールを 実施し 、

必要に応じ て原状回復に向け是正指導等の措置を講じ ている 。

　 また、 河川における油流出や魚浮上等によ り 、 流水が著し く 汚濁するおそれのある場合には、 東京都環境

局と の連携のも と に水質の汚濁の防止に努めている 。

　 急傾斜地崩壊危険区域においては、 急傾斜地の崩壊を 助長し 又は誘発する おそれのある 行為（ 区域内での

水の放流、 工作物の設置、 掘削など） の制限を 行う ほか、 崩壊の危険の有無を定期的に確認し ている。

表Ⅴ－４
平成30年度公有土地水面使用許可等件数調書

種 別

市 名

公 有 土 地 水 面

使 用 許 可

河 川 用 悪 水 路

自 費 工 事 許 可
用 途 廃 止 等

都計法第３ ２ 条

開発行為同意等
計

武 蔵 野 市 0（  2） 0 0 0 0（  2）

三 鷹 市 0（  4） 0 0 0 0（  4）

府 中 市 0（  7） 0 0 0 0（  7）

調 布 市 0（  6） 0 0 0 0（  6）

小 金 井 市 0（  6） 0 0 0 0（  6）

狛 江 市 0（  3） 0 0 0 0（  3）

西 東 京 市 0（  7） 0 0 0 0（  7）

　 計 （ 件） 0（ 35） 0 0 0 0（ 35）

（ 注） 公有理土地水面使用許可の欄（ 　 ） 内の数は総許可件数を 示す。

（ 単位： 件）
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３ 　 河 川 の 整 備

　 当事務所管内には、 石神井川、 神田川、 野川、 仙川、 入間川の５ 河川が流れている。 こ れら 中小河川につ

いては、 安全で快適かつ活力のある都市の再生を目指し て、 洪水の危険から 都民の生命と 暮ら し を 守る と と

も に潤いのある 水辺の形成や身近な自然の保全・ 再生を 進める こ と を 目的と し 、 積極的に整備を 行っ ている。

　 こ れら の河川流域では、 かつては田畑や草木が繁茂する自然地が広がり 、 保水・ 遊水機能が保たれていた

が急激な市街化によ り 、 こ れら の機能が著し く 低下し 、 雨水が短時間で河川に流入する こ と と なっ た。

　 こ のため、 昭和40年以降、 継続的な河川改修を 行い、 １ 時間あたり 30㎜規模の降雨に対処でき る 整備を

昭和61年度に完了さ せた。 その後１ 時間あたり 50㎜規模の降雨に対処でき る よ う 、 護岸の整備や調節池の

設置などの治水対策を 進め、 神田川、 野川、 仙川、 入間川（ 暫定） の整備は完了し た。 平成17年度から は

石神井川に重点を 移し 、 護岸の整備を 進めている。

　 石神井川及び神田川は、 平成28年３ 月に河川整備計画を 変更し 、 流域対策効果を 見込んだう えで１ 時間

あたり 75㎜規模の降雨に対応でき る よ う 、 河道整備に加え調節池を 整備する。

　 一方、近年は治水の役割に加えて、潤いのある 水辺空間や地域の風土と 文化を 形成する 重要な要素と し て、

それぞれの個性を 活かし た川が求めら れるよ う になっ た。

　 21世紀に入り 、 更に質の高い自然環境再生の視点から 国が創設し た自然再生事業に、 野川が平成14年度

新規採択さ れ、 平成16年度に「 野川第一、 第二調節池地区自然再生協議会」 が設立さ れ、 平成18年度には

全体構想を 策定し て事業に着手し た。

　 今後と も 、 管内河川の事業を 進める に際し ては、 流域住民や市民団体等と 情報・ 意見交換を 行う こ と を 目

的と し て設置し た流域連絡会などを 通じ て、 都民と 行政が協働・ 連携し て、 地域に生き た親し める 川づく り

を 進める 予定である 。

　 管内各河川の整備状況は、 表Ⅴ－５ のと おり であり 、 今年度も 中小河川整備事業、 河川環境整備事業、 河

川維持およ び水防活動などを 積極的に行う 。

表Ⅴ－５
各 河 川 の 管 内 整 備 状 況

（ 平成31年３ 月現在）

水　 　 系 河 川 名 管理延長（ ㎞） 整備延長（ ㎞）
50㎜/hrの整備

整備済延長（ ㎞） 整 備 率（ % ）

荒 川

石 神 井 川 ４ ．２ ４ ．２ １ ．０ ２ ４

神 田 川 １ ．６ １ ．６ １ ．６ １ ０ ０

小　 　 計 ５ ．８ ５ ．８ ２ ．３ ４ ０

多 摩 川

野 川 １ １ ．６ １ １ ．６ １ １ ．６ １ ０ ０

仙 川 １ ３ ．８ ３ ．４ ３ ．４ １ ０ ０

入 間 川 １ ．８ １ ．７ ０ ０

小　 　 計 ２ ７ ．２ １ ６ ．７ １ ５ ．０ ９ ０

合　 　 計 ５ 河 川 ３ ３ ．０ ２ ２ ．５ １ ７ ．３ ７ ７

　（ 入間川は暫定整備が完了）　 　 　 　 　
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⑴　 中小河川整備事業

　 ①　 河　 道　 整　 備

　 　 中小河川整備事業と し て、 前年度に引き 続き 、 １ 時間50㎜計画の河道改修を 実施し ている 。

　 ア） 石神井川

　 　 当所の管理区間は、 練馬区と 西東京市の境にある 溜渕橋から 上流、 小平市と 西東京市の境までの約4.2

㎞である。 こ の区間の30㎜/hr対応の護岸及び河床掘削は昭和63年度までに施行し 、 暫定整備は完了し て

いる 。 なお、 青梅街道交差部190ｍについては、 街路事業で50㎜/hr対応の暗渠を 昭和46年度に整備し て

いる。

　 その後、 50㎜/hr改修と し て、 平成９ 年２ 月に溜渕橋上流から 弥生橋上流約590ｍ、 平成15年１ 月に東

伏見橋上下流100ｍ〔 街路事業： 調布保谷線〕、 平成19年９ 月に弥生橋上流から 東伏見橋下流約150ｍ、

平成25年３ 月に坂下橋下流から 柳沢橋上流約300ｍ合計1,140ｍの認可を 取得し 事業を 実施し ている。

　 平成28年度までにこ の区間のう ち 約1,000ｍが完成し ている 。

　 令和元年度は坂下橋上流左岸の工事を予定し ている 。

　 平成９ 年の河川法改正によ り 策定が必要と なっ た河川整備計画については、 平成18年３ 月に「 石神井

川河川整備計画」 と し て国土交通省の認可を 得ている 。

　 １ 時間あたり 75㎜規模の降雨に対応でき る よ う 内容を 変更し た「 石神井川河川整備計画」 について、

平成28年３ 月に国土交通省の認可を 得ている。

坂
下
橋

50㎜/hr  対応改修済区間

凡　 例
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　 イ ） 神 田 川

　 　 当所の管理区間は、三鷹市と 杉並区の境にあるみすぎ橋から 上流、三鷹市井の頭池までの約1.6㎞である 。

　 50㎜/hrの改修工事は昭和53年度より みすぎ橋から 実施し 、 昭和61年度には、 最上流部約350ｍの井の

頭公園内において公園と 一体整備によ り 水辺に親し むこ と のでき る 親水護岸を 構築し 、 全区間の改修が完

了し た。

　 平成９ 年の河川法改正によ り 策定が必要と なっ た河川整備計画について、 平成22年11月に「 神田川流

域河川整備計画」 と し て国土交通省の認可を 得た。

　 さ ら に、 １ 時間あたり 75㎜規模の降雨に対応でき る よ う 内容を 変更し た「 神田川流域河川整備計画」

について平成28年３ 月に国土交通省の認可を 得た。

　 ウ） 野　 　 川

　 　 当所の管理区間は、 世田谷区と 狛江市の境から 上流、 小金井市と 国分寺市の境にある 鞍尾根橋までの延

長約11.6㎞である 。

　 　 こ のう ち、 世田谷区境から 前橋までの区間は昭和53年度の丸山橋架替工事を も っ て30㎜/hr改修を 終了

さ せた。

　 　 また、 前橋から 鞍尾根橋までに至る 延長約1.7㎞は、 現況河道の改良を 実施し 、 当面の洪水に対処し た。

　 　 一方、 50㎜/hr改修は、 昭和55年度から 、 下流世田谷区境よ り 着手し 、 新小金井街道上流の坂下橋まで

の延長約9.1㎞を 平成８ 年度までに完成さ せた。

　 　 また、 坂下橋上流から 鞍尾根橋ま での延長約550ｍの区間を 、 平成16年度までに完成さ せ、 管内の改

修を 完了さ せた。

　 　 なお、 本事業実施にあたっ ては、 都民が身近に水と 緑にふれあい、 憩えるよ う 水辺環境にも 配慮し た整

備を 行っ ている が、 河川環境に対する 市民の要望の高まり に対応するため、 現河道と 調節池及び流域対策

の組合せによ り 、 平成６ 年３ 月に50㎜/hrの全体計画の見直し を 行っ た。

　 　 平成９ 年の河川法改正によ り 策定が必要と なっ た河川整備計画について、 平成18年３ 月に「 野川流域

河川整備計画」 と し て国土交通省の認可を 得た。
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　 　 さ ら に、 入間川分水路の整備を 追加し て内容を 変更し た「 野川流域河川整備計画」 について、 平成21

年12月に国土交通省の認可を 得た。

　 　 また、１ 時間あたり 65㎜規模の降雨に対応でき る よう 「 野川流域河川整備計画」 の変更を進めていたが、

平成29年７ 月に国土交通省の認可を 得た。

　 　 こ の計画変更に伴い､管内の野川では区市境から 榛沢橋( 三鷹市) までの約6㎞区間については､現況流下

能力を 確認し 、 計画高水流量に対し て能力が不足し ている 箇所は、 現在の河川環境に配慮し て河床掘削を

行う こ と と し ている。令和元年度は区市境から 入間川合流点までの440ｍの河床整備工事を 予定し ている 。

　 エ） 仙　 　 川

　 当所の管理区間は、 世田谷区と 調布市の境から

上流、 小金井貫井北町の一級河川終点までの13.8

㎞である 。

　 こ のう ち、 50㎜/hr改修が必要な区間である 都

道110号線（ 人見街道）・ 野川宿橋から 国道20号

線、 仙川橋ま での3.4㎞の区間は、 平成２ 年度ま

でに50㎜/hr対応の改修を 完了し た。

　 仙川の河川整備計画は、 平成18年３ 月及び21

年12月（ 変更） に「 野川流域河川整備計画」 と

し て国土交通省の認可を 得た。

　 ま た、 １ 時あたり 65ｍｍ規模の降雨に対応で き る よ う 仙川も 「 野川流域河川整備計画」 の中で定め、

平成29年７ 月に国土交通省の認可を 得た。
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　 オ） 入 間 川

　 入間川は、 野川合流点から

国道20号線（ 甲州街道） ま

で の約1.8㎞ の 河川で あ り 、

全川を 当所で管理し ている。

　 入間川の改修は、 昭和45

年よ り 応急防災工事に 着手

し 、 引き 続き 河床の中央部に

低水路を 設ける 局部改良工事

を 昭和61年度から 実施し た。

平成元年度には西野橋から 一

級河川終点の国道20号線（ 甲

州街道） 付近までの約360ｍ

を 施工し 、 入間川の暫定改修

工事は完了し た。

　 そ の後、 平成17年９ 月の

豪雨で 発生し た 中上流部に

お け る 水害を 早期に 解消す

る た め、 西野橋上流から 取

水し 、 野川の小金橋に 至る

全長1, 230ｍの入間川分水路

を 新たに計画し 、 平成 22 年度～ 25 年度に整備を 行っ た。

　 入間川分水路の整備を 追加し て内容を 変更し た「 野川流域河川整備計画」 について、 平成 21 年 12 月

に国土交通省の認可を 得た。

　 さ ら に、１ 時あたり 65 ｍｍ規模の降雨に対応でき る よう 入間川も「 野川流域河川整備計画」の中で定め、

平成 29 年７ 月に国土交通省の認可を 得た。

 

国道20号線（ 甲州街道）

つつじ ヶ 丘駅

京王線 西野橋

入間川

本村橋

分水路

調布市

品川通り

小金橋

野川
明神橋

暫定改修済区間

入間川分水路

　 表Ⅴ－６
管　 　 内　 　 分　 　 水　 　 路

（ 令和元年６ 月現在）　

仙川・ 小金井分水路 入間川分水路

所 在 地 仙川花見橋～野川小金井新橋下流 入間川西野橋～野川小金橋

施 行 年 度 Ｓ ４ ９ ～Ｓ ５ ３ Ｈ ２ ２ ～Ｈ ２ ５

延 長 １ ，９ ０ ０ ｍ １ ，２ ３ ０ ｍ

勾 配 ０ ．４ ７ ％ ０ ．３ ８ ％

構 造 円形管　 内径２ ．８ ｍ
円形管５ ７ ０ ｍ　 内径２ ．２ ｍ
ボッ ク スカ ルバート ６ ２ ０ ｍ　 ２ ｍ×２ ｍ
取水施設　 ４ ０ ｍ

流 量 最大８ ㎥／秒 最大１ ０ ㎥／秒
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　 ②　 調　 　 節　 　 池

　 都では１ 時間50㎜の降雨に対応でき る よ う 下流から 河道改修を 進めている が、 全川が改修さ れる まで

にはかなり の年月が必要と なる 。

　 そこ で水害を 軽減する 方法と し て河川沿いに適地があれば、 洪水の一部を貯留する 調節池を 設ける こ と

が効果的である 。 当所管内の調節池は６ 箇所完成し 、 洪水対策はも と よ り 、 周辺を 緑地と し て、 公園・ ス

ポーツ 広場等と し て多目的に利用し ている 。

　 管内で最も 新し い野川の大沢調節池については、 平成10年度に整備に着手し 、 平成15年度に完成し た。

　 石神井川及び神田川は１ 時間あたり 75㎜規模の降雨に対応でき る よ う 、 平成28年３ 月に河川整備計画

を 変更し 、 石神井川で４ 箇所、 神田川で１ 箇所の調節池を 整備する 。

　 また、 野川では１ 時間あたり 65㎜規模の降雨に対応でき る 調節池の整備を 含めた河川整備計画の変更

を 進めていたが、 平成29年７ 月に国土交通省の認可を 得た。

　 平成28年度よ り 野川大沢調節池の規模拡大整備を 実施し ており 、 令和元年度は昨年度に引き 続き 調節

池の掘削工事及び排水のための機械設備・ 監視制御設備・ 電気設備の工事を行う と と も に洪水取水部の越

流堤改修工事を 予定し ている 。

⑵　 河川環境整備事業

　 ①　 いこ いの水辺の整備事業

　 　 野川、 仙川、 神田川の昭和62年度までに50㎜/hr改修の完了し た箇所において、 都民が身近に水と 緑に

ふれあい、 憩える よう な水辺空間を 確保する ため、 管理用通路等を 利用し て遊歩道や緑地・ スポッ ト 広場

などの整備を 実施し た。 現在、 各市（ 小金井市、 三鷹市、 調布市、 狛江市） と 維持管理協定を 締結し 、 整

備済み箇所の維持管理の一部を 委託し ている 。

　 ②　 野川の水涸れ対策

　 平常時の水量が少なく なっ ている 野川の現状に対し 、 水量回復と 水涸れの解消が重要な課題と なっ て

いる 。 こ のため水涸れ対策と し て、 平成８ 年度及び 11 年度に箕輪田橋から 車橋、 その後、 平成 13 ～ 14

年度に天神橋から 仙川小金井分水路及び箕和田橋から 谷戸橋付近までの区間、 平成 19 年度に坂下橋から

　 表Ⅴ－７
管　 　 内　 　 調　 　 節　 　 池 （ 令和元年６ 月現在）　

石　 　 神　 　 井　 　 川 野　 　 　 　 　 　 　 川

芝 久 保 南　 　 町 向　 　 台 第　 　 一 第　 　 二 大　 　 沢

所 在 地
西 東 京 市
芝 久 保
一 丁 目

西 東 京 市
南町一丁目

西 東 京 市
向台五丁目

小 金 井 市
東町五丁目

小 金 井 市
中町一丁目

三 鷹 市
大 沢 五 ・
六 丁 目

施 行 年 度 Ｓ 49 ～ 56 Ｓ 55 Ｓ 57 ～ 58 Ｓ 57 ～ 58 Ｓ 62 ～平成元 平成10 ～平成15

敷 地 面 積 9,500㎡ 8,000㎡ 30 ,200㎡ 16 ,600㎡ 18 ,200㎡ 42 ,100㎡

池 面 積 9,500㎡ 4,610㎡ 26 ,900㎡ 14 ,800㎡ 16 ,900㎡ 38 ,000㎡

計 画 水 位 2.6m 2 .85m 2 .88m 1 .8m 1 .9m 2 .5m

計 画 貯 留 量 11,000㎥ 12 ,000㎥ 80 ,900㎥ 21 ,000㎥ 28 ,000㎥ 90 ,000㎥
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荒巻橋、 平成 20 年度に前原小学校の下流から 新前橋までの区間において、 低水路に不透水層を 設ける 工

事（ 粘性土張り 工事） を 実施し た。

　 平成 21 年度には、 次期工事箇所である 天神橋上流に貴重種（ キン ヒ バリ ： コ オロ ギ科） が確認さ れて

いたため、 モニタ リ ン グ調査を 行っ た。 モニタ リ ン グ調査は、 平成 20 年度工事箇所の植物等の再生状況

を 市民団体等と 共に実施し た。 調査の結果、 良好な再生状況が確認さ れたため、 平成 22 年度には天神橋

上流～新前橋、 平成 23 年度は、 西野台橋上流～荒牧橋下流を 施工し た。

　 さ ら に平成 26 年度は、 前原小学校の上流から 西野台橋の工事を 施工し た。

　 ③　 野川自然再生事業

　 　 野川において、 多様で豊富な生き も のの生息・ 生育空間と し ての湿地環境を 創出する ため、 市民と 行政

と の連携を図り ながら 、 野川第一、 第二調節池及びその周辺を 対象と し て整備を 行っ ている。

　 　 平成 14 年度から 15 年度にかけて生き も のの調査等を 行い、平成 16 年度には、自然再生推進法に基づき 、

市民、 学識経験者及び行政から なる 「 野川第一・ 第二調節池地区自然再生協議会」 が発足し た。 平成 18

年度に自然再生全体構想およ び第一次実施計画書を 策定し た。

　 　 平成 18、 19 年度に田んぼ、 湿地、 ため池等、 平成 20、 21 年度に越流提の緑化、 平成 22 年度に雨水

貯留施設の整備が完了し た。 平成 23、 24 年度に、 モニタ リ ング調査結果に基づき 、 自然再生事業（ 第一

次実施計画） の評価を 行い、 第二次実施計画書を 策定し た。 平成 25、 26 年度に野川の環境整備（ 河床粘

性土張等）、 平成 27 年度には、 田んぼ、 深池等の整備を第二次実施計画書に基づき 実施し た。

　 　 平成 30 年度は、 維持管理計画を 策定し 、 今後はこ れに基づき 適切な維持管理を 行っ ていく 。

　 　 令和元年度は、 雨水貯留施設の改良工事を 実施する 。

⑶　 河 川 防 災 事 業

　 護岸及び河床の形態保存のため、 当所では暫定改修済みの石神井川、 仙川において、 河床の安定及び河

川環境改善を 目的と し て、 ブロ ッ ク 及びコ ン ク リ ート 等で河床張り を 施行し 、 また、 人通り の多い箇所等

の転落防止柵の付帯工事を 実施し 、 昭和 63 年度に工事は完了し た。

　 平成 13 年度から 平成 15 年度に野川を 、 平成 16 年度から 平成 18 年度に仙川の河川洗掘防止工事を 実

施し た。 平成 19 年度から 平成 20 年度に仙川暗き ょ 部の補修工事を 、 平成 22 年度に仙川暗き ょ 部の除
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塵機更新工事を 実施し た。 平成 26 年度に仙川、 石神井川、 平成 27 年度に入間川、 平成 28 年度から 平

成 30 年度には仙川の護岸補修工事を 実施し た。

　 　 令和元年度も 、 引き 続き 仙川の護岸補修工事を 実施する 。

⑷　 河 川 維 持 事 業

　 河川維持事業は、 河川の機能を 常に良好の状態に保持する 事業であり 、 損傷箇所は早急に補修を 行い、

災害防止に努め地域住民の安全と 河川環境の保全を 図るも のである 。

　 また、 管内河川は、 平常時の流量が少なく 、 河床への土砂、 塵芥の堆積、 汚泥の沈でんなどが発生し 環

境衛生上から 問題と なる ので、 適時に清掃作業を 行い、 また、 河道には雑草が繁茂する ため、 夏期及び晩

秋に草刈り を 行っ ている 。

⑸　 流 域 連 絡 会

　 地域に活き た親し める 川づく り には、 都民と 行政が共通の認識に基づき 、 良好なパート ナーシッ プを 築

く こ と が重要である。 こ のため、 流域の住民や市民団体、 関係自治体が一体と なり 、 河川に係わる環境や

地域の歴史・ 文化、 河川計画・ 工事・ 管理などについて、 情報・ 意見交換を行う こ と を 目的に、 流域連絡

会を 設置し ている 。

　 当所が事務局を 担当する 「 野川流域連絡会」 は、 平成 12 年８ 月に発足し た。 平成 31 年１ 月から 第９

期目がスタ ート し 、 都民委員 26 名、 行政委員 20 名の合計 46 名が在籍し ている 。 令和元年度は、 総会

３ 回及び定例会 12 回の開催を 予定し ている 。

　 また、 神田川上流懇談会及び石神井川流域連絡会には、 行政委員と し て参加し ている 。

４ 　 水　 　 　 　 防

　 台風や集中豪雨に際し て管内水防管理団体（ 武蔵野市、 三鷹市、 府中市、 調布市、 小金井市、 狛江市、 西

東京市） の水防活勤が円滑に行われる よ う に「 東京都水防計画」 に基づいて、 管内の「 地域水防活動の手引

き 」 を 策定し ている 。 例年、 出水期前の５ 月には水防連絡会を 開催し 、 市役所、 消防署、 警察署、 その他の

関係機関と 情報交換・ 意見の調整を 行い、「 水防計画」 の周知徹底を 図っ ている。

　 管内には河川の水位、 雨量を 監視する ために、 水位計 13 箇所、 雨量計７ 箇所を 設置し ている 。 また、 ５

箇所の調節池の貯留量を 監視、 さ ら に野川大沢調節池、 石神井川芝久保調節池、 野川鞍尾根橋及び入間川分

水路には、 テレ ビ カ メ ラ （ Ｉ Ｔ Ｖ ） を 設置し 映像によ る 水位等の監視を 行っ ている 。 こ れら の水防に関する

情報については、 水防災総合情報システム及び災害情報システムによ り 、 関係機関へ迅速な情報提供を 行っ

ている。

　 管内河川では、 水防法に基づき 神田川及び野川・ 仙川を洪水予報河川、 石神井川を 水位周知河川に指定し 、

それぞれ基準水位に達し た場合等の危険情報を 水防管理団体に伝達するこ と と し ている 。

　 また、 管内５ 箇所の水防倉庫に水防用資器材を常時備蓄し 、 水害の防止や軽減に万全を 期し ている。

　 さ ら に、 平成 30 年 6 月に東京都北多摩南部建設事務所管内河川の実情に応じ た減災に向けた取組の検討
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及び情報共有を 行う ため、「 東京都管理河川の氾濫に関する 減災協議会　 東京都北多摩南部建設事務所幹事

会」 を 設置し た。 なお、 幹事会の構成は、 所管する ７ 市（ 武蔵野、 三鷹、 府中、 調布、 小金井、 狛江及び西

東京）、 東京管区気象台、 関東地方整備局京浜河川事務所、 東京都総務局、 東京都生活文化局、 東京都福祉

保健局、 東京都下水道局及び東京都教育庁と なっ ている 。



－ 81 －

資　 　 　 　 　 料

（ １ ）　 管理道路調書　 ………………………………………………………………………………　 82

（ ２ ）　 管理橋梁調書　 ………………………………………………………………………………　 86

（ ３ ）　 立体交差・ ト ンネル調書　 …………………………………………………………………　 87

（ ４ ）　 令和元年度路面補修工事等予定箇所別調書　 ……………………………………………　 88

（ ５ ）　 平成30年度路面補修工事等実績箇所別調書　 ……………………………………………　 89

（ ６ ）　 令和元年度事業箇所図　 ……………………………………………………………………　 91

（ ７ ）　 都市計画道路事業認可一覧表（ 事業中箇所）………………………………………………　 93

（ ８ ）　 都市計画道路事業認可箇所図　 ……………………………………………………………　 95

（ ９ ）　 第３ 次交差点すいすいプラ ン一覧表　 ……………………………………………………　 97

（ 10）　 令和元年度道路用地取得予定箇所調書　 …………………………………………………　 98

（ 11）　 平成30年度道路用地取得箇所調書　 ……………………………………………………… 100

（ 12）　 都市計画河川事業箇所図　 ………………………………………………………………… 102

（ 13）　 都市計画河川事業経緯一覧表　 …………………………………………………………… 103

（ 14）　 事務所・ 工区案内図　 ……………………………………………………………………… 105



－ 82 －

( 1) 　 管　 　 理　 　 道　 　 路

番 号 路　 　 線　 　 名

管　

起　 　 　 　 　 　 　 　 点 終　

主　 ３ 世 田 谷 町 田 線 狛江市岩戸北四丁目（ 世田谷区境） 神奈川県川崎市登戸

主　 ４ 東 京 所 沢 線 西東京市東伏見三丁目（ 練馬区境） 西東京市西原町四丁目

主　 ５ 新 宿 青 梅 線
①西東京市西原町一丁目（ 主４ 交点）
②西東京市田無町三丁目（ 主４ 交点）

①西東京市西原町四丁目
②西東京市芝久保四丁目

主　 ７ 杉 並 あ き る 野 線
①武蔵野市吉祥寺南町三丁目( 杉並区境）
②武蔵野市吉祥寺南町四丁目( 杉並区境）
　 及び西東京市東伏見四丁目( 主４ 交点）

①武蔵野市関前五丁目
②小金井市桜町三丁目

主　 ８ 千 代 田 練 馬 田 無 線 西東京市富士町三丁目（ 練馬区境） 西東京市田無町一丁目

主　 ９ 川 崎 府 中 線
①府中市是政二丁目
②府中市是政五丁目（ 稲城市境）

①府中市押立町四丁目
②府中市宮西町四丁目( 一229交点)

主　 11 大 田 調 布 線 狛江市岩戸南四丁目（ 世田谷区境） 調布市国領町一丁目

主　 12 調 布 田 無 線
①調布市富士見町二丁目（ 国道20交点）
②調布市小島町一丁目（ 一119交点）

西東京市田無町三丁目

主　 14 新 宿 国 立 線 三鷹市牟礼一丁目 府中市西原町一丁目

主　 15 府 中 清 瀬 線 府中市八幡町一丁目（ 一229交点） 小金井市桜町三丁目

主　 17 所 沢 府 中 線
①府中市武蔵台二丁目（ 国分寺市境）
②府中市栄町三丁目（ 国分寺市境）

①府中市本宿町二丁目( 国道20交点)
②府中市宮西町四丁目

主　 18 府 中 町 田 線
①府中市本宿町二丁目（ 国道20交点）
②府中市本町一丁目（ 主９ 交点）

多摩市関戸

主　 19 町 田 調 布 線 稲城市矢野口（ 多摩川原橋）
①調布市小島町一丁目( 国道20交点)
②調布市多摩川四丁目

主　 20 府 中 相 模 原 線
①府中市四谷六丁目
②府中市日新町四丁目

日野市百草

主　 24 練 馬 所 沢 線 西東京市北町四丁目（ 練馬区境） 西東京市北町四丁目

主　 25 飯 田 橋 石 神 井 新 座 線 西東京市下保谷四丁目（ 練馬区境） 西東京市ひばり ヶ 丘北二丁目

主　 36 保 谷 志 木 線 西東京市泉町二丁目（ 一233交点） 西東京市栄町二丁目

主　 　 要　 　 地　 　 方　 　 道　 　 計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 17　 路　 線

一 110 府 中 三 鷹 線 府中市若松町二丁目（ 国道20交点） 三鷹市井の頭一丁目

一 112 ひ ば り ヶ 丘 停 車 場 線 西東京市住吉町三丁目（ ひばり が丘駅） 西東京市田無町三丁目

一 113 杉 並 武 蔵 野 線 武蔵野市吉祥寺東町三丁目（ 杉並区境） 武蔵野市吉祥寺東町一丁目

一 114 武 蔵 野 狛 江 線 武蔵野市吉祥寺本町二丁目（ 主７ 交点） 狛江市元和泉三丁目
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調　 　 書
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 主要地方道　 17路線　 　 延長　 …85,536ｍ　 　 面積　 1,658 ,934㎡
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 般 都 道　 25路線　 　 延長　 …84,879ｍ　 　 面積　 1,089 ,425㎡
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 都　 道　 計　 42路線　 　 延長　 170,415ｍ　 　 面積　 2,748 ,359㎡　 平成30. 4 . 1現在

内　 　

通称道路名 都 市 計 画 路 線 名

点　 　 　 通　 過　 地 延　 長　 ｍ 面　 積　 ㎡

（ 多摩水道橋） 2,450 56 ,756 世 田 谷 通 り 調布3.4 .3

（ 東久留米市境） 3,856 85 ,302
所 沢 街 道
青 梅 街 道

西東京3.3 .3
西東京3.4 .8

（ 東久留米市境）
（ 小平市境）

4,302 58 ,712
新 青 梅 街 道
青 梅 街 道

西東京3.4 .8　 西東京3.3 .3
西東京3.5 .4　 西東京3.4 .7

（ 主７ 交点）
（ 小平市境）

16 ,801 265 ,308
井 ノ 頭 通 り
五 日 市 街 道
新武蔵境通り

武蔵野3.4 .10　 武蔵野3.4 .3
武蔵野3.1 .12　 武蔵野3.3 .6
小金井3.1 .6　 …西東京3.2 .6

（ 主４ 交点） 2,102 18 ,861 富 士 街 道

4,773 95 ,780
府 中 街 道
稲城大橋通り

府中3.4 .22　 府中3.4 .7
府中3.4 .3

（ 一119交点） 5,492 71 ,157
狛 江 通 り
水 道 道 路

調布3.4 .18　 調布3.4 .2
調布3.4 .7　 …調布3.4 .4

（ 主４ 交点）
三 鷹 市
武 蔵 野 市

10,016 175 ,882
武 蔵 境 通 り
新武蔵境通り

調布3.2 .6　 三鷹3.2 .6
三鷹3.4 .7　 武蔵野3.4 .22
西東京3.4 .20

（ 主17交点）
調 布 市
小 金 井 市

11,317 354 ,747 東 八 道 路
府中3.2 .2の1　 小金井3.2 .2
府中3.2 .2の2　 三鷹3.2.2

（ 小平市境） 5,369 67 ,983 小 金 井 街 道
府中3.5 .17　 小金井3.4.13
小金井3.4 .14　 府中3.4.18

4 ,365 102 ,953
府 中 街 道
新 府 中 街 道

府中3.4 .22　 府中3.3 .8

（ 関戸橋） 4,583 95 ,557
鎌 倉 街 道
新 府 中 街 道

府中3.3 .8　 府中3.4 .22

2 ,785 71 ,210 鶴 川 街 道 調布3.2 .6　 調布3.4 .4

（ 府中四谷橋） 3,025 86 ,910 野 猿 街 道 府中3.3 .24　 府中3.4 .3

（ 埼玉県境） 156 1 ,728 西東京3.3 .14

（ 埼玉県境） 2,257 31 ,494 西東京3.4 .13

（ 主25交点） 1,887 18 ,594

85 ,536 1 ,658 ,934

（ 主14交点） 10 ,200 107 ,674 人 見 街 道 府中3.4 .12　 三鷹3.5 .4

3 ,112 47 ,089 西東京3.4 .11　 西東京3.4 .20

（ 主７ 交点） 1,161 11 ,891 吉 祥 寺 通 り 武蔵野3.4 .11

（ 主３ 交点）
三 鷹 市
調 布 市

12,783 170 ,036
吉 祥 寺 通 り
松 原 通 り

三鷹3.4 .14　 武蔵野3.4.16
三鷹3.4 .12　 調布3.4 .17
調布3.4 .4
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番 号 路　 　 線　 　 名

管　

起　 　 　 　 　 　 　 　 点 終　

一 115 吉 祥 寺 停 車 場 線 武蔵野市吉祥寺本町一丁目（ 吉祥寺駅） 武蔵野市吉祥寺本町一丁目

一 116 関 町 吉 祥 寺 線 武蔵野市吉祥寺東町二丁目（ 練馬区境） 武蔵野市吉祥寺東町二丁目

一 117 世 田 谷 三 鷹 線 三鷹市北野四丁目（ 世田谷区境） 三鷹市新川三丁目

一 118 調 布 経 堂 停 車 場 線 調布市仙川町二丁目（ 国道20交点） 調布市若葉町二丁目

一 119 北 浦 上 石 原 線 調布市国領町二丁目（ 国道20交点） 調布市上石原一丁目

一 120 下 石 原 小 島 線 調布市多摩川五丁目 調布市小島町一丁目

一 121 武 蔵 野 調 布 線 武蔵野市吉祥寺北町四丁目（ 主７ 交点） 調布市布田二丁目

一 123 境 調 布 線 武蔵野市境四丁目（ 主７ 交点） 調布市上石原一丁目

一 132 小 川 山 田 無 線 西東京市芝久保三丁目（ 小平市境） 西東京市田無町六丁目

一 133 小 川 山 府 中 線 府中市栄町二丁目（ 国分寺市境） 府中市府中町一丁目

一 134 恋 ヶ 窪 新 田 三 鷹 線 小金井市貫井北町五丁目（ 国分寺市境） 三鷹市牟礼三丁目

一 135 武 蔵 小 金 井 停 車 場 線 小金井市本町五丁目（ 武蔵小金井駅）（ 一136交点） 小金井市本町五丁目

一 136 武蔵小金井停車場貫井線 小金井市本町五丁目（ 武蔵小金井駅）（ 一135交点） 小金井市貫井北町五丁目

一 145 立 川 国 分 寺 線 府中市武蔵台三丁目（ 国分寺市境） 府中市武蔵台三丁目

一 229 府 中 調 布 線 府中市本宿町二丁目（ 国道20交点） 調布市下石原一丁目

一 233 東 大 泉 田 無 線 西東京市東町三丁目（ 練馬区境）
①西東京市田無町一丁目
②西東京市東伏見五丁目

一 234 前 沢 保 谷 線
①西東京市栄町一丁目（ 主25交点）
②西東京市北町三丁目（ 埼玉県境）

西東京市富士町二丁目

一 245 杉 並 田 無 線 西東京市富士町三丁目（ 練馬区境） 西東京市北原三丁目

一 247 府 中 小 金 井 線 小金井市東町五丁目（ 一134交点） 小金井市緑町二丁目

一 248 府 中 小 平 線 府中市是政三丁目（ 主９ 交点） 小金井市貫井北町三丁目

一 253 保谷狭山自然公園自転車道線 西東京市新町四丁目（ 主７ 交点） 西東京市向台町六丁目

一　 　 般　 　 都　 　 道　 　 計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 25　 路　 線

都　 　 　 　 　 道　 　 　 　 　 計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 42　 路　 線
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内　 　

通称道路名 都 市 計 画 路 線 名

点　 　 　 通　 過　 地 延　 長　 ｍ 面　 積　 ㎡

（ 一114交点） 172 2 ,718 武蔵野3.4 .4

（ 一113交点） 538 5 ,892 吉 祥 寺 通 り 武蔵野3.4 .16

（ 一114交点） 1,813 18 ,061 吉 祥 寺 通 り

（ 世田谷区境） 930 5 ,880

（ 一229交点） 2,350 23 ,786 旧 甲 州 街 道

（ 一119交点） 1,285 11 ,139 調布3.4 .4

（ 一119交点） 三 鷹 市 7,191 106 ,478 三 鷹 通 り
武蔵野3.5 .19　 三鷹3.4.17
調布3.4 .26

（ 一229交点） 三 鷹 市 6,123 93 ,662 天 文 台 通 り
武蔵野3.5 .21　 武蔵野3.4 .24
三鷹3.4 .20　 武蔵野3.4.7
調布3.4 .32

（ 主５ 交点） 1,159 8 ,991

（ 一229交点） 1,616 26 ,389 国 分 寺 街 道 府中3.4 .21

（ 一110交点） 8,395 88 ,899 連 雀 通 り
小金井3.4 .1　 小金井3.4 .4
小金井3.4 .3　 三鷹3.4 .7

（ 主15交点） 101 1 ,439 小金井3.4 .4

（ 一134交点） 1,414 21 ,748 小金井3.4 .4

（ 国分寺市境） 449 7 ,382 多 喜 窪 通 り

（ 国道20交点） 7,432 91 ,236 旧 甲 州 街 道 府中3.4 .9

（ 主４ 交点）
（ 主４ 交点）

2,856 25 ,733 伏 見 通 り
西東京3.2 .6　 西東京3.4 .16
西東京3.2 .12

（ 主８ 交点） 2,941 34 ,969 伏 見 通 り 西東京3.4 .11

（ 主４ 交点） 2,328 37 ,060 新 青 梅 街 道 西東京3.5 .4

（ 主７ 交点） 1,614 29 ,349 小金井3.4 .11　 府中3.4.16

（ 主７ 交点） 5,217 105 ,110 新小金井街道
府中3.4 .7　 小金井3.4 .7
府中3.4 .3

（ 小平市境） 1,699 6 ,814
多摩湖自転車
歩 行 者 道

84,879 1 ,089 ,425

170 ,415 2 ,748 ,359
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( 2) 　 管　 理　 橋　 梁　 調　 書
①　 一般橋 （ 平成31年４ 月１ 日現在）

№
橋　 　 　 　 名 路　 線　 名

箇　 　 所
橋長

( ｍ)
備　 考

フ リ ガナ 番号

1 茜屋橋 ｱｶﾈﾔﾊ゙ ｼ 府中小平線 248 小金井市貫井北町3 3ー3 10 .5

2 石原橋( 下り ) ｲｼﾊﾗﾊ゙ ｼ( ｸﾀﾞ ﾘ) 町田調布線 19 調布市下石原3 11.3

3 石原橋( 上り ) ｲｼﾊﾗﾊ゙ ｼ( ﾉﾎ゙ ﾘ) 町田調布線 19 調布市下石原3 11.3

4 和泉高架橋( 下り ) ｲｽ゙ ﾐｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞ ﾞ ﾘ) 世田谷町田線( 調布3･4･3) 3 狛江市東和泉3 69.0

5 和泉高架橋( 上り ) ｲｽ゙ ﾐｺｳｶｷｮｳ( ﾉﾎ゙ ﾘ) 世田谷町田線( 調布3･4･3) 3 狛江市元和泉3 69.0

6 いちょ う 橋 ｲﾁｮｳﾊ゙ ｼ 調布田無線( 三鷹3･2･6) 12 三鷹市上連雀１ 14.0

7 榎橋 ｴﾉｷﾊ゙ ｼ 武蔵野調布線 121 調布市佐須町1 6ー 1ー6 29 .8

8 大沢橋 ｵｵｻﾜﾊ゙ ｼ 境調布線 123 三鷹市大沢4 9ー 1ー 28 .5

9 御塔坂橋 ｵﾄｻ゙ ｶﾊ゙ ｼ 調布田無線 12 調布市深大寺元町1 2ー8 31 .5

10 小野宮橋 ｵﾉﾐﾔﾊ゙ ｼ 府中町田線 18 府中市住吉町1 2ー8 6 .7

11 おら ほ橋 ｵﾗﾎﾊ゙ ｼ 武蔵野狛江線 114 調布市仙川町１ ー４ ４ 25.5

12 上仙川橋 ｶﾐｾﾝｶﾜﾊ゙ ｼ 武蔵野狛江線 114 三鷹市新川3 1ー7 15 .1

13 上連雀一之橋 ｶﾐﾚﾝｼ゙ ｬｸｲﾁﾉﾊｼ 調布田無線( 三鷹3･2･6) 12 三鷹市上連雀５ 5.0

14 欅橋 ｹﾔｷﾊ゙ ｼ 武蔵野調布線 121 三鷹市上連雀1-2 9.6

15 小金井橋 ｺｶ゙ ﾈｲﾊ゙ ｼ 府中清瀬線 15 小金井市桜町1 1ー5 14 .5

16 是政橋( 下り ) ｺﾚﾏｻﾊ゙ ｼ( ｸﾀﾞ ﾘ) 川崎府中線 9 稲城市大丸町2258 401.0

17 是政橋( 上り ) ｺﾚﾏｻﾊ゙ ｼ( ﾉﾎ゙ ﾘ) 川崎府中線 9 稲城市大丸町2258 401.0

18 是政橋取付高架橋( 下り ) ｺﾚﾏｻﾊ゙ ｼﾄﾘﾂｹｺｳｶｷｮｳ( ｸﾀﾞ ﾘ) 川崎府中線( 府中3･4･7) 9 府中市是政５ 85.9

19 是政橋取付高架橋( 上り ) ｺﾚﾏｻﾊ゙ ｼﾄﾘﾂｹｺｳｶｷｮｳ( ﾉﾎ゙ ﾘ) 川崎府中線( 府中3･4･7) 9 府中市是政５ 85.9

20 境橋 ｻｶｲﾊ゙ ｼ 境調布線 123 武蔵野市桜堤1 6ー 2ー3 6 .7

21 桜橋 ｻｸﾗﾊ゙ ｼ 調布田無線 12 武蔵野市境3 12.0

22 新稲荷橋 ｼﾝｲﾅﾘﾊ゙ ｼ 町田調布線 19 調布市下石原3-70 4.8

23 新川大橋 ｼﾝｶﾜｵｵﾊｼ 新宿国立線 14 三鷹市新川6 7ー73 7ー 17 .9

24 新前橋 ｼﾝﾏｴﾊ゙ ｼ 府中清瀬線 15 小金井市前原町3 2ー 26 .5

25 関戸橋( 下り ) ｾｷﾄﾞ ﾊ゙ ｼ( ｸﾀﾞ ﾘ) 府中町田線 18 府中市住吉町2 3ー0 3ー0 375 .8 事業中

26 関戸橋( 上り ) ｾｷﾄﾞ ﾊ゙ ｼ( ﾉﾎ゙ ﾘ) 府中町田線 18 府中市住吉町5 2ー2 1ー3 375 .8 事業中

27 関野橋 ｾｷﾉﾊ゙ ｼ 府中小金井線 247 小金井市緑町2 1ー7 3ー7 10 .5

28 大正橋 ﾀｲｼｮｳﾊ゙ ｼ 調布経堂停車場線 118 調布市東つつじ ケ丘1 1ー2 10 .2

29 多摩川原橋( 下り ) ﾀﾏｶﾞ ﾜﾗﾊ゙ ｼ( ｸﾀﾞ ﾘ) 町田調布線 19 調布市多摩川3 1ー9 401.5

30 多摩川原橋( 上り ) ﾀﾏｶﾞ ﾜﾗﾊ゙ ｼ( ﾉﾎ゙ ﾘ) 町田調布線 19 調布市多摩川3 1ー9 402.0

31 多摩川原橋取付高架橋( 下り ) ﾀﾏｶﾞ ﾜﾗﾊ゙ ｼﾄﾘﾂｹｺｳｶｷｮｳ( ｸﾀﾞ ﾘ) 町田調布線 19 調布市多摩川3 1ー9 82 .5

32 多摩川原橋取付高架橋( 上り ) ﾀﾏｶﾞ ﾜﾗﾊ゙ ｼﾄﾘﾂｹｺｳｶｷｮｳ( ﾉﾎ゙ ﾘ) 町田調布線 19 調布市多摩川3 1ー9 82 .5

33 多摩水道橋( 下り ) ﾀﾏｽｲﾄﾞ ｳﾊ゙ ｼ(ｸﾀﾞ ﾘ) 世田谷町田線( 調布3･4･3) 3 狛江市元和泉3 358.8

34 多摩水道橋( 上り ) ﾀﾏｽｲﾄﾞ ｳﾊ゙ ｼ(ﾉﾎ゙ ﾘ) 世田谷町田線( 調布3･4･3) 3 狛江市元和泉3 358.8

35 中川4号橋 ﾅｶｶﾞ ﾜ4ｺﾞ ｳｷｮｳ 府中町田線 18 府中市分梅町3 5ー0 7 .5

36 長久保三之橋 ﾅｶ゙ ｸﾎ゙ ｻﾝﾉﾊｼ 武蔵野狛江線 114 三鷹市新川６ 15.9

37 西台橋 ﾆｼﾀﾞ ｲﾊ゙ ｼ 府中清瀬線 15 小金井市前原町3 1ー8 7 .5

38 貫井大橋 ﾇｸｲｵｵﾊｼ 府中小平線 248 小金井市貫井南町2-11 23.2

39 野川大橋 ﾉｶ゙ ﾜｵｵﾊｼ 武蔵野狛江線( 調布3･4･17) 114 調布市西野川1 2ー7 29 .1

40 野川宿橋 ﾉｶ゙ ﾜｼｭｸﾊ゙ ｼ 府中三鷹線 110 三鷹市新川6-27 4.3

41 東伏見橋 ﾋｶ゙ ｼﾌｼﾐﾊ゙ ｼ 東大泉田無線( 西東京3･2･6) 233 西東京市東伏見１ 25.2

42 富士見大橋 ﾌｼ゙ ﾐｵｵﾊｼ 新宿国立線 14 三鷹市大沢2 1ー5 30 .7

43 富士見橋 ﾌｼ゙ ﾐﾊ゙ ｼ 調布田無線 12 西東京市南町4 8ー 7 .0

44 無名２ 号橋 ﾑﾒｲ2ｺﾞ ｳｷｮｳ 府中町田線 18 府中市本町1 1ー4 7 .8

45 府中本町陸橋 ﾌﾁｭｳﾎﾝﾏﾁﾘｯｷｮｳ 府中町田線 18 府中市本町1 1ー4 94 .1

46 府中四谷橋 ﾌﾁｭｳﾖﾂﾔﾊ゙ ｼ 府中相模原線 20 府中市四谷4 446.0

47 府中四谷橋取付高架橋 ﾌﾁｭｳﾖﾂﾔﾊ゙ ｼﾄﾘﾂｹｺｳｶｷｮｳ 府中相模原線 20 府中市四谷4 75.0

48 分梅橋 ﾌﾞ ﾊ゙ ｲﾊ゙ ｼ 府中町田線 18 府中市分梅町4 5ー 9 .4

49 堀合北陸橋 ﾎﾘｱｲｷﾀﾘｯｷｮｳ 武蔵野調布線 121 三鷹市上連雀1 1ー 10 .8

50 堀合南陸橋 ﾎﾘｱｲﾐﾅﾐﾘｯｷｮｳ 武蔵野調布線 121 三鷹市下連雀3 4ー5 10 .8

51 本宿陸橋 ﾎﾝｼｭｸﾘｯｷｮｳ 府中町田線 18 府中市本宿町1 1ー9 19 .5

52 前橋 ﾏｴﾊ゙ ｼ 府中清瀬線 15 小金井市前原町4 2ー3 4 .9

53 萬助橋 ﾏﾝｽｹﾊ゙ ｼ 武蔵野狛江線 114 武蔵野市御殿山1 1ー9 16 .5

54 御狩野橋 ﾐｶﾘﾉﾊ゙ ｼ 府中三鷹線 110 三鷹市大沢2 1ー5 23 .6

55 水吐橋 ﾐｽ゙ ﾊｹﾊ゙ ｼ 調布田無線 12 武蔵野市境3 2.3

56 明神橋 ﾐｮｳｼ゙ ﾝﾊ゙ ｼ 武蔵野狛江線 114 調布市入間町2 2ー 5 .0

57 武蔵野橋 ﾑｻｼﾉﾊ゙ ｼ 杉並あきる野線 7 武蔵野市八幡町3 8ー 2 .8

58 無名３ 号橋 ﾑﾒｲ3ｺﾞ ｳｷｮｳ 境調布線 123 武蔵野市境4 7ー 3 .0

59 柳沢橋 ﾔｷ゙ ｻﾜﾊ゙ ｼ 東京所沢線 4 西東京市柳沢1 1ー1 39 .5

合計 4,772.7

※　 事業課管理橋梁含む
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②　 横断歩道橋
（ 平成31年４ 月１ 日現在）

( 3) 　 立体交差・ ト ンネル調書
（ 平成31年４ 月１ 日現在）

③　 人道橋
（ 平成31年４ 月１ 日現在）

№
橋　 　 　 　 名 路　 線　 名

箇　 　 所
橋長

（ ｍ）
備　 考

フ リ ガナ 番号
1 泉 ｲｽ゙ ﾐ 杉並あき る野線 7 武蔵野市吉祥寺南町3～4 42 .0

2 泉小学校前 ｲｽ゙ ﾐｼｮｳｶﾞ ｯｺｳﾏｴ 保谷志木線 36 西東京市泉町2～3 57 .5

3 入間 ｲﾘﾏ 武蔵野狛江線 114 調布市入間町1～若葉町3 70 .9

4 大沢台 ｵｵｻﾜﾀﾞ ｲ 新宿国立線 14 三鷹市大沢2～3 47 .6

5 押立 ｵｼﾀﾃ 川崎府中線 9 府中市押立3 529 .7

6 北の台 ｷﾀﾉﾀﾞ ｲ 武蔵野調布線 121 調布市深大寺東町5～深大寺北町2 40 .8

7 北原 ｷﾀﾊﾗ 新宿青梅線 5 西東京市本町1、 3～北原3 103 .2

8 北原第一 ｷﾀﾊﾗﾀﾞ ｲｲﾁ 新宿国立線 14 調布市深大寺東町8 48.6

9 北原第二 ｷﾀﾊﾗﾀﾞ ｲﾆ 新宿国立線 14 調布市深大寺北町4～深大寺東町8 48 .6

10 北府中駅前 ｷﾀﾌﾁｭｳｴｷﾏｴ 所沢府中線 17 府中市晴見町2 51 .5

11 西蔵院前 ｻｲｿﾞ ｳｲﾝﾏｴ 川崎府中線 9 府中市是政3 51 .0

12 坂上 ｻｶｳｴ 東京所沢線 4 西東京市東伏見4～3 96 .1

13 桜堤 ｻｸﾗﾂﾂﾐ 杉並あき る野線 7 武蔵野市桜堤2～3 69 .1

14 下保谷ふれあい ｼﾓﾎｳﾔﾌﾚｱｲ 東大泉田無線( 西東京3･2･6) 233 西東京市東町２ 60.8

15 深大寺 ｼﾞ ﾝﾀﾞ ｲｼ゙ 武蔵野調布線 121 調布市深大寺南町4～深大寺元町5 34 .0

16 住吉 ｽﾐﾖｼ 府中町田線 18 府中市住吉町2～5 60 .8

17 成蹊前 ｾｲｹｲﾏｴ 杉並あき る野線 7 武蔵野市吉祥寺本町4～吉祥寺北町3 35 .7

18 千川 ｾﾝｶﾜ 杉並あき る野線 7 武蔵野市関前4～西東京市新町1 60 .5

19 千駄山ふれあい ｾﾝﾀﾞ ﾔﾏﾌﾚｱｲ 東大泉田無線( 西東京3･2･6) 233 西東京市東伏見１ 118 .7

20 田柄川 ﾀｶﾞ ﾗｶﾞ ﾜ 杉並田無線 245 西東京市保谷町6～3 40 .7

21 田無町七丁目 ﾀﾅｼﾁｮｳﾅﾅﾁｮｳﾒ 新宿青梅線 5 西東京市西原町2～田無町7 140 .1

22 多摩川 ﾀﾏｶﾞ ﾜ 町田調布線 19 調布市多摩川1～3 69 .7

23 中河原北 ﾅｶｶﾞ ﾜﾗｷﾀ 府中町田線 18 府中市住吉町1～4 84 .1

24 中河原南 ﾅｶｶﾞ ﾜﾗﾐﾅﾐ 府中町田線 18 府中市住吉町5～2 158 .2

25 西原 ﾆｼﾊﾗ 新宿青梅線 5 西東京市芝久保町5～西原町4 45 .5

26 東伏見 ﾋｶﾞ ｼﾌｼﾐ 東京所沢線 4 西東京市東伏見5～6 55 .1

27 富士見 ﾌｼﾞ ﾐ 武蔵野調布線 121 三鷹市下連雀3～上連雀2 30 .2

28 府中多磨町 ﾌﾁｭｳﾀﾏﾁｮｳ 新宿国立線 14 府中市多磨町4～3 73 .0

29 府中二小前 ﾌﾁｭｳﾆｼｮｳﾏｴ 府中清瀬線 15 府中市府中町3～緑町1 42 .4

30 三鷹一小南 ﾐﾀｶｲｯｼｮｳﾐﾅﾐ 新宿国立線 14 三鷹市新川6～3 124 .9

31 柳沢 ﾔｷ゙ ｻﾜ 東京所沢線 4 西東京市柳沢2～1 51 .6

合計 2,542 .6

※ 事業課管理橋梁含む

№
橋　 　 　 　 名 路　 線　 名

箇　 　 所
橋長…

（ ｍ）
備　 　 考

フ リ ガナ 番号

1 ぎんなん橋 ｷ゙ ﾝﾅﾝﾊ゙ ｼ 調布田無線( 三鷹3･2･6) 12 三鷹市上連雀１ 13.5 玉川上水

2 大正橋 ﾀｲｼｮｳﾊ゙ ｼ 調布経堂停車場線 118 調布市東つつじ ケ丘1-12 46.7 跨線橋

合計 60.2

※ 事業課管理橋梁含む

№
施　 　 設　 　 名 路　 線　 名

箇　 　 所 備　 　 考
フ リ ガナ 番号

1 小柳立体 ｺﾔﾅｷ゙ ﾘｯﾀｲ 川崎府中線 9 府中市小柳町4 立体交差

2 清水が丘立体 ｼﾐｽ゙ ｶﾞ ｵｶﾘｯﾀｲ 府中小平線( 府中3･4･7) 248 府中市若松町１ 立体交差

3 貫井立体 ﾇｸｲﾘｯﾀｲ 府中小平線　 248 小金井市貫井北町1 立体交差（ Ｊ Ｒ 施設含む）

4 府中栄町立体 ﾌﾁｭｳｻｶｴﾁｮｳﾘｯﾀｲ 新宿国立線 12 府中市栄町３ 立体交差

5 三鷹立体 ﾐﾀｶﾘｯﾀｲ 武蔵野調布線 121 三鷹市上連雀１ 立体交差（ Ｊ Ｒ 施設含む）

6 し みず下ト ンネル ｼﾐｽ゙ ｼﾀﾄﾝﾈﾙ 府中小平線( 府中3･4･7) 248 府中市清水が丘２ ト ンネル

7 西東京下保谷ト ンネル ﾆｼﾄｳｷｮｳｼﾓﾎｳﾔﾄﾝﾈﾙ 前沢保谷線( 西東京3･2･6) 234 西東京市下保谷１ ト ンネル

8 西東京東伏見ト ンネル ﾆｼﾄｳｷｮｳﾋｶﾞ ｼﾌｼﾐﾄﾝﾈﾙ 東大泉田無線( 西東京3･2･6) 233 西東京市富士町６ ト ンネル

9 貫井ト ンネル ﾇｸｲﾄﾝﾈﾙ 府中小平線　 248 小金井市貫井南町３ ト ンネル

10 本宿ト ンネル ﾎﾝｼｭｸﾄﾝﾈﾙ 府中町田線　 　 18 府中市本宿町１ ト ンネル

※ 事業課管理施設含む
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( 4) 　 令和元年度路面補修工事等予定箇所別調書

路線番号 施 　 行 　 箇 　 所 規 模 工　 　 　 　 　 種 摘　 　 用

主７ 武蔵野市関前4丁目～西東京市新町3丁目 320 部打（ Ｈ ＝25） セミ フ ラ ッ ト 30債務

一134 三鷹市牟礼４ 丁目～６ 丁目 470 切削（ Ｈ ＝10） 30債務

一114 調布市仙川町３ 丁目～若葉町２ 丁目 840 切削（ Ｈ ＝10）、 自転車走行空間 30債務

主５ 西東京市芝久保町３ 丁目～４ 丁目 700 部打（ Ｈ ＝25） 30債務

一134 武蔵野市境南町5丁目～三鷹市井口3丁目 630 部打（ Ｈ ＝25） 30債務

一123 武蔵野市桜堤１ 丁目～４ 丁目 250 切削（ Ｈ ＝10）

主12 西東京市田無町３ 丁目 250 切削（ Ｈ ＝10）

一110 三鷹市大沢３ 丁目 460 切削（ Ｈ ＝10）

主17 府中市武蔵台２ 丁目～西原町２ 丁目 530 切削（ Ｈ ＝12） 31債務
二層式低騒音舗装

主７ 西東京市柳沢２ 丁目～東伏見５ 丁目 300 切削（ Ｈ ＝10）

主４ 西東京市南町１ 丁目～田無町１ 丁目 400 切削（ Ｈ ＝10）

主12 調布市富士見町２ 丁目～３ 丁目 750 切削（ Ｈ ＝10）

一245 西東京市富士町４ 丁目～１ 丁目 370 部打（ Ｈ ＝25） セミ フ ラ ッ ト

主12 調布市富士見町3丁目～深大寺元町1丁目 315 切削（ Ｈ ＝12） 二層式低騒音舗装

主15 小金井市前原町５ 丁目～３ 丁目 500 部打（ Ｈ ＝25）

主３ 狛江市岩戸南３ 丁目～岩戸北３ 丁目 500 部打（ Ｈ ＝25） 31債務

主15 府中市宮町２ 丁目～緑町１ 丁目 275 自転車走行空間 30債務

主14 三鷹市大沢６ 丁目～調布市野水２ 丁目 795 自転車走行空間 31債務

一229 府中市白糸台３ 丁目 270 セミ フ ラ ッ ト

一229 府中市宮町１ 丁目 120 切削（ Ｈ ＝10）、 自転車走行空間

主15 小金井市前原町３ 丁目 100 床版等補修

主５

主７

主９

一114

一121

西東京市西原町４ 丁目～芝久保町５ 丁目

武蔵野市吉祥寺南町３ 丁目

府中市押立町３ 丁目

調布市入間町１ 丁目

三鷹市下連雀３ 丁目

５ 橋 歩道橋塗装

西原歩道橋

泉歩道橋

押立歩道橋

入間歩道橋

富士見歩道橋
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( 5) 　 平成 30 年度路面補修工事等実績箇所別調書

路線番号 施 　 行 　 箇 　 所 規 模 工　 　 　 　 　 種 摘　 　 用

主12 武蔵野市関前５ 丁目～４ 丁目 190 部打（ Ｈ ＝25） 29債務

主５ 西東京市田無町７ 丁目～西原町４ 丁目 360 切削（ Ｈ ＝10）

一114 狛江市和泉本町１ 丁目～中和泉３ 丁目 580 部打（ Ｈ ＝25） 歩道 29債務

一114 三鷹市新川５ 丁目～中原２ 丁目 480 部打（ Ｈ ＝25） 歩道 29債務

一114 調布市入間町１ 丁目～若葉町３ 丁目 80 切削（ Ｈ ＝10）

一110 三鷹市下連雀９ 丁目～新川６ 丁目 540 部打（ Ｈ ＝25）

主７
西東京市新町６ 丁目～

武蔵野市桜堤１ 丁目
740 部打（ Ｈ ＝25）

主19 調布市多摩川２ 丁目～３ 丁目 630 切削（ Ｈ ＝12）

一121
武蔵野市中町１ 丁目～

三鷹市上連雀２ 丁目
520 切削（ Ｈ ＝10）

一123 三鷹市大沢１ 丁目～５ 丁目 450 切削（ Ｈ ＝10）

主７ 武蔵野市吉祥寺南町３ 丁目～４ 丁目 360 部打（ Ｈ ＝25）

主14 府中市武蔵台１ 丁目～西原町１ 丁目 870 切削（ Ｈ ＝10）

一114 調布市仙川町３ 丁目～若葉町２ 丁目 840 切削（ Ｈ ＝10）、 自転車走行空間 30債務

主５ 西東京市芝久保町３ 丁目～４ 丁目 700 部打（ Ｈ ＝25） 30債務

一134
武蔵野市境南町５ 丁目～

三鷹市井口３ 丁目
630 部打（ Ｈ ＝25） 30債務

主14 三鷹市大沢６ 丁目～調布市野水２ 丁目 795 電線共同溝、 自転車走行空間 29債務

一229
府中市白糸台３ 丁目～

調布市飛田給１ 丁目
650 セミ フ ラ ッ ト

主15 府中市宮町２ 丁目～緑町１ 丁目 275 自転車走行空間 30債務

一110 調布市野水１ 丁目～三鷹市大沢６ 丁目 120 交差点改良

一114 三鷹市新川３ 丁目～６ 丁目 １ 橋 床版等補修 上仙川橋

主19 調布市多摩川３ 丁目 １ 橋 一般橋舗装、 塗装等 多摩川原橋

主14

一121

一245

主４

府中市多磨町３ 丁目

調布市深大寺南町４ 丁目

西東京市保谷町６ 丁目

西東京市田無町１ 丁目～北原町３ 丁目

４ 橋 歩道橋舗装、 塗装

府中多磨町歩道橋

深大寺歩道橋

田柄川歩道橋

北原歩道橋
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( ７ ) 　 都市計画道路事業認可一覧表（ 事業中箇所）

対象

番号
路　 　 　 線　 　 　 名

起　 　 点

終　 　 点

延長 ｍ

幅員 ｍ

当 初 認 可 日

当 初 認 可 番 号

期　 限　 年　 度

1 武蔵野　 ３ ・ ４ ・ 24 西 調 布 境 橋 線
武蔵野市境南四丁目…

武蔵野市境二丁目

480

16

平成15年3月5日

第49号

令和３ 年度末

2 府　 中　 ３ ・ ４ ・ ７ 府 中 清 瀬 線
府中市清水ヶ 丘二丁目…

府中市若松町一丁目

550

22

平成18年10月30日

第424号

令和２ 年度末

3
府　 中　 3 ･ 2 ･ 2 の 2

国　 立　 ３ ・ ３ ・ ２
東 京 八 王 子 線

府中市西原町二丁目…

国立市谷保

1,300

36～41

平成23年7月5日

第312号

令和７ 年度末

4

府　 中　 ３ ・ ４ ・ ５

国　 立　 ３ ・ ４ ・ ５

府　 中　 3 ･ 2 ･ 2 の 2

新 奥 多 摩 街 道 線

立 川 青 梅 線

東 京 八 王 子 線

府中市西原町三丁目…

国立市富士見台一丁目

360

20

平成25年7月3日

第318号

令和元年度末

5 西東京　 ３ ・ ２ ・ ６ 調 布 保 谷 線
西東京市富士見町一丁目…

西東京市北町三丁目

3,085

36

平成12年11月17日

第2170号

令和２ 年度末

6 西東京　 ３ ・ ２ ・ ６ 調 布 保 谷 線
西東京市柳沢一丁目…

西東京市富士見町六丁目

800

20～36

平成14年1月10日

第10号

平成26年度末

7 西東京　 ３ ・ ４ ・ ９ 保 谷 東 村 山 線
西東京市北原町二丁目…

西東京市西原町四丁目

1,380

16

平成23年9月28日

第369号

令和５ 年度末

8 西東京　 ３ ・ ４ ・ ９ 保 谷 東 村 山 線
西東京市中町六丁目…

西東京市北原町二丁目

1,210

16

平成27年1月26日

第24号

令和２ 年度末

9
西東京　 ３ ・ ４ ・ 12

西東京　 ３ ・ ４ ・ 16

東 町 線

東 伏 見 保 谷 線

西東京市東町三丁目…

練馬区南大泉三丁目

120

16

平成10年7月10日

第1434号

令和３ 年度末

10 西東京　 ３ ・ ３ ・ 14 新 東 京 所 沢 線
西東京市北町六丁目…

西東京市北町二丁目

445

18

平成30年3月22日

第67号

令和６ 年度末

11 調　 布　 ３ ・ ４ ・ 11 柴 崎 駅 下 石 原 線
調布市佐須町一丁目…

調布市富士見町三丁目

950

16

平成18年11月24日

第439号

令和４ 年度末

12 調　 布　 ３ ・ ４ ・ 17 狛 江 仙 川 線
調布市若葉町三丁目…

調布市仙川町一丁目

645

16

平成9年11月28日

第1999号

令和３ 年度末

13 調　 布　 ３ ・ ４ ・ 17 狛 江 仙 川 線
狛江市元和泉三丁目…

狛江市元和泉二丁目

650

16

平成12年1月17日

第48号

令和元年度末

14
調　 布　 ３ ・ ４ ・ 17

三　 鷹　 ３ ・ ４ ・ 11

狛 江 仙 川 線

北 野 仙 川 線

調布市仙川町三丁目…

三鷹市北野四丁目

1,060

16～16.5

平成28年2月17日

第32号

令和３ 年度末
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対象

番号
路　 　 　 線　 　 　 名

起　 　 点

終　 　 点

延長 ｍ

幅員 ｍ

当 初 認 可 日

当 初 認 可 番 号

期　 限　 年　 度

15 調　 布　 ３ ・ ４ ・ 18 狛 江 銀 座 吉 祥 寺 線
調布市八雲台二丁目

調布市柴崎一丁目

840

16

平成28年2月17日

第31号

令和３ 年度

16 調　 布　 ３ ・ ４ ・ 18 狛 江 銀 座 吉 祥 寺 線
調布市柴崎一丁目

調布市深大寺南町三丁目

740

12～16

平成28年12月27日

第364号

令和４ 年度末

17 三　 鷹　 ３ ・ ２ ・ ２ 東 京 八 王 子 線
三鷹市牟礼一丁目

三鷹市牟礼五丁目

500

30～36

平成12年3月27日

第681号

平成20年度末

18 三　 鷹　 ３ ・ ２ ・ ２ 東 京 八 王 子 線
三鷹市牟礼一丁目

三鷹市牟礼一丁目

530

30～36

平成16年5月24日

第206号

平成23年度末

19 三　 鷹　 ３ ・ ４ ・ ３ 北 野 烏 山 線
三鷹市北野三丁目

三鷹市北野三丁目

140

16

平成25年9月26日

第407号

令和元年度末

20
三　 鷹　 ３ ・ ２ ・ ６

武蔵野　 ３ ・ ３ ・ ６
調 布 保 谷 線

三鷹市野崎二丁目

武蔵野市関町一丁目

3,070

36

平成14年7月3日

第266号

令和４ 年度末

21 三　 鷹　 ３ ・ ４ ・ ７ 三 鷹 国 分 寺 線
三鷹市下連雀五丁目

三鷹市下連雀七丁目

780

16

平成23年12月1日

第435号

令和５ 年度末

22 三　 鷹　 ３ ・ ４ ・ 11 北 野 仙 川 線
三鷹市北野三丁目

三鷹市北野四丁目

150

16.5

平成25年9月26日

第408号

令和元年度末

23 三　 鷹　 ３ ・ ４ ・ 12 本村井の頭公園駅前線
三鷹市北野二丁目

三鷹市北野三丁目

840

16

平成24年6月15日

第230号

令和５ 年度末

24 三　 鷹　 ３ ・ ４ ・ 12 本村井の頭公園駅前線
三鷹市北野四丁目

三鷹市北野三丁目

240

16

平成25年9月26日

第409号

令和元年度末

25 小金井　 ３ ・ ４ ・ ３ 新 小 金 井 貫 井 線
小金井市本町六丁目

小金井市貫井南町三丁目

520…

16

平成9年3月6日

第374号

平成23年度末

26
小金井　 ３ ・ ４ ・ 11

小金井　 ３ ・ ４ ・ 16

府 中 東 小 金 井 線

東小金井駅北口東西線

小金井市中町二丁目

小金井市梶野町五丁目

420

18

平成18年9月27日

第394号

令和５ 年度末

27 小金井　 ３ ・ ４ ・ 13 小 金 井 久 留 米 線
小金井市本町五丁目

小金井市本町二丁目

400

16

平成10年7月10日

第1435号

平成22年度末
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( ９ ) 　 第３ 次交差点す い す い プ ラ ン 一覧表

整理番号 交　 　 差　 　 点　 　 名　（ 路線） 箇　 　 　 　 　 　 　 　 所

新 【 № ６ 】 日赤病院南（ 主12） 三鷹市井口一丁目

〃 【 № ７ 】 小島町（ 主12） 調布市小島町二丁目～調布ヶ 丘一丁目

〃 【 № ８ 】 前原交番前（ 主15） 小金井市前原町五丁目

〃 【 № ９ 】 前原交番西（ 主15） 小金井市前原町五丁目

〃 【 № 15 】 栄町二丁目（ 主36） 西東京市ひばり が丘北一丁目～栄町二丁目

〃 【 № 19 】 三鷹市役所前（ 一110） 三鷹市上連雀八丁目～野崎一丁目

〃 【 № 20 】 野川大橋北詰（ 一114） 調布市入間町二丁目～西つつじ ヶ 丘四丁目

① 【 № 21 】 松原（ 一114） 狛江市和泉本町一丁目～中和泉二丁目

新 【 № 22 】 新川二丁目（ 一117） 三鷹市北野四丁目～新川二丁目

〃 【 № 23 】 下石原一丁目（ 一119） 調布市小島町一丁目～下石原一丁目

〃 【 № 24 】 佐須町（ 一121） 調布市佐須二丁目～一丁目

〃 【 № 25 】 小金井警察署前（ 一134） 小金井市貫井南町三丁目

② 【 № 38 】 武蔵野中央（ 主７ ） 武蔵野市中町三丁目～緑町一丁目

③ 【 № 41 】 吉祥寺北町（ 主７ ） 武蔵野市吉祥寺本町四丁目～吉祥寺北町三丁目

④ 【 № 42 】 関前三丁目（ 主７ ） 武蔵野市関前三丁目～八幡町三丁目

⑤ 【 № 44 】 府中刑務所角（ 主17） 府中市栄町三丁目～晴見町四丁目

⑥ 【 № 45 】 府中栄町三丁目（ 主17） 府中市栄町三丁目

⑦ 【 № 46 】 市民球場前（ 主17） 府中市壽町二丁目～三丁目

⑧ 【 № 55 】 四軒寺（ 一113） 武蔵野市吉祥寺本町一丁目～吉祥寺北町一丁目

⑨ 【 № 56 】 下連雀八丁目（ 一114） 三鷹市下連雀五丁目～八丁目

⑩ 【 № 57 】 下布田（ 一121） 調布市八雲台一丁目～布田二丁目

⑪ 【 № 58 】 深大寺五差路（ 一121） 調布市深大寺東町五丁目～深大寺元町五丁目

⑫ 【 № 72 】 保谷小前（ 一233） 西東京市泉町三丁目～保谷町六丁目

⑬ 【 № 73 】 保谷新道（ 一233） 西東京市保谷町五丁目～四丁目
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( 10) 　 令和元年度道路用地取得予定箇所調書

事業名 路 　 　 線 　 　 名 箇　 　 　 　 　 　 　 　 　 所
規　 　 　 模

用地（ ㎡） 補償（ 棟）

道

路

整

備

主　 11（ 中和泉） 狛江市中和泉五丁目～調布市国領町八丁目 240 1

都　 233（ 谷保） 西東京市中町一丁目～泉町三丁目 57 0

計 297 1

街
　
　
　
　
　
路

　
　
　
　
　
整

　
　
　
　
　
備

三　 鷹　 ３ ・ ２ ・ ６

武蔵野　 ３ ・ ３ ・ ６
三鷹市野崎二丁目～武蔵野市関前一丁目 801 3

三　 鷹　 ３ ・ ４ ・ ７ 三鷹市下連雀五丁目～四丁目 389 2

小金井　 ３ ・ ４ ・ 11 小金井市中町二丁目～梶野町五丁目 653 0

府　 中　 ３ ・ ２ ・ ２ の２

国　 立　 ３ ・ ３ ・ ２
府中市西原町一丁目～国立市谷保 180 6

府　 中　 ３ ・ ４ ・ ５
国　 立　 ３ ・ ４ ・ ５
府　 中　 ３ ・ ２ ・ ２ の２

府中市西原町三丁目～国立市富士見町一丁目 346 2

西東京３ ・ ２ ・ ６ （ Ⅰ期） 西東京市富士見町一丁目～北町三丁目 9 0

西東京３ ・ ４ ・ ９ （ Ⅰ期） 西東京市北原町三丁目～西原町四丁目 2,352 0

西東京３ ・ ４ ・ ９ （ Ⅱ期） 西東京市中町六丁目～北原町二丁目 2,500 20

西東京３ ・ ４ ・ 12（ Ⅰ期） 西東京市東町三丁目 1,578 0

西東京３ ・ ３ ・ 14（ Ⅱ期） 西東京市北町六丁目～二丁目 213 0

武蔵野３ ・ ４ ・ 24（ Ⅰ期） 武蔵野市境南町四丁目～境二丁目 8 1

武蔵野３ ・ ４ ・ 24（ Ⅱ期） 武蔵野市境南町五丁目～三丁目 497 1

調　 布３ ・ ４ ・ 11（ 佐須） 調布市佐須町一丁目～富士見町三丁目 588 8

調　 布３ ・ ４ ・ 17（ 緑ヶ 丘）

三　 鷹３ ・ ４ ・ 11
調布市仙川三丁目～三鷹市北野四丁目 2,475 12

調　 布３ ・ ４ ・ 18（ Ⅰ期） 調布市八雲台二丁目～柴崎一丁目 4,230 14

調　 布３ ・ ４ ・ 18（ Ⅱ期） 調布市柴崎一丁目～深大寺南町三丁目 1,700 10

西東京３ ・ ４ ・ 13 西東京市ひばり が丘二丁目 70 0

計 18,589 76
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事業名 路 　 　 線 　 　 名 箇　 　 　 　 　 　 　 　 　 所
規　 　 　 模

用地（ ㎡） 補償（ 棟）

交
　
通

　
安

　
全

　
施

　
設

都　 110　 人見街道 三鷹市野崎三丁目～二丁目 63 1

都　 112　 ひばり ヶ 丘停車場線 西東京市谷戸町二丁目～三丁目 48 0

都　 114　 吉祥寺通り 三鷹市下連雀五丁目～八丁目 192 0

都　 114　 松原 狛江市和泉本町一丁目～中和泉二丁目 200 0

都　 121　 佐須町 調布市佐須町二丁目～一丁目 0 0

主　 ７ 　 武蔵野中央 武蔵野市中町三丁目～緑町一丁目 167 1

主　 ７ 　 関前三丁目 武蔵野市関前三丁目～八幡町三丁目 25 1

主　 17　 府中刑務所角 府中市栄町三丁目～晴見町四丁目 537 0

都　 113　 四軒寺 武蔵野市吉祥寺東町一丁目～吉祥寺北町一丁目 103 2

都　 114　 下連雀八丁目 三鷹市下連雀五丁目～八丁目 25 1

都　 121　 下布田 調布市八雲台一丁目～布田二丁目 240 0

都　 121　 深大寺五差路 調布市深大寺東町五丁目～深大寺元町五丁目 146 2

主　 36　 保谷小前 西東京市泉町三丁目～保谷町六丁目 317 1

主　 36　 栄町二丁目 西東京市ひばり が丘一丁目～ひばり が丘二丁目 16 0

計 2,079 9

河

川

整

備

石神井川（ 坂下橋～柳沢橋） 西東京市東伏見一丁目～柳沢一丁目 494 4

計 494 4

公

園

整

備

東伏見公園 西東京市東伏見一丁目～柳沢一丁目 1 ,455 8

計 1,455 8

合　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 計 22,914 98
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( 11) 　 平成 30 年度道路用地取得箇所調書

事業名 路 　 　 線 　 　 名 箇　 　 　 　 　 　 　 　 　 所
規　 　 　 模

用地（ ㎡） 補償（ 棟）

道

路

整

備

主　 11　 中和泉 狛江市中和泉五丁目～調布市国領町八丁目 0 0

一233　 保谷 西東京市中町一丁目～泉町三丁目 0 0

計 0 0

街
　
　
　
　
　
路

　
　
　
　
　
整

　
　
　
　
　
備

三　 鷹　 ３ ・ ２ ・ ６

武蔵野　 ３ ・ ３ ・ ６
三鷹市野崎二丁目～武蔵野市関前一丁目 205 2

三　 鷹　 ３ ・ ４ ・ ７ 三鷹市下連雀五丁目～四丁目 0 0

小金井　 ３ ・ ４ ・ 11 小金井市中町二丁目～梶野町五丁目 0 0

府　 中　 ３ ・ ２ ・ ２ の２

国　 立　 ３ ・ ３ ・ ２
府中市西原町一丁目～国立市谷保 1,260 10

府　 中　 ３ ・ ４ ・ ５
国　 立　 ３ ・ ４ ・ ５
府　 中　 ３ ・ ２ ・ ２ の２

府中市西原町三丁目～国立市富士見町一丁目 23 1

西東京　 ３ ・ ２ ・ ６ （ Ⅰ期） 西東京市富士町一丁目～北町三丁目 116 1

西東京　 ３ ・ ４ ・ ９ （ Ⅰ期） 西東京市北原町三丁目～西原町四丁目 22 1

西東京　 ３ ・ ４ ・ ９ （ Ⅱ期） 西東京市中町九丁目～北原町二丁目 1,194 12

西東京　 ３ ・ ４ ・ 12 西東京市東町三丁目 0 0

武蔵野　 ３ ・ ４ ・ 24（ Ⅰ期） 武蔵野市境南町四丁目～境二丁目 0 0

武蔵野　 ３ ・ ４ ・ 24（ Ⅱ期） 武蔵野市境南町五丁目～三丁目 0 0

調　 布　 ３ ・ ４ ・ 11（ 佐須） 調布市佐須町一丁目～富士見町三丁目 81 0

調　 布　 ３ ・ ４ ・ 17（ 若葉町） 調布市若葉町二丁目～三丁目 405 0

調　 布　 ３ ・ ４ ・ 17（ 緑ヶ 丘）

調　 布　 3･ 3･ 11（ 北野四丁目）
調布市仙川町三丁目～三鷹市北野四丁目 289 3

調　 布　 ３ ・ ４ ・ 18（ Ⅱ期） 調布市柴崎一丁目～深大寺南町三丁目 142 4

調　 布　 ３ ・ ４ ・ 18（ Ⅰ期） 調布市八雲台二丁目～柴崎一丁目 888 5

計 4,625 38
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事業名 路 　 　 線 　 　 名 箇　 　 　 　 　 　 　 　 　 所
規　 　 　 模

用地（ ㎡） 補償（ 棟）

交

通

安

全

施

設

主　 ７ 　 武蔵野中央 武蔵野市中町三丁目～緑町一丁目 132 0

一113　 四軒寺 武蔵野市吉祥寺東町一丁目～吉祥寺北町一丁目 0 0

都　 121　 下布田 調布市八雲台一丁目～布田二丁目 0 0

一114　 下連雀５ 三鷹市下連雀五丁目～下連雀八丁目 384 0

一132　 芝久保３ 西東京市芝久保町三丁目 74 0

計 590 0

河

川

整

備

石神井川（ 坂下橋～柳沢橋） 西東京市東伏見一丁目～柳沢一丁目 267 5

計 267 5

公

園

整

備

東伏見公園 西東京市東伏見一丁目～柳沢一丁目 1,322 11

計 1,322 11

合　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 計 6,804 54
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Ａ ４ 地図
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（ 14）　 事 務 所 ・ 工 区 案 内 図

約
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（ 13） 　 都 市 計 画 河 川 事 業 経 緯 一 覧 表

区　 　 　 　 　 分
計　 　 　 　 　 画　 　 　 　 　 決　 　 　 　 　 定 ( 15) 　 図

対象番号

事　 　 　 　 　 　 業　 　 　 　 　 　 認　 　 　 　 　 　 可

年月日 告示番号 計　 画　 決　 定　 区　 域 延長( ｍ) 年月日 告示番号 事業施行期間 延長( ｍ) 事　 　 業　 　 認　 　 可　 　 区　 　 間

野 川

小金井都市計画

36. 3 .29 建告第7 5 4 号 小金井市貫井南町四丁目（ 国分寺市境）
　 ～小金井市東町一丁目（ 三鷹市境）

4 ,036 44 . 3 .24 建告第6 6 7 号 43 ～ 47 2 ,590 調布市大字下石原飛地1,500番地
　 ～小金井市前原町三丁目２ 番地（ 前橋上流端）

44. 3 .24 建告第6 6 7 号 調布市大字下石原飛地1,500番地
　 ～小金井市貫井南町四丁目（ 国分寺市境）

4 ,030 48 . 3 .24 建告第6 1 4 号 43 ～ 50 2 ,590 〃
〃

51. 3 .27 建告第5 1 0 号 43 ～ 52 2 ,590 〃
〃

①
53. 3 .18 建告第3 7 8 号 43 ～ 53 2 ,590

〃
〃

 2 . 5 .10 建告第1063号 ２  ～ ７ 510 小金井市前原町三丁目、前原町五丁目及び貫井南町二丁目
各地内（ 新小金井街道上流）

 6 . 2 .22 建告第3 2 3 号 ５  ～ ９ 550 小金井市貫井南町四丁目（ 坂下橋）
　 ～小金井市貫井南町四丁目（ 鞍尾根橋）

10. 3 .24 建告第8 4 3 号 ５  ～ 12 550
〃
〃

13. 3 .15 関東地方整備局
告 示 第 4 8 号

５  ～ 15 550 〃
〃

三 鷹 都 市 計 画

36. 3 .29 建告第7 5 5 号
三鷹市上石原（ 小金井市境界）
　 ～三鷹市下留（ 調布市境界） 2 ,607

②

42. 6 .28 建告第1858号 42 ～ 43 1 ,980
三鷹市大沢二丁目（ 曽根浦橋上流端）
　 ～調布市境

42. 6 .28 建告第1858号 三鷹市大沢三丁目（ 小金井市境界）
　 ～三鷹市大沢四丁目（ 調布市境界）

2 ,607 44 . 3 .24 建告第6 6 9 号 43 ～ 44 620 三鷹市大沢二丁目（ 曽根浦橋上流端）
　 ～調布市大字下石原飛地

44. 3 .24 建告第6 6 9 号 三鷹市大沢四丁目（ 調布市境界）
　 ～調布市大字下石原飛地

2,600 45 . 3 .23 建告第4 2 9 号 43 ～ 45 620 〃
〃

45. 3 .23 建告第4 3 1 号 45 ～ 46 230
三鷹市大沢五丁目
　 ～三鷹市大沢五丁目

調 布 都 市 計 画

36. 3 .29 建告第4 5 6 号 調布市宿（ 三鷹市境界）
　 ～北多摩郡狛江市覚東（ 世田谷区境界）

5 ,143

③

37.12 .22 建告第3184号 37 ～ 41 5 ,163 調布市宿（ 三鷹市境界）
　 ～北多摩郡狛江町覚東（ 世田谷区境界）

41. 1 .24 建告第 7 7 号 調布市深大寺町（ 三鷹市境界）
　 ～北多摩郡狛江町覚東（ 世田谷区境界） 5 ,083 41 . 1 .24 建告第 7 7 号 37 ～ 42 5 ,082 調布市深大寺町（ 三鷹市境界）

　 ～北多摩郡狛江町覚東（ 世田谷区境界）

43. 3 .30 建告第6 9 6 号 37 ～ 43 5 ,082
〃
〃

仙 川

武蔵野都市計画 35. 4 . 7 建告第8 6 5 号 武蔵野市境（ 国鉄中央交差点）
　 ～武蔵野市境（ 三鷹市境界）

500 ④

三 鷹 都 市 計 画
35. 4 . 7 建告第8 6 4 号 三鷹市上連雀北（ 武蔵野市境界）

　 ～三鷹市新川島屋敷（ 調布市境界） 4 ,624
⑤

42. 6 .28 建告第1859号 42 ～ 44 1 ,710 三鷹市新川町（ 主14号）
　 ～三鷹市新川町（ 調布市境）

42. 6 .28 建告第1859号
三鷹市上連雀北（ 武蔵野市境界）
　 ～三鷹市新川島屋敷（ 調布市境界） 4 ,620 45 . 3 .23 建告第4 2 8 号 42 ～ 47 1 ,710

〃
〃

調 布 都 市 計 画
35. 4 . 7 建告第8 6 6 号 調布市仙川町（ 三鷹市境界）

　 ～調布市仙川町（ 世田谷区境界）
1 ,670

⑥
42. 6 .28 建告第1860号 調布市緑ヶ 丘一丁目（ 三鷹市境）

　 ～調布市緑ヶ 丘二丁目（ 世田谷区境） 1 ,730 42 . 6 .28 建告第1860号 42 ～ 43 1 ,730 調布市緑ヶ 丘一丁目（ 三鷹市境）
　 ～調布市緑ヶ 丘二丁目（ 世田谷区境）

石神井川

田 無 都 市 計 画 42. 4 .21 建告第1471号
西東京市南町三丁目（ 富士見橋下流）
　 ～西東京市南町一丁目（ 旧保谷市境界） 794

⑦

44. 3 . 4 建告第4 5 1 号 43 ～ 45 210
保谷市柳沢二丁目110（ 上柳沢橋下流）
　 ～保谷市柳沢一丁目345（ 無名橋上流）

保 谷 都 市 計 画 44. 3 . 4 建告第4 5 1 号 西東京市東伏見三丁目（ 練馬区境界）
　 ～西東京市柳沢五丁目（ 旧田無市境界）

1 ,630  9 . 2 .20 建告第2 2 7 号 ８  ～ 12 590 西東京市東伏見三丁目（ 溜渕橋上流）
　 ～西東京市東伏見六丁目（ 弥生橋上流）

西東京都市計画 16. 4 .22 建告第7 2 4 号 西東京市東伏見三丁目（ 練馬区境界）
　 ～西東京市南町三丁目（ 富士見橋下流） 2 ,420 13 . 3 .15 関東地方整備局

告 示 第 4 3 号 ８  ～ 15 590 〃
〃

15. 1 .14
関東地方整備局
告 示 第 ８ 号 14 ～ 16 100

西東京市東伏見一丁目（ 東伏見橋下流）
　 ～西東京市東伏見六丁目（ 坂下橋下流）

17. 3 .28 関東地方整備局
告示第1 5 6 号

14 ～ 19 100 〃
〃

19. 9 .26 関東地方整備局
告示第3 0 8 号 19 ～ 22 150 西東京市東伏見六丁目、

　 東伏見二丁目及び東伏見一丁目地内

25. 3 .15
関東地方整備局
告 示 第 8 4 号 25 ～ 30 300

西東京市東伏見一丁目、
　 東伏見六丁目及び柳沢一丁目地内

神 田 川 三 鷹 都 市 計 画

35. 4 . 7 建告第8 6 4 号
三鷹市牟礼（ 井の頭公園入口）
　 ～三鷹市神田川通南（ 杉並区境）

1 ,840

⑧

43. 9 . 3 建告第2501号 43 ～ 48 1 ,630 三鷹市井の頭一丁目１ 番地先（ 杉並区境）
　 ～三鷹市井の頭三丁目123番地先（ 井の頭池水門下）

49. 3 .20 建告第3 6 9 号 43 ～ 51 1 ,630
〃
〃

43. 9 . 3 建告第2501号
三鷹市井の頭一丁目１ 番地先（ 杉並区境）

～三鷹市井の頭三千代梅12番地( 井の頭池水門下)
1 ,630

52 . 3 .24 建告第3 7 2 号 43 ～ 56 1 ,630
〃
〃
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